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表紙写真　シキミ（モクレン科）

広島県の山地に自生します。この植物に近いトウシキミを大茴香
（スターアニス）と言い中国では肉料理のスパイスとして用いられ
ます。最近ではインフルエンザの治療薬=タミフルの原料として使
われています。しかしシキミは有毒成分が含まれており痙攣などの
中毒を起こしますので注意が必要です。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）
撮影場所：宮島町

福利厚生
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新年あけましておめでとうございます。

旧年中は第38回日本薬剤師会学術大会広島の開催に格別のご協力いただきまして誠にありがとうござ

いました。

多数の方々にお越しいただきましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。

ただ何かと至りませず反省頻りでございます。

さて、先の学術大会のテ－マとなりました「薬剤師大改革」は、薬事法上も医療関係法規上も今年は

大改革になりそうな雲行きとなってきました。

Ⅰ）薬局の設置そのものを医療法に取り込むこと（薬局機能評価・医薬分業・医薬情報提供施設等々）

Ⅱ）医薬品販売制度改正検討部会による医薬品のリスク分類とその販売方法（三段階に分類、ＯＴＣ

薬としての販売義務、情報提供の在り方等々）

Ⅲ）薬学部６年制の入学試験開始（薬学生受け入れ実習の長期化、サポート役の確保及び薬局設備と

実務実習の充実等々）

以上あげましただけでも、今後の見通しをつけていかなければなりません。国からの予算処置も大切

な準備の一つであります。規制緩和の流れと全く異質な状況は、国民皆保険制度の維持と共に医薬分業

の質を高めていかなければ、薬剤師不要論が別の形で噴出して来ないとも限りません。

Ⅰ）に関しましては、時期尚早というご意見もあり、今の現状では医療法の枠組みの中に入ることの

デメリットとリスクを感じるというご意見もありましたので今後の課題でしょうか。

Ⅱ）に関しましては、薬剤師としての職能を明記できて良かったというご意見と、逆に今まで議論さ

れて来たけれども棚上げ状態であった薬種商・配置販売等への資格温存に繋がるだけだというご

意見もあります。

Ⅲ）薬学６年制は、我々日本薬剤師会が永年の念願を実現できた唯一の制度改革のひとつです。万難

を排してもこれに臨む必要があります。

平成20年までは、日本国は規制緩和と改革・改革の大合唱で終始して行く予定です。

以上の課題に日本国の政治が大きく関与しているのは皆様お気付きでしょうか。現在の薬剤師の政治

力は、一部の地域を除いて相当弱いと言わざるを得ません。何もせずに改革の枠の外に置かれるまで臍

を噛んであきらめるか？しぶとくしぶとくしがみついたら離さないか。如何がでしょうか。

何といたしましても、厳しい環境の中、皆様の今後とも本会事業に対しまして一層のご支援とご理解

を頂きますようお願い申し上げます。

皆様方のご繁栄とご健勝をご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

広島県薬剤師会会長　前　田　泰　則

新年のご挨拶
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明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

本会では、今、薬学教育６年制への対応、医薬品販売制度の見直し、医療提供体制の改革そして調剤

報酬改定の４項目を当面の重要課題として取り組んでおります。

いよいよ本年４月には薬剤師養成のための薬学６年制の第１期生が入学します。この１期生が５年生

となる平成22年度からは、病院及び薬局において長期実務実習が開始されますが、毎年１万名を超える

と見込まれる実務実習生を円滑に受入れられるよう、本会では指導薬剤師の養成等体制整備につき、関

係機関とともに拡充していく所存です。都道府県薬剤師会並びに関係会員におかれましても特段のご理

解ご協力をよろしくお願いいたします。

一般用医薬品の販売制度の在り方については、一昨年に厚生労働省に検討部会が設置され、審議が重

ねられてまいりましたが、その報告に基づき薬事法等所要の改正が行われることとなります。薬局・薬

剤師は国民の健康の維持・増進に必要な薬剤を安全かつ有効に国民・患者に供給するという使命を再認

識し、今後の業務においてその職責を果たしていただきたいと存じます。

医療提供体制の改革については、厚生労働省社会保障審議会医療部会において第５次医療法改正に向

けた見直し検討が行われ、薬局については医療提供施設として位置づけられる見通しとなりました。調

剤報酬体系とも密接に関連してまいりましたが、在宅医療や医療安全の推進、服薬指導の充実等国民・

患者の理解と信頼を得られるようご対応をお願いする次第です。

なお、本年は、10月に福井県で第39回学術大会が、また11月には神奈川県横浜市にて、日本では26年

ぶりとなる第21回アジア薬剤師会連合会学術大会（FAPA2006）が開催されます。両大会へ数多くの会

員諸兄姉のご参加を期待しております。

厳しい環境の中ではありますが、皆様の益々のご繁栄とご健康をご祈念申し上げますとともに、今後

とも本会事業にご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

日本薬剤師会会長　中　西　敏　夫

新 年 ご 挨 拶
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平成16年10月、阿倍仲麻呂、吉備真備らと共に遣唐使として唐の玄宗皇帝を訪ねた井真成（せいしん

せい）の墓誌の石板が西安で発掘されたという報道があった。

「天の原ふりさけ見れば春日なる　三笠の山に出でし月かも」

故国を遠く離れた西安で吟じた阿倍仲麻呂の和歌は百人一首でも知られているが、異国にあって故里

を想う日本人のこころは1300年経っても少しも変わらないものだと思う。36歳で亡くなった井真成もま

た形は異土に埋められても魂は故郷に帰ることを願ったに違いない。

平成17年も晩秋、11月14日の新聞各紙第一面には日本人のこころを揺さぶるような記事が報道された。

「大化の改新」のドラマを裏づける蘇我蝦夷、入鹿父子の豪邸の跡地と思われる遺跡が出土したという

のである。

私は暇を見つけては遺跡を訪ねているが、奈良からローカル線の桜井線に乗ると、どこの駅で降りて

もそこには古墳あり、遺跡ありでこころがなごむ。刈り取った稲穂の跡や、柿の木の枝先に残る赤い実、

竹薮の多いなだらかな丘陵が連続する。そんな風景の中にこの度、はっとするような発見があったので

ある。

「和を以って貴しとす」の十七条の憲法を制定した聖徳太子が亡くなったあと、蘇我馬子の孫、入鹿

は大豪族として権勢を欲しいままにして天皇家を揺さぶった。日本書紀によると、飛鳥寺などを見下ろ

せる丘陵の上に蘇我蝦夷は「上の宮門（みかど）」、息子の入鹿は「谷の宮門」と呼ばれた邸宅に住んで

いたが、入鹿は中大兄皇子、中臣鎌足の仕組んだクーデター、乙巳（いっし）の変に会い暗殺されてし

まう。蝦夷は逃れられないことを知り、自分の父、馬子が聖徳太子とともに記した日本最古の史書「天

皇記」、「国記」を積み上げ火を放って自害する。中大兄皇子は天智天皇となって朝廷政治を確固とした

ものにする。

古事記、日本書紀は正史とされているが、私の関心は天智天皇の娘、持統天皇に寵愛され歌聖、柿本

人麻呂の謎である。人麻呂は高い位に上ったが藤原不比等と対立して石見の国に追放されたのであるが、

終焉の地をめぐって斉藤茂吉と梅原猛の論争がある。二人は同じ時代に生きてはいないから、文献上の

意見の相違という方が適当かもしれない。私は島根県邑智郡川本に近い湯抱（ゆがかえ）や島根県益田

市の高津の沖に時々出かける。前者には茂吉がいう鴨山（亀山）があり、後者には梅原猛の論考主張す

る鴨島があるからである。

この歌人と哲学者の二人はなぜ柿本人麻呂にこだわるのか、私なりに解釈すると、実は人麻呂は日本

書紀に記載されていないもろもろの出来事、政治的軋轢を知っていたと思われるからである。人麻呂自

身、天智天皇の弟、天武天皇の娘を犯し人丸、猿と呼ばれ、流罪になるのであるが、聖武天皇の万葉集

の編纂の折に不可欠な人材として大伴家持によって召し返された経緯がある。日本という呼び名は七世

紀まで待たなくてはならないが、こうした「大化の改新」をはじめ、日本人の遠い過去の事象を知り、

過去から現在に続いている脈々とした歴史を考えることは楽しいことだ。

おわりに、昨年10月に前田会長を大会運営委員長として開催された第38回日本薬剤師学術大会が盛会

裡に終了されたことを、あらためてお祝い申しあげます。

広島県医師会長　碓　井　静　照

「大化の改新」のドラマ



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.1 5

新年明けましておめでとうございます。

広島県薬剤師会会員の皆様には、ご家族お揃いで健やかな新年をお迎えのことと存じます。

振り返れば、ここ数年毎年のように申しあげておりますが、昨年も米ルイジアナ州ニューオーリンズ

を中心としたハリケーン被害等、国内外を問わず、自然災害によって世界中で数え切れないほどの被害

者が出ております。

また中東を始めとするテロの脅威も一向に減る気配はなく、我々もいつその標的になるのか分からな

い不安感を抱いております。

さて、国内に目を向けてみますと、昨年９月に施行された衆議院議員選挙においては、自民党が圧勝

し、自民・公明の連立与党が絶対安定多数を確保しました。

この結果、小泉総理が提唱している郵政民営化を始めとした構造改革は、益々拍車をかけて断行され

ていくものと思料されます。

併せて、聖域なき歳出改革提言と称して、社会保障等の歳出抑制を推進する構えを見せており、本年

４月の診療報酬引き下げ、高齢者の自己負担率引き上げ等、財政赤字の解消を医療制度改革による医療

費削減に大きく転嫁していくような、市場経済優先の施策ばかりが伺えます。

我々医療に携わる者は、どのような時代が来ようとも国民に良質かつ適切な医療を平等に提供してい

かなくてはなりませんし、国民は良質な医療を享受する権利を有しております。しかしながら、医療界

に対してさらに厳しい施策を断行するのであれば、医療の質の低下を来たす状況になりかねません。こ

うした状況を防ぐためにも、四師会が一致協力し、この改悪を阻止するため、行動を起こしていかなく

てはならないと思っております。

その一つとして、昨年末に開催しました国民皆保険制度を守る総決起大会は、我々医療界だけではな

く、多くの国民に理解と支持を得る事が出来たものと確信しております。

世相が厳しさを増すことはあっても、保健・医療・福祉は市場経済の中に取り込まれることなく、常

に国民の側に立った施策が重要であり、そのためにも医療界の団結が益々重要なものになってきます。

引き続いて薬剤師会会員の皆様方には、絶大なるご協力と暖かいご支援をお願いするものであります。

貴会益々のご発展と会員及びご家族皆様方にとりまして、明るい一年となり、希望に満ちた将来が到来

することを心から祈念申しあげまして、年頭のご挨拶といたします。

広島県歯科医師会会長　本山　栄荘

年 頭 所 感
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明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年の国会は郵政民営化で明け暮れましたが、今年は、４月の診療報酬・調剤報酬改定も含め、

どうやら、「医療制度改革国会」となりそうです。昨年10月、厚生労働省が「医療制度構造改革試案」

をまとめ、医療保険制度の改革と医療費の適正化対策を発表しました。医療制度改革は、急速な少子高

齢化によって国民医療費が年々増高を続けて行く中で、国民の負担を適切な範囲にとどめ、かつ、医療

サービスの質の向上を図り、国民皆保険を守る、という大変難しい課題です。

厚労省の試案では、かねてから議論が続けられて来た医療制度改革の３本柱、①75歳以上の高齢者を

対象とした新しい医療保険制度を作る、②保険者を都道府県を単位として統合・再編し、保険者の強化

を図る、③診療報酬・調剤報酬体系を見直す、こと等を提案しています。

また、医療費適正化対策として、①生活習慣病予防対策の推進、②在宅医療の推進、③それらを推進

するための地域医療提供施設等の連携強化、などを提案しています。

このような提案に対し、様々な意見があり、どのような新しい医療体制を創設するか、さらに議論を

進めなければなりません。

一方、私は、生活習慣病予防、在宅医療の推進等の分野では、薬剤師・薬局は、大変大きな役割を果

たすことができるのではないかと考えています。生活習慣病の典型である糖尿病の患者さんや糖尿病予

備軍と言われる人たちの健康管理や生活習慣に関するアドバイスを行う場所としては、住民の最も身近

な医療施設である薬局が最もふさわしいと言えるでしょう。一方、病院でも、糖尿病の患者さんに対す

る療養指導のチームに医師や栄養士とともに薬剤師も参加しています。

また、在宅医療では、試案は、病院・診療所・薬局等の施設が連携を密にして、地域に自己完結医療

体制を作り、在院から在宅まで一貫した医療の流れを作るとしています。そのような地域連携の輪の中

での薬剤師・薬局の積極的な活動を期待したいと思います。特に、がん末期医療の患者さんの在宅医療

には、麻薬の管理など薬局の係りが不可欠です。

さらには、国民が、大衆薬を通して街の薬局を身近な健康や病気についての相談の場としていること

は、日本薬剤師会などの調査でも明らかです。

私は、医療制度改革は、薬剤師の可能性を広げ、一層の飛躍を遂げるよい機会となる可能性を持って

いることを強く感じます。

本年４月には、いよいよ薬剤師教育６年制も始まります。薬剤師が、21世紀の国民医療や健康長寿社

会づくりの中核となって活躍するために、何が必要か、私も考えてまいりたいと思います。

本年が、皆様にとって発展、ご繁栄の年となりますようお祈り申し上げます。

藤　井　基　之

新年を迎えて
参議院議員
薬剤師・薬学博士
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新年あけましておめでとうございます。

2006年という新たな年を迎え、県民の生命と健康に直接かかわる福祉保健行政を担う者として、その

責任の重大さを実感しつつ、県民の皆様の期待に沿った行政の推進に一層努力していきたいと決意を新

たにしております。

さて、薬剤師の皆様方には、医薬品の適正使用にかかわる業務等を通じ、県民の保健衛生の向上に大

きく貢献していただいており、これまでの御尽力に深く敬意を表する次第であります。

これからの薬剤師には、調剤という行為を越えて、より幅の広い、医療の担い手としての役割と責任

が求められております。

今日、医療の役割が単に救命、治療ということから、ＱＯＬ向上へとその幅を広げており、医療人た

る薬剤師の活躍すべき場が広がっているのも当然のことといえます。

このような時代の要請を受け、薬学教育の６年制が導入され、本年４月には、６年制の薬科大学に入

学し、胸膨らませ勉学にいそしむ皆様方の後輩たちが誕生します。

実務実習の受入れはもちろん、彼らが、６年間のカリキュラムを終了して卒業してきた時、存分に実

力を発揮することができるよう、その土壌を整えておくことも肝要であると考えております。

県といたしましては、本年も各種施策に全力で取り組み、安心が実感できる県民生活の実現に向け、

引き続き努力していく所存であります。

薬剤師の皆様方におかれましては、今後とも、より一層の自己研鑽に励まれ、医療の担い手としてそ

の職能を十分に発揮され、医療の質の向上と患者本位の安心・安全な医療の確保に努めていただくよう

お願いいたします。

最後になりましたが、本県福祉保健行政に対する、皆様方の御支援、御協力をお願いいたしますとと

もに、広島県薬剤師会のますますの御発展と会員の皆様方の御多幸をお祈りいたしまして、新年の御挨

拶とさせていただきます。

広島県福祉保健部長　新　木　一　弘

新年あいさつ
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2006年の新春を迎え、心よりお慶びを申し上げます。

広島県薬剤師会の皆様方には、日ごろから、調剤業務等を通じ、県民の健康づくりに貢献されるとと

もに、薬務行政の推進に多大なる御理解と御協力をいただいておりますことに、厚くお礼を申し上げま

す。

厚生労働省によると、全国の薬局数は、５万軒を突破し、広島県における人口10万対の薬局数は、

54.5軒で、全国２位の高水準であることなどが報告されております。

処方せんの受け取り率が50％を越えた現在、患者さんが目に見える形でメリットを享受できるよう、

医薬分業は、量から質へと成熟していかなければなりません。

特に、本年は、一般名による処方せんの発行を積極的に進める医療機関が増加することが予想されま

す。

一般名処方については、薬剤師が薬剤の有効性、安全性、品質、経済性などの情報を患者さんに的確

に説明し、患者さん自身が薬剤を選択し服用することとなるため、薬剤師の果たす役割はこれまで以上

に大きく、皆様方に対する期待はますます高まってまいります。

このような中、昨年、広島で盛大に開催された第38回日本薬剤師会学術大会のメインテーマ「薬剤師

大改革　大きな信頼と結果を―選ばれるために―」を実践されることは誠に意義深いものと考えており

ます。

県といたしましては、本年も、優良な医薬品等の供給を通じて、保健、医療の増進に資するという基

本理念をさらに推進するとともに、血液確保対策、覚せい剤等薬物乱用防止対策、インフルエンザワク

チンの供給対策など、県民が安全で安心できる生活のための施策に全力で取り組む所存であります。

最後になりましたが、薬務行政に対して、皆様方の御支援、御協力をお願いいたしますとともに、

2006年が広島県薬剤師会の皆様方にとって、希望に満ちたものとなりますよう、ご活躍を期待し挨拶と

させていただきます。

広島県衛生・被爆者総室薬務室長　村　上　行　雄

新年あいさつ
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新年あけましておめでとうございます。

広島県薬剤師会の皆様には、平素から医療保険行政の推進に、格別のご理解とご協力をいただき、厚

くお礼を申し上げます。

わが国の医療制度は、急速な少子高齢化や経済の低成長により、21世紀においても真に安定し、持続

可能なものとするため構造改革が求められています。

そのため、昨年厚生労働省から医療制度構造改革試案が発表されました。

構造改革をするに当たっては、国民皆保険制度を堅持すること、医療費を国民が負担可能な範囲にお

さえること、給付と負担の関係を老若を通じて公平で、かつ透明で分かりやすい制度にすることを基本

に考える必要があるとしています。

医療制度構造改革試案は、国民的議論を進めるためのたたき台として示されたもので、関係審議会等

で議論を進め意見集約を図り、法案作成ののち本年の通常国会に提出して平成20年度実施を目指すこと

になっています。

また、国民皆保険とフリーアクセスを基本とするわが国の医療制度は、保険医療機関等の診療内容又

は診療報酬の請求について、医療費の適正化がさらに重要なものになると考えます。

医療分業の進展により、保険医療における薬局の役割もまた大きなものとなっています。

広島県薬剤師会の皆様には、医療の担い手として、地域住民や医療関係者からの信頼を受け、薬の専

門家としてますます地域に貢献されますことを期待しております。

広島社会保険事務局としましても医療保険行政に全力を尽くす所存であります。

終わりに、広島県薬剤師会のますますのご発展と会員の皆様の幸せをお祈り申し上げまして新年のご

挨拶とします。

広島社会保険事務局長　小　泉　靜　司

新年のごあいさつ



2006 Vol.31  No.1　広島県薬剤師会誌10

新春を迎え、平素のご支援ご協力を心より感謝申し上げますと共に、本年もご指導ご鞭撻を賜ります

ようお願い致します。又皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。

“動き出す医療制度構造改革”

去る平成17年９月、衆議院選で衆知の通り圧倒的勝利を得た小泉首相は「族議員・官僚主導の政治」

から「首相主導の政治」へと改革を進めています。「医療の世界とて聖域扱いはしない」と発言。

医療保険制度の見直し、医療コスト削減、患者自己負担の拡大等々、かなり厳しい改革が迫ってきて

います。厚生労働省においても、年金は国で、医療は都道府県で、福祉・介護は市町村でと責任分担構

想で押し進めております。国が巨額な赤字をかかえている現実に改革の必要性は理解できますが、限ら

れた財源の中では、不要不急の歳出削減こそ早急に行い、国民にとって何が最優先されるべきかを決め

るのが政治の役割でありましょう。

“国民皆保険は、生命を守る保険”

世界に冠たる国民皆保険制度も今回の改革では例外なくメスが入りました。「健康日本21」のスロー

ガンが泣いています。財政を最優先とした医療改革ではなく、人命尊重、福祉優先、少子社会の改善こ

そ国民は強く望んでいる命題であります。古代ローマは少子社会の出現で滅んでゆきました。今や経済

界人からも「日本の国民皆保険制度は、維持してゆくべきもの」との見解を示しました。

“アドボケーターとしての責務”

看護職者は、ＩＣＮ（国際看護協会）や、ＪＡＮ（日本看護協会）の倫理規約の中に、常に患者側の

代辨であれと謳われております。したがって今回の医療制度改革や三位一体の改革においてもその内容

が、国民や患者さんにとって苦痛が大きすぎるので代辨者として声を挙げました。国民の健康問題は、

国民と共に最善の道を歩むことだと思います。

今や己の利益や保身のみで問題解決する時代ではなくなってきております。医療従事者も職種を越え

て、太いパイプで手を繋ぎ合い、国民のため、次世代のため医療の理念を見失う事なく確たる信念のも

と、歩み続けてまいる所存です。本年も何卒よろしくお願い致します。

（社）広島県看護協会会長　野　尻　昭　代

迎　　春
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広島県薬剤師会より上記テーマ
で会誌に投稿するようご依頼を頂
きましたが、それを見てはじめて、
今年が戌年であることに気がつき
ました。ちなみに、年男を広辞苑

で引いてみますと、その意の一つに「その年の干
支に当る男または厄年の男。節分の豆まきなどを
する。豆男。」などとありますが、私はあまり豆
をまかないので「豆男」には該当せず、「厄年」
はもう済ませているので、ここは素直に「その年
の干支に当る男」と理解して下さい。さて、過去
の「年男」時代を振り返ってみますと、
12歳：小学校から中学校へ。最初はかなり恥ず
かしい坊主頭（いわゆる五分刈り）、二階で牛乳
をこぼすと一階へ漏れてくる木造二階建ての校
舎、学生数が少ないため選択の幅の狭い部活（バ
スケット）、運動場の横の松林での野外授業、新
聞紙でくるんだ弁当箱を練炭で暖める弁当暖め器
（時々炎上）。牧歌的な時代でした。

24歳：大学院生の時で、12歳の時とは打って変
わってハードな時代。連日、早朝から深夜まで
（時には朝まで）、薬物の生体膜輸送研究に没頭。
病院薬剤部だったので、時には薬剤師のおば様が
「身体、大丈夫？」と言ってケーキなどを差し入
れて下さいました。夕食？が深夜０時を回ること
が多かったので、その時間、開いているのは居酒
屋ぐらい。当然お酒の一杯も呑むわけで、今でも
晩酌が止められないのはその時の影響である、と
周りには言っています。ちなみに当時直接ご指導
いただいたのは、現在、京都府薬剤師会会長を務
めておられる乾　賢一先生（京都大学医学部附属
病院教授・薬剤部長）でした。
36歳：大学院修了後、薬剤師、留学を経て、大
学教官（京都大学医学部附属病院講師）として勤

務していた時代。米国から入ってきた医療薬学
（クリニカルファーマシー）が、医療現場（薬剤
師業務）、そして薬学教育に浸透し始めた時代だっ
たように思います。だんだんと薬学教育における
医療薬学の比重が高まっていくであろうことは肌
で感じていましたが、さすがに、昨今の薬科大学
新設ラッシュは予想できませんでした。
そして48歳：広島大学へ赴任して10年を迎えよ
うとしています。ちょうど薬学教育６年制開始の
年でもあり、今後の教育、研究のあり方を自分な
りにもう一度見つめ直す時期かと思っています。
６年制教育については、関係の諸先輩が多大な努
力を払われての実現ですから、何としてでも軌道
に乗せる必要があります。県薬会員の皆様には、
実務実習等を通じて、さらなるご協力を頂くこと
になりますが、どうか宜しくお願い致します。ま
た、医療薬学を「学」として確立するためには、
研究面での展開・進展も不可欠です。この点につ
きましても、医療現場を持たない大学と現場との
密接な連携が必要と思いますので、あわせてお願
い申し上げます。
末筆ではありますが、広島県薬剤師会ならびに
会員各位の益々のご発展とご健勝をお祈り申し上
げ、年男を迎えるに当っての所感とさせて頂きます。

新 春 随 想

年男（としおとこ）を迎えて

常務理事 高野　幹久

ハワイ・マウイ島のハレアカラ火山山頂で、日薬
学術大会（広島）の際に支給されたジャンバーを着て
「広島県薬剤師会」をアピールする教室員（2005年10月）



わん！わん！！わぉ～ん！！！
戌年、年男になりました。
昨年末は、子ども達を対象にし

た悲しい事件が続き、地域の連携
が問われています。私も、学区子

ども会の会長として人ごとではありませんでし
た。個人的にも、小学生達に球技や陸上競技を教
える立場として小学校グランドまでの子ども達の
送り迎えがとても不安です。私たちの学区では、
公民館を中心に「子ども110番の家」という制度
が有り、子どもの緊急避難所を提供しています。
福山市薬剤師会も同地区に有りこの制度に協力し
ています。これを読んで頂いている皆様にお願い
ですが、薬局は窓も大きく外の様子がよく見え通
学路に面している店舗も沢山あります。下校時や
遊んでいる子ども達にちょっと気に懸けてやって
下さい。みんなで子ども達を、暖かく見守ってい
きましょう。わん！！
いよいよ今年の受験生から薬学６年制が始まる

わん。薬学６年制は僕と同じ戌年生まれだわん。
６年後どんな薬剤師が出てくるのかとても楽しみ
だわん！！
６年制に移行することで長期実務実習が必須化

され我々現役の薬剤師も薬学生教育の中で重要な
位置を占める事となります。その先駆けとして今
年から６年制１年次の早期体験実習（アーリーイ
クスポージャー）で１日程度の見学実習が始まり
ます。スムーズに６年制に移行するためには皆様
のご理解とご協力が不可欠です。薬剤師の卵達を
暖かく育てていきましょう。わん！！
昨年、最近理科が嫌いな子が多くなってきたと

聞いて、子ども達に科学の実験を通して、科学に
興味を持ってもらおうと理科系の大学出身のおっ
さん達が集まって、地域の子ども達を対象に「お
父さんの理科教室」を企画しました。人工イクラ
を作り、子ども達が目を輝かせて楽しそうに実験
しているのを見て理科系の人間としてはとても嬉
しく、もっと沢山の子ども達が科学を好きになっ
てほしいと切に思いました。年一ぐらいでしか出
来ませんが、今後も地道に活動していくことで科

学の好きな子を増やしていければと思っていま
す。

2006年、ついに？回目の年男を
迎えることとなりました。40歳を
過ぎた頃から、書類に自分の年齢
を書く際には計算をしなければな
らないことが多かったのですが、

県薬からこの原稿を依頼された時に、はっきりと
自分の年齢を自覚させられることとなりました。
自分では若い頃と特に変わらないと思っていて
も、白髪がちらほら出て来るし、頭の回転（首を
回す速さではないですよ）は遅くなるし、体の動
きは頭で考える通りにはいかなくなっている様に
も感じます。
私が年男を迎えたということは、今までの自分
の人生の半分を薬剤師として過ごして来たことに
なります。今までとても恵まれた中で頑張って来
られたのは、薬剤師の先輩や仲間達、その他多く
の人達に助けられ、支えられて来たおかげと感謝
しています。
今年は薬学教育６年制がスタートする年です。

よりレベルアップした薬剤師が養成されることは
良いことですが、薬局としての受け入れ態勢をど
うするのかと悩んでいます。また、医療制度の改
革、調剤報酬の改定もあります。薬剤師を取り巻
く環境は大きく変化するし、変化の中には薬剤師
にとってますます厳しくなることもあります。私
達が今後も薬剤師として世の中に役立って行く環
境を維持、発展させる為に、どのように行動すれ
ば良いのか、今一度考えなければならない年にな
るような気がします。
私が次の年男を迎える頃には世の中、医療の世
界、薬剤師の世界、自分の働いている薬局、私自
身はどのようになっているのでしょうか。考える
ことが恐ろしい気持ちもあり、楽しみな気持ちも
あります。これからも自分の出来ることを精一杯
行い、薬剤師として多くの人のお役に立てる様に
努力して行きたいと思います。
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戌年を迎えて

常務理事 田口　勝英

年男を迎えて

理事 中嶋　都義



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.1 13

どうも養老でございます。こんな題になってお

りますが、私は薬剤のことは全然解っておりませ

んので、むしろ今日は基本的な考え方というか、

いつも考えていることをお話しようかなと思い

ます。

薬学というか薬剤というのは、よく言えば将来

性がある。悪く言えばやっかいな分野であると私

は思っておりまして、そのひとつは、薬の基本に

なっておりますのは、近代科学で言うとバケ学

（化学）的な見方であって、これはある非常に大

きな特徴があります。化学的な見方の特徴は何か

と言うと、非常に多様な物質を同じ物として扱う

という、まあ変な言い方ですが、その基本にある

のは、原子論であって、みなさんよくご存じの世

界の全ての物質は、100程度の原子の集まりであ

ると。その原子という物は、同じ物と見なされる

と。勿論科学の歴史が進んでまいりますと、原子

というのは素粒子で出来ている。ですから、その

状態でいくつかに分かれてしまっていきますが、

その素粒子はやはり同じ物である。同じという意

味は、実は素粒子一個一個勘定することができる

かできないかは解んないんですけど、光の粒子は

光の粒子として同じ物であるというふうに見ま

す。そういった同じ物を組み合わせることによっ

て、あらゆる物質ができてきますから、水ですと

Ｈ2Ｏと書くことができます。この場合、水素と

酸素というふうに要素に戻して書きますから、こ

れを要素還元と言います。難しくいうとこう言っ

ております。

この要素に還元する考え方が、どこからでてき

たのかなぁということを、私は前に考えたことが

ありまして、それは多分ですね。簡単でありまし

て、アルファベットで世界を書くことができます。

日本語はアルファベットが使えませんので、そう

いう感覚があんまり無いんですけど、アルファ

ベットを使う世界の人は、すべて人間が、今、私

こうやってしゃべっておりますが、こうやって仮

に私が英語でしゃべっておりますと、私のしゃ

べったことは全て26文字プラススペース、コンマ、

ピリオド程度で書けてしまいます。そうすると人

間の考える、意識的に表現するありとあらゆるこ

とが26文字で書けるわけですから、人間が意識的

に表現する世界って実は、我々が考える世界その

ものといってもいいわけですから、それは実は26

の要素があれば書くことが出来る。記述できると

いうこと。それが根本にありますから、世界の全

てが100余りの原子で書けるって考え方は、ちっ

とも不思議ではない。そういう人達にとっては。

だから、アルファベットは英語で26文字あります

が、そのうちから“Ｄ”をとって、“Ｏ”をとっ

て、“Ｇ”をとって、「DOG」こうして並べます

と「犬」になります。この３文字をとって、こう

いう正しい順序で並べた瞬間に、ＤにもＯにもＧ

にも含まれていない性質が突然出てまいりまし

て、それはどういう性質かというと「犬」という

性質であります。これは順序を正しくしないとえ

らいことになるんで、これをひっくり返します。

「薬剤師大改革　～壁を乗り越えるためには～」

講師：東京大学名誉教授 養老　孟司先生

第38回日薬学術大会特別記念講演誌上ライブ版誌上ライブ版誌上ライブ版
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「GOD」こういう順序に並べますと、「神様」に

変わります。ですから、このアルファベットの世

界では、全ては順序と特定の数の要素で決まって

しまいます。皆さん方の中で、誰にも教わらない

で、世界というのは、ある特定の種類の原子の集

団だということを自分で思い付かれた方、ありま

すでしょうか。そういうことを多くの方はお考え

にならないんですけど、世界をどう見るかってい

うことは、その社会の常識、根本的な常識ですね、

それがアルファベットを使う社会では、26の要素

に還元できるということは、暗黙の常識です。

我々の世界は、五万という、いわゆる漢字を使

い、それに音標文字としての仮名を組み合わせて

使っておりますから、こんな奇妙な言語は世界に

他にありません。もう日本語を読む場合に脳の使

い方が他の言語とは違うということすら解ってお

ります。ですから端的に言いますと、日本語の読

みというのは非常に早いんですね。情報量が多い。

これをロシア語の同時通訳の米原万里さんがエッ

セイ書いてますが、米原さんは別に脳のことをご

存知な訳ではない。ただ自分の同時通訳という仕

事柄、同時通訳の仕事の一つに文章を読みながら

別な言葉でしゃべる。つまり、日本語の文章を読

みながらロシア語で読む、声を出す、ロシア語の

文章を読みながら日本語でしゃべる。これも同時

通訳の仕事になります。その時に、どっちが早い

かというのを彼女なりに計算をしております。日

本語の文章を読みながらロシア語にする、ロシア

語をしゃべる方が７～８倍早いとエッセイに書い

ておられました。日本語というのはそういう意味

で、読みに大きく脳を使う言語ですが、まあ、そ

の話は特にいたしませんけど、そういう世界で

持っている常識と、全ての言葉が26文字で書けて

しまうという世界が持っている常識は、当然違っ

てまいります。ですから皆さん方が、その化学と

今言いましたけど、化学、実は典型的なコレです

ね。世界を100の要素で書いてしまうという、そ

ういうベースから出来上がっている世界だ。とい

うことが一つの特徴といえます。

そして、もう一つの特徴は、そういうふうな世

界が、今度は生き物を扱う、対象とする。生き物

の象徴と言ってもいいし、典型と言ってもいいも

のは、細胞であります。細胞、皆さんも細胞の集

まりで、よく人間の細胞の数、よく12兆とか言っ

てますけど、こんなもの数えた人がいるわけない

んで、お札だって12兆数えるのは容易なことでは

ないですから。これは当然のことですが、細胞の

大きさ、平均の大きさを出して、人間のボリュー

ムをそれで割っただけの桁数であります。そうい

う細胞っていうものを皆さんどうお考えか知りま

せんけど、これ実は、こういった物と非常に違っ

た性質を持った、かなりやっかいな物である。ど

ういう所がやっかいかと言うと、ひたすら動くと

いうことです。ひたすら動くだけではなくて、時

間という要素がそこに入ってまいりまして、当然、

時間を経過しますと、成分が入れ替わってきます。

皆さん方がどれくらいそのイメージをお持ちかわ

からないんですが、我々は若い時にアイソトープ

で標識したアミノ酸を生体に入れて、アイソトー

プの半減期が長いものでやってもですね、三月経

つと大体、標識されたアミノ酸は消えてしまいま

す。三月経つと消えてしまうということは、おそ

らくアミノ酸はタンパクに組み込まれているはず

でありますから、ほとんどのタンパクが三月以内

に入れ替えられてしまうということを意味しま

す。ということは、細胞というものは絶えず動い

ているものであって、それを構成している物質要

素自体が絶えず入れ替わっている。

私は、簡単に計算したことがあるんですが、皆

さん方の体が一年経つとどのくらい入れ替わるか

と、物質的に。それを直感的に、そうお考えに

なっている方がいるかなぁと思うんですが、何と

人体の７割が水でありますから、おそらく９割以

上が、一年経つと綺麗に入れ替わってしまいます。

そういう物質的に見ると我々の体は、一年毎に、

ほとんど完全的に更新されるというものでありま

すけど、そういうふうなものとして、ご自分を理

解されたことがありますか。ちょっと伺いたい。

それで一年経てば、物質的な自分は、ほぼ完全に

入れ替わると考えるとしますと、皆さん方が正に
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唯物的な客観的な考え方をなさるんであれば、去

年の私と今年の私は、今年の選挙どころではない、

大きな票数の違いになっている。しかし、おそら

く皆さん方、現代社会に住んでおられますと、去

年の私と今年の私は、同じ私であるとお考えじゃ

ないでしょうか。実はここにいった科学の根本に

なっている、世界26文字の要素で書けると。そし

てそれは、水は水として水の分子からできている。

水の分子からできているという言い方の裏には、

全ての水の分子は同じものだと言う暗黙の前提が

ございます。

しかし、全ての水の分子が同じかということを

しつこく考えていきますと、同じ訳はないんです

ね。酸素だって同位元素３つぐらい普通にありま

すし、水素だって数は少ないにしても重水素、三

重水素とありますから。そうすると、そういうも

のの組み合わせからできている水の分子は、実は

すでに何種類かになってしまいます。ソリュー

ションのレベルから見てみますと、一番簡単なそ

ういうモデルは本当は成り立たないかもしれませ

んけど、一番簡単なモデルをとって、原子核の周

りを原子が回っているという状態を考えますと、

回っている位置がみんな違うはずですから、何と

全ての水の分子は違うと言ってもいいでしょうと

いう結論が出ます。

それは屁理屈だろうと、皆さんおっしゃるんで

すが、どうして我々は水の分子をいちいち区別す

る必要がないか。まあ、重水をとるときは区別す

る必要があるわけですけど、何故区別をする必要

がないかと言うと、その区別をしても、測定に

ひっかからないから。要するに、今のところ同じ

と見なしていいというだけなんですね。そこのと

ころで非常に大きな問題があるのはですね、科学

は客観性ということを重視しますから、そのそれ

ぞれの水の分子は違うんだけど、今のところその

違いは無視していいという考え方が合理的な考え

方というふうに思われています。

だけれども、私が今日お話しようと思っている

ことは、それはちょっと根本のところがまずい。

どこがまずいかというと、水の分子は実は同じで

あるが違うんだと言いたいんです。それはどうい

うことかというと、水の分子について、今私がグ

ズグズグズグズ言ってますけど、グズグズ言って

んのは、私の脳みそです。あの、水の分子はそれ

とは何の関係もないんですよ。仮にそういうもの

があるとして。そうでしょう？私がどう言ったか

らって、違うものになるわけでもないし、同じも

のになるわけでもありませんから。そこから考え

ますと実は、同じとか違うとか言ってるのは、

我々の脳じゃないかという話になります。それは

まさしくそうなんであって、私の方の意識は実は

二面性、二層性を持っておりまして、その一つの

層は違うという層であり、もう一つの層は、面と

言ってもいいんですが、同じという層でありまし

て、この同じという世界のことを多くの方が、哲

学者は概念といい、違う世界のことを解りやすく

感覚といいます。我々の脳みそが感覚から捉えた

物を概念化していくということは、誰でもお解り

だと思うんで、感覚で捉えますと世界は全部違っ

てしまいます。

ここにおられる方は、薬剤師会の会員とかです

ね。そういうふうに呼んでしまうと、全員が一括

されて同じものになります。当たり前の話ですが、

一人ひとり全部違う人であります。だから、同じ

と違うということは対立ではなくて、実は見方の

違いであります。そんなことは、ちょっと考えた

ら、解りきったことなんですが、科学はしばしば

素朴実在論と呼ばれるものに立っておりまして、

皆さん方それぞれが固有の存在ですから、その存

在に、皆さん方のほうに同じ面と違う面があると

いうふうに考えがちであります。よろしいでしょ

うか。そうじゃない、皆さん方に同じ面と違う面

があると言っても、皆さん方を見るときに、同じ

ものと見ることもできるし、違うと見ることがで

きると言っても、同じようなものじゃないかとお
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考えになるかもしれない。そうじゃありません。

何故かって、さっき言いましたけど、だって根本

的に今、私こうやってしゃべっておりますと、皆

さん多分まだ聞いておられると思いますけど、も

う10分くらいこの手の話を続けますと、かなりの

方の意識がなくなりますから、その段階では、も

はや違いも同じもくそも無いんですね。

そして、そこではっきりしてるのは、違うとか

同じとかいうのは、皆さん方の頭なんです。やっ

ぱり。どこまでいっても。隣の人が居ようが居ま

いが意識がなくなってしまえば関係ないんです。

でしょう？そういう考えを取りますと実は、我々

の意識がこういう二つの面を持っていて、一方は

違って、一方は同じというんだってことが解りま

す。違うというのは感覚です。同じというのは頭

の中です。ですから、同じとして捉えられてる水

の分子は、頭の中に引っ越している水の分子で

あって、具体的に外部の世界に存在する水の分子

を感覚で捉えますと、違うものです。どのくらい

違うかというと、水になったり氷になったり、お

湯になったり湯気になったり、雲になったり、

様々な形になってしまいます。それは、感覚で捉

えているからです。それを概念で捉えたら、同じ

水じゃないかと、こういう話です。それで、この

同じ水じゃないかということが実は、バカみたい

なことですけども、人間の意識が持ってる非常に

大きな機能であって、これを動物は殆ど持ってい

ないと申し上げたいんです。

猿を含めて動物は、同じという概念機能はあま

り持っておりません。それで、持っていないとい

うよりも、同じという機能があるんですが、おそ

らくあるんですが、これは発達しない。何故なら

彼らは、この違うという感覚の世界に強く生きて

るからです。それを「動物は感覚が鋭い」とこう

いうふうに言う訳です。動物が感覚が鋭いという

のはですね、動物の感覚器が人間より良いという

ふうに普通は考えてしまいます。私はそう思って

おりませんで、「動物は感覚重点に生きている」。

感覚の世界に住んでるというしかない。感覚の世

界に住みますと、何が起こるかと言うと、全ての

ものが違って見えてしまいます。それを端的に言

いますと、よく申し上げますが、10年前に私、Ｎ

ＨＫで放送していた実験が忘れられないんです。

それは極めて簡単な実験で、猫に焼いたサンマを

食わせるという実験。ただし、サンマはですね、

今日買ってきたサンマと３日前から買ってあるサ

ンマなんです。両方のサンマを焼いて、猫の前に

出しますと、猫は今日買ってきたサンマしか食わ

ないんです。ご存知のようにサンマは不飽和脂肪

酸を大量に含んでますから、３日経つとそれは酸

化されまして、味、臭いが悪いんで食べません。

じゃあ、人間はどうかと言うと、奥さんは今日

買ってきたサンマを自分が食べて、旦那には３日

前のサンマを出す。それでも旦那は何と言ってる

かというと、同じサンマじゃないかと思っており

ます。これが同じという働きであります。猫には

その働きがありませんから。実は、男性の寿命は

女性より７年短いんですね。猫は同じです多分。

つまりそれはどこにあるかというと、彼らは違い

という働きを優先させますので、３日経ったサン

マをサンマだとかいう乱暴なことは言いません。

これは食えないと言います。そうですね、それが

彼らが言葉が使えない根本的な理由です。

それは言葉そのものに現れておりまして、猫の

ことを私が猫と言い、女房が猫と言いますと、猫

は、自分が違う名前で呼ばれたと思います。何故

なら私の声の高さと、女房の声の高さはかなり違

うので、猫は絶対音感でございますから、音の高

さが違った瞬間に、それは違う音だと判断いたし

ます。この中で、絶対音感をお持ちの方が多分こ

れだけおられれば一人はおられると思うんですけ

ど、ほとんどの方は、絶対音感のある方にしてみ

りゃ音痴でありまして、ズレた曲を平気で歌うこ

とができます。音がズレた曲を平気で歌えるとい

うのは、ズレていても同じ曲だと解っているわけ

で、ということは極めて高級な能力であります。
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何故なら、音の高低の変化とか、音符の長さの変

化というのは、そのまま保たれておりまして、同

じパターンで音が変化していく、ということだけ

を根拠にしておりますから、これはパターン認識

の能力であって、これが頭の中だってことが良く

お解りになると思うんです。

耳そのもので聞きますと、音の高さが絶対音が

まず問題になってまいりますから、内耳は特定の

場所で特定の場所が振動いたしますから、耳は

元々絶対音感であります。それを相対音に変えて

いくのは、パターン認識に変えて行くのは脳の中

の操作ですから。相対音感で音痴の方のほうが明

らかに頭がいいんであって、今後は絶対音感のあ

る方にお会いになったら、“オマエさんは猿に近

い”と一言言っておいてやればよろしい。猿が絶

対音感のあることは実は証明されております。で

すから、日光猿軍団をマーチを聞かせて行進しろ

というふうに訓練することができるはずですが、

大抵はやっておりません。何故なら、下手に演奏

した途端に猿は歩かなくなっちゃうからです。絶

対音感ですと音がズレたら最後で、そうすると極

めて正確に最初に訓練した曲を同じようにやって

やらないと、歩いてくれませんので。皆さん方よ

りもよっぽどそこは厳しいんですね、猿の方が。

人間ですと、半音が一音ずれた行進曲をかけたっ

てすぐ歩きますけど。それが同じと違うという働

きです。

我々の世界だけで同じという働きが非常に強く

なりました。ですから、その同じという働きが優

勢にしていく社会を、我々は進歩とか文明とか呼

んできた訳であります。私は、ちょっとそれが行

き過ぎてはいませんか？ということをずっと申し

上げてまいりました。それを脳化社会と呼んだり、

都市社会と呼んだりと。それはどういうことかと

言いますと、同じという世界が優先してまいりま

すと、当然のことですが、我々の意識は二つの面

を持ってまして、こっちが大きくなっちゃう。ま

あ、変な格好ですけど、ピラミッドみたいに大き

くした。こっちがどんどん大きくなってきた社会

が、今の社会であって、違うという社会が、感覚

がどんどん小さくなってまいりました。

ピンとこないかもしれませんが、私、虫の話を

控室でしておりまして、昆虫を集めております。

あたり前の話ですが、虫は種類がものすごく多く

てですね、一匹一匹しかも違います。それを違う

んですよ、これとこれはこう違うんですよと説明

すると、皆さん方の頭の中に浮かぶ疑問は多分一

つであって、“それがどうした”でしょう。だか

ら申し上げたいんですが、ここにこれだけの方が

おられますが、一人ひとり全部違います。それに

対して皆さん方、“それがどうした”とおっしゃる

でしょうか？その違いこそがそれぞれ皆さん方の

人生なんですから。つまり、同じという世界では、

それぞれ皆さん方の人生は、“それがどうした”

というものに変わっていきます。60億分の１じゃ

ねぇかと。ところが個人で生きてる皆さん方に

とっては、自分の人生こそが最も重要で、にも拘

わらず皆さん方は60億分の１になってしまう。そ

の考え方を徹底的に進めて行ってるのが、概念の

世界であって、どうしてかというと、そこでは物

が同じになる。どのくらい同じになってるかと言

いますとですね。何と実は、同じというのはどう

いうことかというと、同じというのは何を意味す

るかというと、別な言い方をすれば、変わらない

ということを意味します。そうですね？同じもの

は変わっちゃあ困りますから。

変わらないものを皆さん方は何とお呼びになる

かというと、情報とお呼びになるんです。情報と

いうのは、変わらないものと定義した方が良いく

らいでありまして、新聞の記事、テレビのニュー

ス、映画、全部変わりません。どういう意味かと

言いますと、寅さんの映画を１時間半見ておりま

すと、最初の１秒から最後の１秒まで、いつ見て

も同じ画面であります。そのことをお気付きで

しょうか？映画の画面が動いてますから、騙され

るんですけど、映画の画面は一見動いているよう

に見えますが、あれは動いておりません。昔の

フィルム映画ですと、全部コマになっております。
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コマを動かしているだけですよ、大急ぎで。モー

ターで。それと同じことですわ。デジタル化して、

寅さんの映画を保存いたしますと、未来永久に全

く変わらないものに変わります。それが人間の遺

伝子といわれるもんだって事もお解りですよね。

遺伝子がそうだというのではなくて、ＤＮＡの塩

基配列と呼ばれるものは、寅さんの映画と同じで

あります。だから、情報なんですね。そうでしょ

う？ＡＴＧＣを30億並べたことだけのものであり

まして、英語で書かれた本とほとんど同じであり

ます。英語は26文字使ってるだけのことで。つま

り、そうやって我々は世界を同じにしていきます。

全ての生物は同じＤＮＡという遺伝子を使ってい

るでしょう。そうですね？つまり、同じ同じにし

ていくんですよ。同じにしていくけれども、よく

皆さんはそこで現実はとかおっしゃるんですが、

現実もくそもないです。

現実とか現実でないというのを分けているの

は、皆さん方の脳みそですから。そうじゃないん

で、現実と皆さんがそういう時に言いたくなるの

は、感覚の世界、正確に言えば感覚であります。

外界と関わり合うものとしての感覚の世界は、全

ては違うと絶えずつぶやきますが、人間の脳みそ

は非常に大きくなりましたから、それを押しつぶ

すように、同じ同じと言ってまいります。現代社

会をご覧になってということを私が申し上げたの

は、現代社会の中で皆さん方が、どこにどれだけ

時間を使うか、すなわち感覚の世界、違う世界に

時間を使うか、同じという情報の世界に時間を使

うかと言うなら、同じという情報の世界にほとん

ど時間を使っておられるはずであります。

しかも、感覚の世界に触れて、埋没していて良

いはずの若い人が、インターネット、携帯の中に

首突っ込んでおります。インターネットの中に現

れてくるものは、全部情報です。ですから、それ

は全く変わらないものであります。動きません。「そ

んなことはない、インターネットの中身はしょっ

ちゅう更新されている。」それは、前のものを消

して、後のものを入れただけです。誰かが消して、

入れているんです。消したり入れたりしなければ、

情報というものは決して変わりません。本質的に

それ自体が変わらないからです。皆さん方はどう

かというと日々変わっております。だから、さっ

き申し上げたんです実は。皆さん方の体を作って

いる分子は、あっという間に入れ替わっていくで

しょう。インターネットの中身は、あっという間

に入れ替わっていきませんよ。誰も手を付けませ

んと、未来永劫に同じ中身が出てまいります。テ

レビのニュースは日替わりだとか言って、頑張る

人がいるんですけど、日替わりじゃないんです。

前の日、以前のニュースを全部隠してるだけです。

そうでしょう？正しくは、毎日毎日ニュースを積

み重ねていって、後に付け加えていかなきゃいけ

ないんですよ。だけど前の分を放送してると見て

る人は怒りますから、それを決して出さないだけ

です。ところが昨日のニュースは変わったかとい

うと、全く変わっておりません。昨日の皆さんは

どこにもおられませんよ。しかし、昨日のテレビ

ニュースは、ビデオを見れば、何度も見ることが

できます。

若い人がインターネットの世界や携帯の世界に

頭を突っ込んじゃったと言いましたが、それは違

う世界には触れていないということです。何で若

い人は問題なんだよ？赤ん坊を考えて下さい。赤

ん坊は実は言葉が使えません。赤ん坊は、実は違

いの世界、絶対音感の世界から大人の世界に入っ

てまいります。それが教育です。しかし、皆さん

方は、まさか自分の子供が、私より音痴でないと

思っていないでしょう？音痴なんですよ。だって、

明らかに子供は言葉ができませんからね、まず。

子供が必死で習っていかなきゃいけないのは、お

父さんが猫と言っても、お母さんが猫と言っても、

あんなに違う声を出してんのに。それは同じ猫

だってことを理解することです。

ですからそれは、ある意味では高級なんですけ

ど、ある意味では何が壊れるかと言いますと、
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「ナディアという少女」っていう本がありまして、

ナディアっていうのは自閉症でございまして、５

歳の時に見事なデッサンの絵を描いております。

そのデッサンをお見せしたいんですけど、レオナ

ルドが描いた馬のデッサンによく似ておりまし

て。とても素人、子供が描いたデッサンとは思え

ませんが、見事なデッサンを描きます。それで、

自閉症のナディアを両親と教師が一生懸命治療い

たしまして、普通に戻します。当然のことですが、

馬が描けなくなります。その理由がお解りでしょ

うか？私どもが馬といって理解するものは、黒い

馬、白い馬、青い馬、何でもいいんですけど、あ

りとあらゆる馬です。子馬、大きな馬。そういう

ものが馬として一言で理解できるということは、

即ち、特定の馬が解らなくなる、ということであ

ります。見えなくなるということであります。

よく私、申し上げるんですが、10年前まで東大

の医学部で教えておりまして、もうこんな学生、

教えてらんねぇと思って辞めちゃったんですけ

ど、それだけが理由じゃないですけど、一番私の

印象に残って、いつも申し上げるのはですね、骨

の試験、骨学というのがありましてね。学生に骨

を観察させて、一週間二週間。そして口頭試問で

私が、医学部の試験は伝統的に、口頭試問で私が

卒業試験も私が口頭で受けておりましたから、自

分が辞めるまで試験は口頭でやっておりました。

口頭試問ですから学生を呼んでですね、もうめん

どくさいですから、問題考えるのいちいち。もう

簡単にして、机の上に頭の骨、しゃれこうべです

な、２個乗っけて、古い方のと新しい方のと、見

たら誰でも違いがはっきりするようにして、学生

を呼んで、違いを言ってごらんと一言です。天下

の秀才でしょう、東大の医学部。これ以上の秀才

はないって人たちですよ。それに順繰り聞いてい

きます。ある学生が入ってきまして、二つの骨を

じーっと見て考えました。１分か２分考えており

ました、黙って。それで私はじっと辛抱して、ど

んな立派な答えが返ってくるか待っておりまし

た。しばらくしてその学生がおずおずと「先生、

こっちの方が大きいです」と一言いいました。皆

さん方、ご自分のご子弟をどういうふうに教育さ

れておられるか知りませんが、この世界が全くご

ざいませんな。あの頭の骨みたいな複雑なものを

２個見せて、出てくる言葉が「こっちが大きいで

す」という言葉です。感覚はほとんどゼロに変

わっております。

さっき申し上げました、感覚でとらえますと全

ては違います。今、皆さん方が、ひょっとすると

私を見ておられると思いますが、皆さん方が見て

いる私の角度は全部違います。従って、私の像は、

一人ひとりここにおられる皆さん方の中で、全部

食い違ってるはずです。それを皆さん方は要する

に、あいつじゃねぇか、と一言で養老じゃねぇか

と同じにしてしまいます。我々は決して物事を同

じように見ることはできないんです。しかし、そ

の確信は無いどころか、価値がないですね。もう

今やそういった違いは。何故か、何故それが解る

かと言うと、皆さん方は、若い人は個性と言いま

すからな。個性って何かっていうと、感覚の世界

で捉えた人間であって、さっき言いました、水の

分子を同じと見るか、違うと見るか、見る方なん

だと。人間も全く同じです。それぞれの人に個性

が備わっているんではなくて、それをどう見るか

で決まるんです。そんなことは当たり前ですが、

若い人、今どう思ってるかと言うと、私にどうい

う個性があるかってことを心配しております。そ

れは、そうでしょう？だから自分探しになるんで、

そんなもの自分の中で探したって意味がないとい

うことは年寄りはみんな解ってるの。何故ならば、

自分が違うか違わないか、“見方”なんですから。

だからその時に若い人そのものに、骨の違い、こ

の２つの頭の骨の違いを言ってごらんって言う

と、こっちのほうが大きいですとしか言えないん

です。ものすごく感覚の世界が痩せてしまったん

ですよ。それで私は、皆さん方大勢お集まりに
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なって、何をお考えになるか知りませんけど、こ

の世界を同じにする方向だけは勘弁して欲しいな

と、実は思ってるんですね。それを個性とか何と

か言ってるんで、それを一人ひとりの人に違いを

付けていこうとするのは間違いであって、そう

じゃないんで、こうやって見た瞬間に、如何に違

う人がいっぱいいるかってことは、私はよく解っ

ているんです。

私は職業柄、解剖でございましたから、人間を

見る時洋服なんか見ておりません。私の着ている

服は基本的に女房が選ぶんでありまして、私は何

の関係もない。私はこうやって皆さんを見ている

時は、顔を見ているのと、あと要するに、体です。

出ている部分を見てるんで、顔型しか見てません。

こうやって顔を見て何を思ってるのかというと、

自分の中の引き出しに順繰り収めているだけであ

りまして、あの方は、あの部屋は揚子江の北とか

ですね、あの部屋は揚子江の南とかですね、あれ

はどっちかというとフィリピンとか、こうやって

色んな引き出しがあって、遠くの方にはゴリラと

かチンパンジーとかあるんです。そこを適当に彷

徨っている。だから何が言いたいかっていうと、

それだけ違うということです。よくもこれだけ色

んな顔があるもんじゃと思っております。つまり、

それが個性であります。それを皆さん若い人は、

自分についたものというふうに錯覚をおこす。自

分について、そんなことは当たり前ですけど、そ

んなものがどこが違うんだってこと、言ったって

しょうがない訳で、何故ならば、違いを言いたて

ているのは、感覚、他人の見る目だからです。自

分でそんなこと言ったって、しょうがないじゃな

いですか、私は人と違う、そんなことは当たり前

です。人と違うどころか、見ようによっては全て

の人は、お互いに違うんですから。

その違う世界をどんどん消していっているのが、

いわゆる文明と称する世界でありまして、これは、

情報の世界であります。何故なら情報というのは

変わらない。変わらないということは、同じだと

いうことです。そうでしょう？だから何が起こっ

てるかというと、現代社会の人は、すっかり自分

を、同じ私と信じるようになります。これは加速

している要因が一杯あると思いますが、基本的に

同じ私というのは、ここに属するわけですね。そ

うでしょう？変わらない同じ私なんですから。そ

んな、いくらお前がそんな屁理屈言ったって、自

分は自分で変わる訳がないだろうと。結構ですよ、

そう思っておられるのは。ただし、そう思う時の

自分に、実態をつけないで下さい。私は変わらな

いって言ってるだけですから。それは何て言って

るのかって、“同じ”と言ってるってことです。

同じというのは、人間の意識の強い働きだと申

し上げました。従って、人間の意識は絶えず途切

れます。お解りですよね。学生を教えておって、

私は意識の研究をやろうと思って、一番参考に

なったのは、大学の学生さんでありまして、もう、

絶えず意識が切れておりますから。どういう時に

意識が戻って、どういう時に意識が切れるかだけ

は、よく解っております。ところが、その意識が

戻ってきた時に、皆さんどうお考えになります？

普通の人は、私が戻ってきたというふうに感じま

す。それは言葉に騙されております。そうでしょ

う？その私とは何だって考えると、よく解んない。

はっきり解っているのは、目が覚めた時に、私は

誰でしょうと思うことは無いってことです。私は

誰でしょうと思うことはないってことは、どうい

うことかというと、何と、“同じ”という働きが

返ってくるんじゃないですか？目が覚めると。

「同じという働きが返ってくる」、非常に言いにく

いじゃないですか、「同じという働きが返ってく

る」なんて。言いにくいから、「私が返ってくる」

と言うんです。そうすると、私は同じもんだと錯

覚起こしちゃうんです。

その錯覚で徹底的に生きてるのが、キリスト

教・イスラム教・ユダヤ教の世界ですよ。だから、

それを自我と言います。でまた、こういった宗教

では、不滅の霊魂、霊魂の不滅というのを前提に

いたします。これは世界の最後、最後の審判。大



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.1 21

天使がラッパを吹き鳴らすと全ての死者が墓から

蘇って、主の前で裁きを受けて、お前は天国、お

前は地獄と振り分けられて、その後は永遠の極楽

か、永遠の地獄でもいいかな、に入ります。

私は中学高校でカトリックの学校に行ってまし

たから、そういうことは習って知っております。

しかしその時に、どうしても私自身が、中学生の

私が解らなかったことがある。何かと言いますと、

最後の審判で大天使がラッパを吹き鳴らした時、

今日からですね、私がアルツハイマーを発病して、

３年後に完全にボケて死んだとしますと、大天使

がラッパを吹き鳴らした時に、墓から蘇って、神

の前に出るのは、今の私かアルツハイマーの私

かっていうことであったんです。それは皆さんも

よくお考えになった方がいいんで、不滅の霊魂っ

ていうのは、生きてきた自分の全てを含んだもの

が変わらずに、永遠に続くという考え、これこそ

が、そこで黒色で書いた概念の世界の頂点にある

考え方であります。それで、西洋人はこの世界を

徹底的に作って、それを中世と呼んだんですが、

まあそんな話をすると長くなりますから、もう時

間がないからいたしませんけど、ひょっとして皆

さん方、西洋の中世をもういっぺん作ってんじゃ

ねぇかって気がしてしょうがないんですけど、

私今。

日本の現状を考えてみて下さい。若い人、少子

化、子供が生まれなくなって若い人が結婚しなく

なった。私、もう一つ前から気が付いているんで

すが、10年、20年前から虫がどんどんいなくなっ

ています。虫がどんどんいなくなってくる世界で、

人間だけがどんどん増えるはずはないんですよ。

生物学的に異常な状況を皆さんが作っているに違

いないんです。こういう状況では生き物は増えた

がらないんです。そんなの解りきっている。前か

ら言っている。虫が減るようなとこで、人間が増

える訳はないだろうと。一言言ってんですね。同

じ生きものですからね、人間も虫も。そこんとこ

ろで、同じというふうに考えるべきであって。そ

れを若い人は何で知っているかというと、５人と

か７人とかが集まって、インターネットで相談し

て煉炭でやって自殺してます。煉炭がわかりませ

んな、色んな方法があると思うんですが。薬剤師

会に相談すればですね。何で煉炭なんだっていう

のが良くわかんない。だいたいもう、私「死の

壁」っていうの書きましたけど、人間の死亡率が

100％ですから、大丈夫、お前が死ぬのは保証す

るからと私言うんですけど、それでも先を急ぐ。

それは、生きててつまんない。そうですね。つま

んない世界の代表が、私はこちらに書いた黒い世

界だと思っております。赤く書いた感覚の世界は

面白いですな。全部違うんですから。但しそれを

人に伝えようとすると、えらい大変です。当たり

前で、違うことをどうやって人に伝えりゃいいん

ですか。同じにしなきゃ伝えられませんから。そ

れを一生懸命同じにしていって、極めて特殊なも

のを一般的に作りかえて、情報化して説明できま

すと、それを想像、クリエイションと人間は呼び

ます。

今はクリエイティブなことは一切ありません。

黒の世界の中で、出来上がった同じ情報を運転い

たしますので。これを情報処理と呼びます。ゴミ

処理と同じですな、処理という。皆さん方の人生

が、ほとんど情報処理に変わっていくと、自然に

皆さん方は不幸になってまいります。そんなこと

は当たり前で、人間はもともと自然、すなわち感

覚の世界からでてきているからで、そこへ戻るの

がしばしば、それだけで暮らせと言っているの

ではないですよ、それだけで暮らすと猿になり、

猫になります。それと人間の間を往復するのが健

康な暮らしというもんだろうと。

それで私は最初に薬学とは難しいと申し上げた

のは、典型的に薬学というのはその生きている絶

えず変わっていくものと、科学という、絶えずも

のを同じにしてしまうという力の丁度ど真ん中に

いる。それを極端な方は、こっちの方に入ってし

まうでしょうし、今の医療はもうこっちへすっぽ

り入っちゃいました。はっきり申し上げて。

だから患者さんは今どうなっているかという

と、全て検査の結果として把握されております。



2006 Vol.31  No.1　広島県薬剤師会誌22

検査の結果というのは、何度も申し上げますが、

情報です。そうでしょう？

今日、私が病院へ行って検査いたしますと、一

週間後には綺麗に検査の結果が出ると思います。

但し、今日から３日目に私が死んで、４日目に女

房が私を火葬しますと、実際の検査の結果はやら

なくても解ってます。全てゼロであります。しか

し、病院は律儀に、一週間後にちゃんと数字を出

してくる。そしてお医者さんは何と言うかという

と、検査の結果は客観的で確実だと言います。ど

うしてそれが確実かと言うと、一週間前のことは、

今さら手のつけようがありませんから、確実に違

いないんです。これ以上確実なことは無いと言っ

てもいいんですよ。情報をベースにして生きてお

られると、必ず人生が手遅れになってまいります。

情報というのは“同じ”変わらないんですから、

常に過去になっていくはず。産生した瞬間から過

去になるのが情報です。ですから、ＮＨＫのニュー

スは、絶えず毎日日替わりです。変えなきゃなら

ないという脅迫観念を持たざるを得ないんです

よ、なぜなら、動いてる世界を止めているからで

す。じゃあ、お前動いちゃったろ？と言われたら、

そうですと言うしかないから。また大急ぎで次の

日のニュースをつくるんですよ。

私が申し上げたいのは、ぼちぼちそういう生活

は止めないと、子供が減る一方ですよって。訳が

わかんねぇよと言うかも知れませんけど、お考え

になったら、どっかで解るはずです。こんなこと

やってて、暮らせるわけねぇだろうがと、こっち

は思っております。まあ、日本で一番良くできる

学生が、「こっちの方が大きいです」くらいです

からねぇ。もう、これは猿に笑われるという世界

ですな。少なくとも、３日前のサンマと今日のサ

ンマの区別が猫にはちゃんと付いているんですか

ら、皆さん方、それの区別どころの騒ぎじゃない

人、大量に生産しているなぁという気がいたしま

す。そうなったらもはや、これ両方があって成り

立つんですから人生は。それを、薬学の世界とい

うか、薬剤の世界でそのバランスを上手にとって

いただくというのは、それぞれの方にお考え頂く

しかないんですが、これ、難しいと思えば難しい

し、簡単と思えば、こんな簡単なことないんで

すね。

漢方、昔から言いますけど、人に合わせて処方

する。人に合わせるってそういうことですね。な

ぜなら一人ひとり違うんですから。顔を見て薬を

決めたら、そんな非科学的なと言われるに決まっ

ています。昔の医者は顔を見て何かやってました

な。顔を見て砂糖出しといたっていいわけで。そ

うでしょう？そのぶんで金とったっていいんです

よ。システムってのは、それをきちんと、これこ

れこういうもんをやらなきゃ、金をとっちゃダ

メってこと、決めるとこですね。そうじゃない所

を、インチキだとか詐欺だとか言っていますけど、

人間、詐欺無しで生きていける動物かってことは、

もう一度よくお考えいただいた方がいい。そもそ

も薬っていうのは、そういう意味で成り立ってい

る商売ですから。本当に効くかどうかは、私は保

証しません。私は普通薬を飲みませんから。申し

訳ないんですけど。っていうところで、まあ、話

を切っちゃぁ申し訳ないんですけども、時間でご

ざいますので、この辺でお許しいただきたい。

どうも、ご静聴ありがとうございました。

養老　孟司（ようろう　たけし）氏
1937（昭和12）年神奈川県鎌倉市生まれ。'62

年東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。

'95年東京大学医学部教授を退官し、現在東京大

学名誉教授。著書に『唯脳論』『人間科学』『バカ

の壁』など、専門の解剖学、科学哲学から社会時

評まで多数。
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日　時：平成17年10月16日（日）

場　所：三次市

10月16日（日）、「地域医療の確保―医師不足等
による基幹病院の危機―」をテ－マとした標記研
修会が三次市に於いて開催されました。開会挨拶
の後、「備北地域遠隔医療支援システムについて」
と題して庄原赤十字病院の廣畑泰三先生による基
調講演がありました。このシステムは地域医療の
充実のために各診療所と地域基幹病院をパソコン
のネットワークで結び、医療情報として放射線画
像情報の参照とか患者紹介を行っているという。
問題は僻地ゆえの情報インフラの不備で光回線は
旧三次市内に限られ、ADSL対応エリアもほんの
一部である。今後の展望として介護、福祉も含め
た電子カルテを導入し、医療情報の共有化を図っ
ていく必要があるということであった。そのため
には地域の情報インフラの整備、ＩＴ化、コスト
等の解決しなければならない課題があった。
昼食をはさんで午後からは「医師不足による地
域医療の実態と医師確保への対策」と題してシン
ポジウムが開催されました。５人のシンポジスト
による講演の後パネルディスカッションが開催さ
れました。医師不足は平成16年度からの新医師臨
床研修制度により全国的に発生し、研修医の多く
は都市部に偏在するようになった。又その結果大
学病院においても医師の派遣が難しく、逆に派遣
している医師を大学に引き上げるケースもあると
いう。中山間地の県北地方（県北３市、安芸太田
町、北広島町＜対広島県に占める：人口６％、面
積42％＞）においても、実態調査では量的にも質
的にも医師不足であるとされている。シンポジウ
ムの中で市民代表の女性の方から“庄原市内の基
幹病院から産婦人科が無くなって（現在、週１回
診療日）、妊婦として妊娠、出産に対して不安を
感じ通院にも大変困っている”と提言がありま
した。
医師確保への対策として①ドクタープール機能
の拡充：県病院の地域医療支援センターに自治医

大以外の医師も参加させ、常時、地域へ医師を派
遣する。②奨学金制度の運営：中山間地への勤務
医に対して奨学金を免除する。③入学制度の要
望：地域医療を志す学生の優先的な入学制度の創
設。④専門医不足の解消：各学会の適正専門医数
の提案。不足する専門分野に対し診療加算や待遇
改善を図る。大学の「僻地医療専門履修コース」
の設定等々が挙げられた。中山間地における医師
不足は深刻であり、早急な改善が必要であるとい
うことであった。最後に交流会があり前田県薬会
長から「薬学教育が６年制に決まったこと。薬科
大学の増設により薬剤師数は充足に向かうこと」
の報告がありました。充足の後に何が来るのか？、
少し心配です。
余談ですが、当日朝から話題もちきりの松茸は、
今年の三次地方は松茸の生育には天候が悪く、
従って松茸は一かけらも弁当や料理に入っていま
せんでした。来年度の圏域地対協研修会は広島市
で開催されます。

平成17年度圏域地対協研修会

三次支部 中本　明春
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日　時：平成17年10月18日（火）

場　所：広島県歯科医師会館

５月31日世界禁煙デーに合わせて広島県歯科医
師会は「禁煙宣言」をしました。
その内容は、

１．我々歯科医師は、歯科医療関係者の禁煙
を推進します。

２．我々の歯科医療機関内では、禁煙とし患
者の受動喫煙を防止します。

３．すべての歯科医療機関で、禁煙を希望す
る人に禁煙支援ができるよう積極的に協
力します。

４．我々の開催する会議・学会・研修会等
は、会場内を禁煙とします。

５．受動喫煙を防止するために、あらゆる場
所でのタバコ対策を提言します。

６．我々は禁煙を推進するために、国や地方
公共団体・関係各方面への働きかけを行
います。

以上です。

17年度最初の会議は、委員長で広大大学院医歯
薬学総合研究科教授の烏帽子田彰先生の進行でい
つものように進んでいきました。内容は、「禁煙
支援指導歯科医へのアンケート」の集計結果につ
いて、平成15年11月～16年３月まで東広島市にお
いて実施されたモデル事業の調査についておもに
行われました。
「禁煙指導歯科医へのアンケート」では、実際

に歯科医が患者に禁煙指導を行った結果が報告さ
れました。

＊指導した患者は禁煙できましたか？という問い
には …………………………80％が禁煙できた。
＊指導した患者の反応は？という問いには

……………………………90％が満足した。

＊歯科治療やその予後に、禁煙指導の効果が認め
られた症例はあるか？

…………………55％が効果が認められた。
＊禁煙指導を行うことの問題点、困難な点はど
れか？
禁煙指導を希望する患者がいない………25％
保険診療報酬に設定がない………………20％
禁煙指導を行う時間がない………………10％

などでした。
来年４月から医科での禁煙指導は、診療報酬の
対象となりました。
喫煙は「病気」となったわけです。
病人ならいたわってあげなくてはなりません。

寒風吹きすさぶ中喫煙所までいく途中、心筋梗塞
で倒れる…なんてことの無いように、タバコが吸
いたくなったら、病状が現れたということで私達
は、灰皿をやさしくさしのべてあげるのでしょ
うか？
禁煙が間違った方向へ行くことは誰も望んでい
ません。
海外では、薬局での禁煙指導が主流となってい
る国があるとか…。
禁煙指導は、まさしく薬局で行われるものと信
じていますが、指導料の保険適応に関しては、日
薬の委員会で、思案中と聞いています。
フィーがつく・つかないに関わらず、薬局での
禁煙指導は当然のこととして、会員の皆様に育て
ていただけることと確信しています。

広島県歯科衛生連絡協議会第1回禁煙支援推進協議会

常務理事 増田　和彦
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日　時：平成17年10月22日（土）

場　所：東京・タイム24ビル

去る10月22日に東京で開催された、社会保険指
導者研修会に豊見　雅文副会長と、参加してきま
した。
中西日薬会長の、挨拶に始まり、行政として赤
川治郎医療課薬剤管理官による「最近の保険行政
の動向について」、中井清人医療課課長補佐によ
る「社会保険診療報酬改定等に係る最近の議論の
状況について」、木内司医療指導監査室特別医療
指導監査官による「最近の指導監査の状況につい
て」の説明があった。
内容は、時期が10月22日という医療制度改革の

答申前の時期で、確定していない内容で、まだ、
試案と言う段階の説明で資料の読み上げに終始
した。
三位一体の改革骨太の方針2005と、改訂後、政
策目標の実施状況を踏まえ診療報酬等の検証・実
績の評価を行うことを強調した。試案に基づく説

明では、政治的に現在議論されている高齢者負担
の見直し、我々に関係するところの調剤報酬に関
しては、情報提供や服薬指導に関する評価の適正
化、薬剤に係る給付の見直しは後発品の使用促進、
先発品の薬価算定ルールの導入等による先発品に
対する保険給付のあり方、混合診療の未承認医薬
品、先進技術等について、一定のルールの下に保
険診療と保険外の診療を認めたが、さらに現行の
特定療養費制度を「保険導入検討医療」と「患者
選択同意医療」に再構成すると読み上げた。指導
監査については、県薬会誌に掲載されているので
ご参照下さい。
時期が答申前だったことで、行政の説明は資料
の読み上げに終始し資料等も事前に日薬等から出
ていた物と大差なく、10月19日付の試案が出てい
たが、試案と言うことで若干消化不良という感じ
で帰ってきました。

平成17年度社会保険指導者研修会

常務理事 田口　勝英
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日　時：平成17年10月23日（日）

場　所：広島県民文化センターふくやま

標記の日程で「認定基準薬局新規及び更新、新
規保険薬局指定申請薬局との共同研修会」が、県
民文化センターふくやまで開催されました。
この研修会は、今年６月12日にエソールで開催

された西部地区に続き東部地区の研修で、新規保
険薬局指定申請時と認定基準の共同研修、今年度
３回目は平成18年２月19日西部地区の開催予定に
なっています。平成17年度より認定基準の新規申
請及び更新の際には必要な要件となりますので、
年３回のどこかの研修を受ける必要がありますの
で、よろしくお願いします。
広島県薬剤師会会長前田泰則先生の開会挨拶、

平井紀美恵先生の司会で進行しました。
最初に講義①薬局業務運営ガイドライン薬事法

等について、広島県薬務室片平尚貴主任技師によ
り、なぜこのガイドラインが必要であるかの趣旨
説明、行政指導の指針、「広島県の薬局はこうあ
るべきだ」ということについて説明されました。
引き続き私が②「保険薬局調剤業務、保険請求

事務について」今回の共同研修会の目的及び基準
薬局認定基準のポイントについて説明、保険調剤、
保険薬局の指導事例を交えてお話しさせていただ
きました。

最後に豊見雅文副会長が調剤実務、保険請求事
務等の補足説明、社会保険事務局集団個別指導の
１例、クリアファイルの問題（処方せん誘導）、
看板の件については、固有名詞の入った看板の禁
止「全医療機関の処方せんを受付」等に変更すべ
きである事、休日夜間の問題（昼休みに閉局して
いること）等について指摘された。ある程度医療
を提供する場所として責任を持った態度が薬局に
求められてくるであろう等、今後の薬局のあるべ
き姿を説明されました。
閉会の挨拶では、平井副会長が「ガイドライン
の根幹、行政指導の指針、保険薬局、保険薬剤師、
薬剤師会も含めて私たちが目指す薬局のあるべき
姿が明記されている。これを十分認識し何かにぶ
つかった時にこの事を思い出し、良い解決策につ
なげれば、又第38回学術大会において、薬剤師大
改革を掲げていましたが、実際医薬分業の精神を
理解し、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等
の関係法規を守って今日の研修会の事を常に頭に
おいて業務をし、これからも薬剤師会の組織人と
して頑張っていただけたら」と締めくくられま
した。

認定基準薬局新規申請及び更新薬局、
保険薬局指定申請薬局との共同研修会

常務理事 宗　　文彦
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（福山支部）日　時：平成17年11月2日（水）

場　所：福山市医師会館

（三次支部）日　時：平成17年11月9日（水）

場　所：市立三次中央病院

（安芸支部）日　時：平成17年11月19日（土）

場　所：安芸地区医師会館

鳥インフルエンザについては、その拡大が見ら

れる状況にあり、突然変異によるヒトからヒトへ

感染する新型インフルエンザの発生の危険性が高

まっている。

事前対策企画においては、６段階に分けられて

いる。

フェーズ１、フェーズ２（トリ－トリ）

ヒトへの感染が見られない。

フェーズ３、（トリ－ヒト）

ヒト－ヒト感染による拡大は見られない。

フェーズ４、フェーズ５（ヒト－ヒト）

限定された集団（クラスター）内の発生に

止まっている。

フェーズ５（パンデミック）

ヒト社会の中で感染が増加し、持続して

いる。

行動計画としては、フェーズ３Ａ海外渡航者に

対する注意喚起、発生防止対策および、感染防御

への支援、また、リン酸オセルタミビル（タミフ

ル）の確保の量を決定し備蓄を開始すること、さ

らに、国内非発生の場合、通常のインフルエンザ

患者には、原則として抗インフルエンザウイルス

薬の使用を控えるようにする。

以上が厚生労働省の指導でした。

我々薬局としては、主に関心事は、タミフルの

こととなるでしょうが、メーカーによれば、

1,500万人相当の量を確保しているそうです。投

与量も３日分から５日になりましたので気にはな

りますが、ただ、1,500万人分が現在あるわけで

はないので、余分な備蓄を早くからしないで欲し

いとのことでした。

何よりも、流行がなければ、と願うばかりであ

ります。私たちももちろんですが、患者さんの予

防を促していかなければならないと思います。

「新型インフルエンザ対策行動計画の概要について」講習会

常務理事　野間　　都
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日　時：平成17年11月5日（土）15：30～17：30

場　所：アークホテル岡山

参加者：岡山大学・就実大学薬学生・大学関係者・中国五県薬剤師会関係者

コーディネーター：高木秀彦（岡山市薬剤師会会長）

パネリスト：藤井　基之（参議院議員　薬剤師）

川崎　博己（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

江川　　孝（就実大学薬学部　医療薬学科講師）

加藤　章則（ひかり薬局駅前店薬剤師）

名和　秀起（岡山大学医学部附属病院）

（社）岡山県薬剤師会主催のシンポジウムが約
150名の参加者のもと開催されました。シンポジ
ウムは各パネリストがそれぞれの立場で現状の説
明をされました。次にあらかじめ学生からのアン
ケートによる質問が用意されていて、座長が読み
上げ該当するパネリストが答えるという形式で進
められましたが、いずれも薬学教育六年制と医療
保険の大改革が実施されることを受けて「我々薬
剤師、薬局がどう変わるのか？」「どう変わらね
ばならないのか？」についての内容が殆どでした。
対象者が学生である為、現場の把握が不充分で

あることは否めず“それも仕方ないな…”との感
を強くしました。
総合的にまとめますと、以下のようになるかと

思います。
今回のキーワードは
①少子化が進み、高齢者の数が急増
②増大する社会保障費の国民負担
③身の丈に合った社会保障給付

①について
・人口減少の世紀………2050年には１億人を切る
・生まれてくる子供は…2050年には67万人
・2050年には２人に１人が高齢者
・働き手の激減
（結論）高齢社会を社会的にも経済的にも活力あ

るものとし、人口減少社会に見合う制度・
体制をどう作っていくか

②について
・社会保障制度は四つ―年金・医療・介護・福祉

・国民負担率―35.5％（2004年）
・国民医療費は増え続ける（老人医療費は若い人
の５倍）
2025年　約65兆円―このうち７割が老人医療費

（結論）高福祉高負担か低福祉低負担か…国民の
選択

③について
・大前提は新しい制度も「社会保険方式」による
診療報酬・調剤報酬の見直し
・保険者の統合・再編→一元化
座長の高木岡山市薬剤師会長は次のようにまと
められました。
「平成18年度から薬剤師養成教育が六年制とな
る。これを機会に改めて、薬業界、教育関係者が
「薬剤師とは何か」を問い直さなければならない。
医療制度・医薬品販売制度の改革は確実に進めら
れる。我々は基本理念のもと、考え、団結し、薬
剤師議員を国会へ送ることも職能を全うする為に
は必要なことである」と。

「あなた（薬剤師）はどう変わる」シンポジウム

副会長 平井　紀美恵
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日　時：平成17年11月5日（土）

場　所：アークホテル岡山

11月５日、岡山で開催された薬局実務実習受入
に関する中国・四国地区ブロック会議に出席しま
した。
この会議は、日本薬剤師会の実務実習の受入体
制施策を説明するために開催され、全国８ブロッ
クを夏から巡回し各ブロックの状況把握が行われ
ています。中国・四国ブロックは今年広島で日薬
学術大会があった為開催が遅れ全国で一回目の最
後の開催となりました。
会議は、児玉孝日薬担当副会長の受入体制の説
明と、実務実習に関する特別委員会による薬学教
育関係教材説明、各県薬剤師会の状況説明、協議
で行われました。
児玉副会長より、今年度の入試から６年制がス
タートし４年後には長期実務実習の調整が始ま
る。モデルコアカリキュラムにおける薬局実習部
分の基本的考え方は、①調剤室内における業務②
カウンターを通しての全ての医薬品の供給と管理
③生活用品の薬剤師の視点からの供給④薬局店舗
外における地域医療・保健・福祉と薬剤師の関わ
り、を中心として作成されている、大学の設置基
準で186単位以上、うち20単位以上は実務実習に
より修得することとなった旨、新６者懇、実習期
間が2.5ヶ月になった旨の説明があった。４年制
薬剤師会認定指導薬剤師・実習生受入薬局の認定
事業の終了と今後の取り扱いと、６年制認定指導
薬剤師の養成についての説明があった。６年制認
定指導薬剤師の認定には認定実務実習指導薬剤師
養成研修会として２日間のワークショップ形式及
び５項目の講習会形式の受講が必修となってい
る、今年度から各ブロックで順次ＷＳが開催され
ていると説明があった。最後に、早期体験実習
（アーリーイクスポージャー）１日程度の見学実
習が６年制１年次（18年度から始まります）に必
須で行われるので協力の要請があった。
吉富博則中国・四国地区調整機構委員長から中

四国の現状報告があった。
特別委員会の出石委員から４年制指導薬剤師の
更新要件の「薬局薬剤師のための薬学生実務実習
指導の手引き－2005」について、４年制の実務実
習実習書に準じて作成されている旨、指導薬剤師
は必ず購入してほしいとの説明があった。
特別委員会の宮内委員より実務実習導入講義用
教材（パワーポイント）について、導入講義用に
特別委員会で作成したのでご利用下さいとの説明
があった。
各県薬の現状報告があり、広島県として今後６
年制に向けて薬学部の定員が現状で３大学400名
（今後増える可能性がある）ありそれに対応する
ため指導薬剤師の養成を進めていく旨の報告をし
た。その後、協議となり、指導薬剤師・受入薬局
の養成、２月のＷＳについてと今後の開催、現在
開局として中四国ブロックで１人しか居ないタス
クフォースを早急に養成しブロック独自でＷＳを
開催するための要望と協議があった。
現在、中国四国ブロックで確定しているだけで
９大学約1200名の６年制薬学生が生まれ、これに
対応するためには指導薬剤師が約600名以上必要
になると日薬では試算しています。同様に受入施
設も必要となります。未来の薬剤師のため皆様の
ご理解とご協力を頂きますようお願いいたします。

薬局実務実習に関するブロック会議

常務理事 田口　勝英

昭和31年、医薬分業啓発ポスター
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日　時：平成17年11月12日（土）・13日（日）

場　所：松山市

第44回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国四国
支部学術大会が平成17年11月12日・13日に松山市
総合コミュニティーセンター等で開催された。参
加者は約1,000名、演題数は301題であった。新規
に薬系大学、学部が増加していることもあり、規
模は年々拡大している印象である。来年度は広島
で当学会が開催される予定であり、演題発表を聴
講することのみならず会の運営・会場の配置など
を視察した。これにより来年の開催に向けての準
備がスタートしたことも実感した。特に今年度よ
りＰＣによるプレゼンテーションを導入したた
め、何らかのトラブルが懸念されたが、滞りなく
進行できたようであった。
さて、薬学部（薬科大学）では来年度よりいよ

いよ６年制教育が開始されるが、長期実務実習は
平成22年より行われる予定である。しかし、まだ
時間があるようでないというのが現状で、恐らく
参加者の多くにおいてはこの教育に関する問題が
最も関心のある項目の一つであると思われる。今
回、長期実務実習開始に向けた取り組みについて
のシンポジウムと実習スケジュール作成について
のワークショップが企画され、これらについて報
告する。

シンポジウム

シンポジウムでは、実務実習モデルコアカリ
キュラムに沿った実習が果たして全ての施設で
実現可能なのかという点に焦点があてられたもの
であった。まず、大学では実務実習事前学習を実
践することの重要性が指摘されていた。各施設で
の実習が開始される前に実務に関する知識・技術
の程度が不十分であると長期実習と言えどもその
中身は非常に盛り沢山であり時間的な制約が考え
られる。したがって、事前学習は当然大学側の責
任においてしっかりやって頂きたいと感じた。ま
た、数施設で実施された小規模実習トライアルに

ついての報告があり、やはり実習受け入れ予定の
施設は一度は試行し、実習をするにあたっての問
題点を見出しておくことが非常に重要であるとの
ことであった。最後の報告では学生に均一な実習
内容を提供するための案として、複数施設で実習
を行いコアカリキュラム全般について網羅しよう
というもの（グループ実習）が提唱されているが、
非常に具体的で効率的なアイデアと考えられるも
のの、特に地方では各施設へのアクセスに問題が
あるということで実現にはさらに検討が必要とい
うものであった。

ワークショップ

今回のワークショップではコアカリキュラムの
時間割に沿った形で各実習項目を実習期間内で割
り振るという作業を病院、薬局それぞれ２グルー
プずつに分かれて行った。最初はイメージが湧か
ず戸惑っているようであったが、次第に各参加者
の意見が反映されたものが出来上がったようで
あった。これまで日本薬学会主催のワークショッ
プは２日間に渡り行われ、それなりに成果をあげ
ているが、今回は約３時間と時間の制約があった
ため消化不良であったという意見も聞かれた。し
かし、こういった企画に参加することでコアカリ
キュラムの本質的意義が理解でき、この理解に基
づいて各施設の実情を考慮した実習計画立案が可
能になるものと考えられる。実務実習認定薬剤師
の要件の一つとしてこういったワークショップへ
の参加があることも踏まえ、今後頻回に企画され
るであろうワークショップへ参加し、長期実務実
習実現に向けての足掛かりを作っておくことを強
く要望する。

第44回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会

広島県病院薬剤師会会長 木平　健治
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日　時：平成17年11月13日（日）10：30～15：45

場　所：松山市総合コミュニティーセンター

第44回日本薬学会・日本病院薬
剤師会中四国支部学術大会の２日
目、シンポジウムとワークショッ
プに参加してきましたので報告し
ます。シンポジウムのテーマ「薬

学部学生の長期実務実習開始に向けた取り組み」
座長は徳島文理大学の岡野善郎先生、広島大学病
院の木平健治先生の進行で行われました。
講演１では、福山大学中村明弘先生による「実
務実習モデル・コアカリキュラム実現に向けた取
り組み」について、複数大学でコアカリキュラム
検証のトライアルを実施され、評価方法と事前学
習トライアルについて紹介されました。
講演２、福山大学吉富博則先生による「実務実
習モデル・コアカリキュラム方略に基づく実習ト
ライアル」では、トライアルの全体像及び病院・
薬局実務実習中四国地区調整機構の取り組みにつ
いて示されました。ここで言う「方略」とは具体
的な実践方法のことです。
講演３、就実大学手嶋大輔先生による「長期実
務実習に向けた大学における事前実習トライア
ル」では岡山大学薬学部と就実大学薬学部で共同
実施されたトライアルについて発表されました。
講演４では、「岡山赤十字病院における実務実

習モデル・コアカリキュラムの試行」という演題
で森秀樹先生により院内で議論された問題点と対
策を紹介されました。
講演５「実務実習モデル・コアカリキュラムの
トライアルを実施して」岡山県薬剤師会会営薬局
久保和子先生が、大学側との打ち合わせ、事前実
習の参加実習のスケジュールや資料の作成等多大
な時間が必要でしたが、内容の充実したトライア
ルの実施であった事を発表されました。
講演６「グループ実習の成果と問題点～長期実

務実習に向けて～」鹿児島大学病院下堂園権洋先
生によりグループ実習４週間を２施設で受け持つ
という形で実践されています。この施設間実習内
容の格差偏在等の問題点これからの長期実務実習
に対する取り組み等を発表されました。
最後に、座長の木平先生の総評で、22年度から
長期実務実習が始まる訳ですが、薬局、病院との
連携の中で、実際に自分たちが行っている事を教
育していく事が全体のレベル向上につながりま
す。現在の４週間の実務実習は、ならし運転と考
え、現場の先生方も2.5ヶ月の実習に備えて、出
来るだけトライアルに参加していただきたいと締
めくくられました。
引き続き愛媛県薬剤師会に会場移動しワーク

ショップの参加となる訳ですが、12：30分までが
シンポジウムで12：40～スタート予定でしたが、
長引いた関係上時間的には大変厳しいタイムコン
トロールを強いられました。
その分、緊張感もあり良いワークショップの内
容であったと思います。
まず、広島大学小澤孝一郎先生（コーディネー
ター）により趣旨説明があり、第１部では「実務
実習方略のリストアップ」今回は２次元展開法と
いう縦軸に緊急度、横軸に重要度のグラフに方略
（実践方法）のリストアップを行います。
縦軸に実施時期（固定→自由）、横軸に回数

（１回→数回→くり返し）のグラフ上に実際に実
習方法をプロットしていく方法をとりました。

第44回中四薬学会シンポジウム・ワークショップ

報告Ⅰ

常務理事　宗　　文彦
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１グループ10名、ＡＢＣＤ４グループで行い、
ＡＢグループは病院実習方略、ＣＤグループは薬
局実習方略についてカテゴリーをどの時期に何回
行うかの意見を出し合い、カテゴライズし、全体
討論で発表、質疑をとる方法で行いました。実際
にはまずそれぞれのＳＤＧ会場に別れ、まずタッ
クシールに手分けして到達目標の「小見出し」
（例えば、薬局製剤、情報の提供、処方せんの監
査と疑義紹介等）を記入し用意します。まず司
会・書記・発表者を決め、自己紹介しながら食事
をとり、すぐに作業を平行して行っていきました。
初めて参加された方は緊張で食事もそこそこで、
ディスカッションに入りました。私は前半の発表
役を立候補し４分の発表に２分の質疑の予定が５
分もかかってしまいました。
第２部ではリストアップした学習方略のスケ

ジュールアップ（病院４週間、薬局２週間）１日
９：00～17：00までの10時間の時間配分を考えて
スケジュールを作成、４グループ全体の発表を行
い、同じテーマでも様々な考え方があり違った視
点で見つめる事の重要性を感じました。
最後に全員に対しての宿題（感想文）タスクの

先生方は報告書の提出する旨依頼され、最後に木
平先生のコメントで、今回のワークショップにお
いて、実際にやってみると「ああそうか」と感じ
たのではないか、地域薬剤師としてこのワーク
ショップのコンセプトを理解してがんばっていた
だけたらと締めくくられました。

平成17年11月12日（土）、13日
（日）、上記の学術大会が、松山市
で開催されました。広島県薬剤師
会代表で、シンポジウム・ワーク
ショップに参加しましたのでご報

告します。11月12日（土）福山発高速バス「キラ
ラエクスプレス」に乗車し、しまなみ街道経由で
松山市に到着しました。来島海峡大橋からの眺望
はすばらしく、瀬戸の島々の美しさを満喫した道
中でした。

～シンポジウム～「薬学部学生の長期実務実習に

向けた取り組み」

平成17年11月13日（日）10：30～12：30

大学と打ち合わせ会議を行い調整し、実習スケ
ジュールの作成、共通テキストの作成など、日常
業務に支障のないように考慮検討されていた。実
務実習モデル・コアカリキュラムに沿い２週間実
習を行った経験は、当薬局で３回ある。刻々と変
化する臨床現場で学生を適正に評価するために
は、ある程度画一的な教育システムが必要である。
施行されるまでの数年の間、トライアルを重ねな
がら修正や検討を繰り返し完成度の高いものにす
る必要があると考える。

～ワークショップ～「実務実習方略のスケジュー

ルアップ」

平成17年11月13日（日）12：35～16：00

中国・四国各県の代表者４名（病院薬剤師会２
名、県薬剤師会２名）、大学代表者8名計40名を４
グループに分割した。Ａ・Ｂは、病院薬局関係者、
Ｃ・Ｄは、保険薬局関係者で討議した。私は、Ｄ
グループ（タスク佐藤英治先生）に所属したので、
考慮・検討したことを報告する。
第１部：「実務実習方略のリストアップ」

12：50～13：50（60分）

短時間で結論を出す必要があるため、大変緊張
した。まず、各項目ごとのタックシールを作製し、
司会、書記、発表者を決定した。私の担当は、書
記だった。固定度を縦軸に頻度を横軸に取り、模
造紙にタックシールを貼付する方法で検討した
が、短時間の検討にはこの方法が最適だった。一
般的に、基礎・入門は、必須だが回数は少なく、
調剤などの実務は毎日が望ましい。例外として、
服薬指導の基礎・入門は、回数を重ねる必要があ
るということで意見が一致した。
第２部：「実務実習方略のスケジュールアップ」

14：15～15：15（60分）

薬剤師の心構えに始まり、総合実習で終了する
ことで意見が一致した。初日は、学生が極度に緊
張しているので、心構えなどを講義し薬局内を案
内するなど実習に溶け込み易い環境作りが必要
だ。午前中は、来局患者が多く業務も多忙なので
調剤業務を中心に、午後からは講義形式、服薬指
導の入門、在宅管理指導などの実習が望ましいと

報告Ⅱ

福山支部　江木　ひとみ



いうことで意見が一致した。
全体討議15：15～15：40（25分）

短時間で要領よくまとめられた参加者のレベル
の高さに、感動した。タックシールの活用も効を
奏した。今後は、大項目を中・小項目に区分けし
検討し、修正を重ねていく必要があると考える。
最後に、広島大学病院薬剤部長の木平健治先生
より総括として、学生実習を受け入れることで業
務の見直しやレベルアップに繋がるという意見が
あり、現場での積極的な受け入れを要望された。
各県、大学の代表者だけあり、密度の濃い有意義
な討論会だったと思う。
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日　時：平成17年11月15日（火）

場　所：東京・日本薬剤師会

午後５時より本特別委員会は、新しく引っ越し
した四谷の富士国保連ビルで開催されました。ビ
ルそのものは以前ご紹介しましたように年数が
経っていますが、内装を新たにしての日薬事務所
に生まれ変わっていました。それは恰も、本特別
委員会のおかれている立場によく似て、生まれ変
わらなければ今後の薬剤師業務に発展性はないと
自覚させられているような錯覚を覚えます。とも
あれ新事務所でのはじめての会議となりまして会
議終了後にささやかな事務所開きのお披露目を出
席者多数の参加で行い新しい門出を祝いました。
さて、薬剤師の業務に関する特別委員会は、本
来、ここ数年政府の規制緩和の流れから出てきて
いる医薬品をどこでも売ったらどうかという薬剤
師不要論に直結しかねない状況をいかに変える
か、まさに薬剤師にとっての正念場であったので
はないかと考えます。
況して、厚生労働省の諮問機関である「医薬品
販売制度改正検討部会」へのたたき台を作る重要
な委員会でありますので、メンバ－も大学関係・

弁護士・開局薬剤師等々と、我々薬剤師会役員が、
専門的な意見を聞かせていただきながら数回開催
されて来ました。
その中で、医薬品の成分によるリスク分類に

よって薬剤師が専用に扱える医薬品とそうでない
ものとの差別化を図りかつ、販売形態も文書によ
る情報提供を義務づけるもの、口頭によるもの
等々に区別してＯＴＣ（カウンタ－越しに患者さ
んに説明する）販売を徹底する為の方針を打ち出
した一面画期的な施策といえます。
ただし、反面今まで議論を避けてきた薬種商・
配置販売等業（なりわい）としての立場を温存す
る結果になったことに、異論を唱える人もおられ
るのではないかと懸念します。

（詳細は日薬雑誌12月号参照）

日本薬剤師会薬剤師業務に関する特別委員会

日薬ブロック理事 前田　泰則

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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日　時：平成17年11月20日（日）

場　所：広島国際会議場

今回、私には「広島ケアマネジメント学会に参
加して」のテーマが与えられていますが、現状で
はあまり興味を持たれないと思われ、新年号への
原稿であれば少しでも多くの方に読んでいただく
よう、個人的考えの部分も多いのですが表題を変
えました。またケアマネ学会なら「介護保険制度
改革」とすべきでしょうがあえて「制度改革」と
しました。いま日本中に渦巻いている「改革」の
裏面に必ず「経済」が張り付いています。経済的
インセティブの「顔」として改革が叫ばれ、対象
によってはその表裏が反転する場合もあります。
「規制緩和」は一般には「自由度が増して選択肢
の増大」イメージですが職能等には「これしか出
来ません」的規制強化となります。この第５回広
島ケアマネジメント学会はその過渡期でした。走
りながら考える制度が第１コーナーにさしにかか
り見直しを行いました。昨年が年金制度でしたか
ら18年が医療制度になります。会員各位には医療
保険制度に重心がある方が大半で目線がそちらに
向いておられるでしょうが足元を、今介護保険制
度改革を検証しておいてください。なかでも「在
宅」と「予防」を挙げたいと思います。介護保険
受給者は施設と在宅が約３：１ですが保険給付率
は逆転しています。それに対して今回の改革で施
設入所者への「食事費」の給付見直しと「住宅費」
徴収が実施されています。これは診療報酬改訂審
議途上でも「入院患者」対象に浮上しました。結
果的には沈みましたが、起稿12月現在はまさに報
酬改定案情報が各方面から飛びかいます。しかも
経済優先でスタートしますので高齢化対策におの
ずと集中していきます。2015年に向け急勾配で伸
びる高齢者率は2025年からプラトー層を呈す。働
き手を期待できない以上受益者負担を摂理なく進
めざるを得ない。医療業界全体として1000万人を
目指しての署名運動も決して報酬増を望めるもの
ではない。そこで「質」を担保しつつ経済効果を

期待するに「在宅」と「予防」が双方の保険制度
で進められていく。ここで「薬剤師大改革」の一
旦に関連意識改革が必要となる。従来保険調剤に
おける薬局、薬剤師は「医療の殿軍」を務めてい
た。一連の医療行為の結果薬剤が処方され薬物療
法として次回の医療行為が始まるまで、患者にそ
の後をゆだねていた。しかし「在宅」はある意味
「薬物療法」が終わるまでの関与が必要となる。
もちろん他職種にも同様な改革が求められてい
て、「最初から最後まで」でなく「最後から最初
まで」の関与を期され、またそれへの報酬シフト
がすすんでくる。その意識改革が必須となってい
るのが街角薬局の在宅医療、介護、介護保険対応
である。このたび「広島県介護支援専門員連絡協
議会」は「広島県介護支援専門員協会」としＮＰ
Ｏ法人化いたしました。薬剤師ケアマネ研修修了
者は500名を越えていると思われますが、介護支
援現場にその姿はありません。2015年、2025年に
向けて薬局、薬剤師の居場所を確保していく必要
がありますが、薬剤師会組織のみでは不可能です。
会員各位の「在宅での姿」を渇望いたします。も
う一点の「予防」。介護保険では「介護予防」「予
防給付」等予防が明記されてきました。医療制度
においても「アスピリン」の保険適応は予防給付
禁忌の制度をかえましたし昨今は「生活習慣病予
防」や循環器疾患、脳血管疾患ファクターとして
の「ニコチン依存症」への保険給付対象に認めて

制度改革（第5回ケアマネジメント学会）

福山支部長 村上　信行
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きました。元来「予防」はプライマリーケアの最
先端としての「薬局」業務でしたが、求められる
薬局像と求める薬局像の主客が転倒しおろそかに
なっていました。いまこの「予防」概念を導入し
なければ医療費の増大を阻止出来ない部分がある
なら、この現状を招いたのは「プライマリーケア

における薬局、薬剤師の怠慢」かもしれない。真
夜中、遠慮がちに「コツコツ」と叩かれる戸の音
に黙って起きていき、貧困ゆえに「箱買い」の出
来ない人に「小分け」していた父母を微かに思い
出します。本年も皆様にとってよいとしでありま
すよう。

チャレン
ジ！チャレン
ジ！

チャレン
ジ！

チャレン
ジ！

チャレン
ジ！

解けましたか？

介護支援専門員実務研修受講試験
（平成17年度）

介護保険制度について正しいものはどれか。３つ選べ。

１ 介護を要する状態の者に介護サービスを提供することが目的であり、要介護状態になるおそ
れがある者は対象とならない。
２　介護支援専門員の選択に基づき、市町村が利用者にあったサービスを決定する。
３ 高齢化がさらに進むと予測される中で、介護に要する費用を安定的に確保することを目的と
している。
４　保険給付の内容及び水準は、可能な限り、居宅で自立した生活を営むように配慮される。
５ 国民は、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーション等を利用し、能力
の維持向上に努めなければならない。

口腔ケアについて適切なものはどれか。３つ選べ。

１　口腔の３つの大きな機能とは、咀嚼、嚥下、発音である。
２　義歯の清掃は、歯ブラシを用いて流水で行う。
３ 歯の噛み合わせは、咀嚼だけでなく、嚥下機能や全身の筋力、姿勢の制御にまで大きく影響
している。
４ 口腔ケアは、毎食後の実施が原則であるが、どうしても１日に１回しか行えない場合には、
朝食前に行うことが望ましい。
５　口腔ケアには、誤嚥性肺炎の予防の効果は期待できない。

高齢者ケアについて適切なものはどれか。３つ選べ。

１　高齢者が自己決定したことは、いかなる場合でも尊重されるよう支援する。
２ 高齢者が自分の意思を十分に伝えられない場合には、その高齢者をよく理解している家族等
の参加を求めて、高齢者の思いを確認する方法もある。
３　高齢者ケアの最終的な目的は、ＡＤＬ等の身辺自立にとどまらず、人格的自立にある。
４ 高齢者のもっているニーズは変わることがないので、一定のサービスを提供し続けることに
より、生活の継続性を支援する必要がある。
５ 家族は高齢者を支援する社会資源であるが、居宅介護支援においては家族自身も支援される
対象となることがある。

（模範解答は公表されておりません）



2006 Vol.31  No.1　広島県薬剤師会誌36

第22回広島県薬事衛生大会を開催第22回広島県薬事衛生大会を開催
第22回広島県薬事衛生大会が、去る12月１日

（木）、エソール広島に於いて藤田広島県知事出席
のもと、薬事関係者約150名参加の中開催され、
まず主催者の前田広島県薬事衛生大会長の挨拶に
始まり、次に平成17年度薬事功労広島県知事表彰
が行われ、本会から熊谷三千男氏（広島支部）児
玉信子氏（広島支部）が受賞。次いで叙勲・褒
章・大臣表彰の受章者の披露があり、広島県知事、
広島県議会議長、広島県市長会長、広島県医師会
長からの祝辞、来賓紹介、祝電披露の後、受賞者
代表の謝辞があって第１部を終了した。
次に、第２部特別講演に移り、参議院議員藤井

基之氏により「変貌する薬事・医療制度」と題し
て講演があった。少子高齢化に伴い国民医療費が
増大、医療費適正化の為に新たに高齢者医療制度
を創設、生活習慣病の予防の徹底、平均在院日数
の短縮、診療報酬改定、混合診療への対応、後発
医薬品の使用促進、ITの活用による効率化等々の
問題に対して医療従事者として各々の立場で努力
を重ね医療の質の向上をはかれば健康産業の将来
は明かるいと述べられた。
続いて、大会宣言が強く行われ、大会は午後４
時45分に閉会した。

平 成 17 年 度 各 賞 表 彰
・褒　　章 藍 　 綬 　 褒 　 章 東 広 島 支 部 金　川　　　清

・大臣表彰 厚生労働大臣表彰 三　原　支　部 平　井　紀美恵

文部科学大臣表彰（平成16年度） 呉　　支　　部 落　海　保　雄

〃 （ 〃　　） 尾　道　支　部 小　林　国　平

〃 （ 〃　　） 広　島　支　部 得　能　敬　治

・平成17年度薬事功労者県知事表彰 広　島　支　部 熊　谷　三千男

〃 〃 児　玉　信　子

〃 安　佐　支　部 檜　井　義　彦
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例年11月に開催されてきました
薬事衛生大会と薬祖神祭は、平成
17年は12月１日に開かれました。
藤田雄山広島県知事に出席して

いただきまして、叙勲・褒章・大
臣表彰等の受章者への労いの言葉を頂戴しました。
藤井基之参議院議員には「変貌する薬事・医療
制度」で特別講演をお願いしました。
平成17年11月30日をもって社団法人広島県薬事

衛生会館は解散して、社団法人広島県薬剤師会へ
統合されました。戦前からの永い会館の歴史を想
いますと、感慨ひとしおと言わざるを得ません。
歴史的に戦争体験をしているのはどこの県も同じ
でしょうが取り分け広島県は原爆という世界的に
も稀に見る悲惨な体験をしてまいりました。
しかし、薬業界の集結した過去の歴史を今後も
引き継がせていただきながら、今後の世代への負
荷を少しでも軽減することを願っての止むを得な
い選択であったのではないかと思います。特に、
類似の社団法人広島県薬剤師会への統合は、現状
を十分把握した選択肢として後世にバトンタッチ
して行くためにも、会員諸氏のご理解とご支援を
今後もお願いして行かなければなりません。国の
施策としての規制緩和への流れは諸団体に対して
過酷な状況を生み出すとともに、存続に関わる重
大案件の一つであります。確かに無駄を省き組織
の効率的な運用は、何時の時代も大切な事と思い
ます。しかしながら、その無駄の程度は組織毎に
格差があり、ややもするとその規制緩和に対する

施策に乗じて国民・県民に必要な憲法第25条に記
載されている「すべて国民は健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を有し」国の義務としてす
べての生活部面について、社会福祉・社会保障・
公衆衛生の向上に努めなければならない」という
憲法の基本理念が覆ってしまいかねません。
薬剤師及び薬業人の一人ひとりに課せられた義
務を団体として担ってきた歴史ある社団法人広島
県薬事衛生会館も、国の義務を代行する為の公的
な事業を遂行してまいりましたが、規制緩和とい
う流れは、結果として組織的に国が責任を放棄し
ても良いシステムに近いのでこれ以上の継続的な
運営が困難になってきたわけであります。
同じ社団法人としての薬剤師会も決して論外で
はありません。
今回の統合は、止むを得ぬ選択肢と認識してい
ますが、今後、次世代あるいは次々世代以降に必
要があれば薬業界の結束がより固く結びつく施策
としての組織作りをお考えいただければと思いま
す。それまでは、（社）広島県薬剤師会がその任
を十分に果たしていきたいと願っています。
「神農本草經」という薬草を噛んで味わって薬
効を決めた本があります。くすりの原典として大
切な書物の一つです。その中に薬効を決めた神様
が神農・黄帝・岐伯・伯高・雷公・少兪・少師・

（社）広島県薬事衛生会館と薬祖神祭

旧（社）広島県薬事衛生会館理事長

現　広島県薬剤師会会長 前田　泰則
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仲文という偉い神様が居られました、実在してい
るかどうかは疑問ですが、その神様たちのトップ
が神農さんであります。その神農さんを祭ったの
が薬祖神祭であります。昔は自然に存在するもの
の中に、我々人間の健康にいかに役立つかを考え
る学問があったわけであります。様々な歴史を大
切にすることは、今の人間関係を大切にすること
と同じように思えます。歴史の道も一歩から社団
法人広島県薬事衛生会館から社団法人広島県薬剤
師会への歴史も一歩から、新しい門出を新年にお
祝いしたいと思います。

少彦名神社は大坂道修町にあり、
日本の薬祖神である少彦名命（す
くなひこのみこと）が祀られてお
り、毎年11月22・23日の２日間に
わたり神農祭が行われている。ま

た、中国の医薬の神様である神農氏（しんのうし）
もお祀りしていることから、神農さん（しんのう
さん）と親しまれている。
さて、12月１日（木）に広島県薬剤師会館（旧

広島県薬事衛生会館）４階において薬祖神大祭が
開催された。（別紙；次第）毎年、この薬祖神大
祭ではステージが神殿に様変わりし、厳かに執り
行われた。小生も以前は、組織を代表して諸先輩
と一緒に前列に座り、玉串奉奠の際には順番に神
殿に上がった。二礼二拍手一礼にしても、今では

澄ました顔で子どもに教えているが、当時は何も
わからない状況で、諸先輩方の仕草を心臓が飛び
出そうなくらい緊張した中で真似たことを思い出
していた。
ところで、神農さんといえば、「張り子の虎」

がお守りだ。（写真）これは、文政５年（1822）
に遡るが、この年に大坂で疫病（コレラ）が流行
した。この時に疫病除薬として虎の頭の骨を配合
した「虎頭殺鬼雄黄圓」（コトウサッキウオウエ
ン）という丸薬をつくり、張子の虎と一緒に神前
祈願を行い庶民に無料で施した。その効果が顕著
だったことから「張子の虎」が世に知られるよう
になったそうだ。私も毎年、この虎をいただいてい
る。そのおかげで、こうして元気に暮らしている。
続いて祝賀会が開催された。叙勲・褒章・大臣
表彰を受章された先生方の紹介と記念品の贈呈が
行われた。次に、この日、この会に先駆けてエ
ソール広島２階多目的ホールで開催された第22回
広島県薬事衛生大会で、藤田雄山広島県知事から
直接、薬事功労者県知事表彰を贈られた先生方の
紹介（参照本誌36頁）があり、祝辞・お礼の言
葉・乾杯・祝宴へと続いた。
毎年の事ではあるが、行政・医薬品卸・製薬会
社に薬剤師会各支部などからの参加があり、懐か
しい先生方にお会いでき、楽しい一時を過ごした。

薬祖神大祭式次第並びに祝賀会次第
（敬称略）

（司会）アナウンサー　玉田　陽子
斎　主　邇保姫神社　渡部　宮司
副斎主　　岡崎神社　山田　禰宜

薬祖神大祭の部

１　開式の辞

２　修祓の儀

薬祖神大祭並びに祝賀会

常務理事 谷川　正之

ffffffffffffffffffffff
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３　降神の儀

４　献　　饌

５　祝詞奏上

６　玉串奉奠（関係者の方々はご起立のうえ、ご列拝）

７　撤　　饌

８　昇神の儀

９　閉式の辞（御神酒拝戴）

祝賀会の部

１　開　会

２　叙勲・褒章・大臣表彰受章者紹介並びに記念

品贈呈

県知事表彰受賞者紹介

３　会長あいさつ 会長　前田　泰則
４　祝　辞 広島県議会議員　窪田　泰三

広島県福祉保健部衛生・
被爆者総室薬務室長　村上　行雄
広島市社会局保健部長代理

砂田　俊一
５　お礼のことば 受章者代表　寺西　一子
６　乾　杯 広島県議会議員　林　　正夫

去る10月17日（月）厚生労働省講
堂において、授賞式が行われ、出席

いたしました。
瀬戸内は晴天にもかかわらず、東京は台風20号
停滞の影響で終日、秋雨模様。
式典は、赤絨緞に金屏風、華やかな生花で整え
られた会場に、厚生官僚十数名着席の中、厳かに
とり行われました。「何も気張ることでもない」
と思いつつ臨みましたが、受賞者全員が自席で
立っておられる中、全国薬剤師の代表として私が
選ばれ、直接授与された時は、面はゆいと同時に
緊張し、「どういうこと？…」と冷汗をかきまし
た。今回の受賞に際し、皆様からお祝いの言葉を
いただき恐縮いたしております。
顧みますと、これといって大きな仕事を成し遂

げたわけではありません。
只ひたすら、課せられた仕事に取り組み、私な
りに一生懸命走ってきたことは否めません。しか
しその原動力となり、継続できたことは、周囲の
方々の暖かい御理解、お励ましやいたわり、お支
えをいただいたことに他なりません。この際、改
めて関係者の方々に心からお礼申し上げます。
今後は、これまでの来し方を反省し、再度足元
を見つめ直して今回の受賞を次なる日々への糧と
して、若い方々のお荷物にならないよう、精一杯
御奉仕出来れば幸せ！と念じながら、これからも
変わらぬお支えをいただきますようお願いいたし
ます。感謝！感謝！
長い間のお支え、誠に有難うございました。

この度、思いがけなくも薬事功労
者として県知事表彰をいただきまし

た。大変な驚きとともに身に余る光栄と心より感
謝しております。
かえりみますと、３年間の病院勤務の後開局薬
剤師として38年間地域の健康相談所として努めて
まいりました。
そして、平成10年よりは（社）広島県薬剤師会
監事及び（社）広島県薬事衛生会館監事、平成13

年より広島市学校薬剤師会理事として微力ながら
お手伝いさせていただいております。
このたびは、これに対して過大な評価をいただ
きまして名誉ある賞をいただき恐縮致しておりま
す。これはひとえに、先輩諸先生を始め多くの
方々の御指導・御支援の賜物と有難度く厚くお礼
申し上げます。
薬業界も、分業問題、医療制度改革問題、規制
改革問題など問題山積で時代の流れは急速に変化
していきますが、一薬剤師会々員として地域の人
達の健康な生活の手助けをするために、更に努力
精進していきたいと思っております。
今後とも、御指導・御鞭撻の程よろしくお願い
申し上げます。

副会長　平井　紀美恵氏

厚生労働大臣表彰

監事　児玉　信子氏

広 島 県 知 事 表 彰

ffffffffffffffffffffff
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平成17年度広島大学薬局実務実習受け入れ報告

新年明けましておめでとうござ
います。
学部生の実習ならびに臨床薬学

コース大学院生の実習に際しまし
ては、関係の諸先生方には多大な

るご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。私共か
らの連絡が遅れがちになるなど、先生方にはご迷
惑をおかけいたしたことと思いますが、お陰様で
実習を無事修了いたすことができました。これも
一重にご指導にあたられた先生方のご努力の賜と
重ねて御礼申し上げます。
小学校から現在に至るまでの教育期間を通じて

殆ど先生や親から施される側で過ごしてきた学生
達が、今回の実習を通して自分の言葉で、自らの
力で社会と接する喜び、素晴らしさ、生きがい、
そして薬剤師という仕事の大切さを、体験するこ
とができたことと思います。その成長の跡がこの
稿の学生達の“薬局実習を終えて”から読み取っ
ていただけると思います。紙面の都合上、本稿に
は２名の学部生と１名の大学院生の原稿を掲載し
ていますが、その他の学生の実習報告書、レポー
ト等にも、その成長の過程や結果が軌跡として残
され、さらに実習を終えて戻ってきた学生達その
ものとして残されています。
いよいよ本年４月より６年制の入学生が入って

参ります。広島大学では38名の６年制の薬学科と
22名の４年制の薬科学科を持ち、更に本年４月よ
り薬学部として独立することとなります。本学で
は１年間の教養教育を東広島市で行うため、新し
いカリキュラムによる実質的な専門教育が始まる
のは来年４月からとなりますが、この間にも１年
生を対象とした早期体験実習がスタートします。
そして、新しい課程での教育を受けた学生が、平
成22年の春には１ヶ月の学内事前実習の後に共用
試験を受け、平成22年５月から病院2.5ヶ月、薬
局2.5ヶ月の新しい臨床実習を行うことになります。

この共用試験は、知識の評価にはCBT（Computer
Based Test）を、診察技能・態度の評価にはOSCE
（Objective Structured Clinical Examination:客観的臨
床能力試験）を用いる全国統一試験であり、基本
的な臨床能力を修得しているかどうかを測り、免
許を持たない学部生が参加型の実習を行う事に対
する社会への説明責任として実施するものです。
また、専門教育においては病態や薬物治療に対す
る内容も著しく増え、更に前述の１ヶ月の学内事
前実習も受けていますので、現在の学生とは一味
も二味も違った学生達が実習に向かうこととなり
ます。実習の内容についても、実務実習モデル・
コアカリキュラムに到達目標と方略が規定されて
いますので、現在の実習とは趣が大きく変わりま
す。実務実習モデル・コアカリキュラムについて
は既に何度かご紹介させていただいておりますの
で、ここでは省略させていただきます。また、受
け入れ施設には、原則として２日間のワークショッ
プと３日間の講習を受けた認定指導薬剤師の配置
が義務付けられることとなります。現在、関係者
が一丸となって、その養成に励んでいますが、ま
だまだ人数的には全く足りない状況ですので、是
非多くの先生方のご参加をお願いいたします。
このように６年制における臨床実習は新しいこ
と尽くめの未体験ゾーンのものであることから、
準備のために様々なトライアルが必要となりま
す。本年度は広島南薬局のご協力を得て、まずは
大学院生による実習方略トライアルを実施しまし
た。今回は２週間の広島県薬版の学習方略を用い
ましたが、広島南薬局の並々ならぬご努力により、
概ね良好な実習を行うことが出来ました。その結
果につきましては、三浦常代先生が日薬学術大会
等でご発表されましたので、ご覧になられた先生
も多いかと思います。次のステップとしましては、
2.5ヶ月のトライアルを少しでも早く実施する必
要があります。我こそはと思われる薬局がござい
ましたら、是非ご一報下さい。飛んで参ります。
全国においても、現在OSCEトライアルやCBT

問題の作成等が鋭意行われています。当然のこと
ではありますが、新しいことを始めるためには準
備が必要です。薬局2.5ヶ月の実務実習がスター

薬局実習を終えて

広島大学大学院医歯薬学総合研究科

臨床薬学実習担当　小澤　光一郎
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私には痴呆で10年近く寝たきり
の祖母がいる。高校生だった私は、
病院で投与され続けた薬が、痴呆
になった祖母を寝たきりにしたと
考えた。誰かがもっと薬について

熟知していれば進行を遅れさせられたかもしれな
い、という気持ちから、私は薬学へ進むことを決
意した。
しかし実際に薬学部で専門科目を受講していく
うちに、次第に薬の持つ負の効果についての意識
は薄れ、次第に薬の効果を利用することばかりに
目がいくようになっていた自分がいた。
今回の実習は、これまで私が忘れかけていた

「薬学に進学した理由」を思い出させてくれ、か
つ今後自分の目指すべき薬剤師の姿を考えるきっ
かけを与えてくれるものとなった。
今回の実習先であるアニー薬局では、毎回通う
患者さんに対しては、経過や具合を丁寧に聞きだ
し、より多くの情報をこちらが得た上での処方と
説明がなされていた。患者さんの側から自分の状
態を説明してくる場面が多く見受けられるのは、
患者と薬剤師との信頼関係が出来上がっているア
ニー薬局だからこそではなかろうか。患者さんが
納得するまで丁寧に説明する姿勢は、薬に対して必
要以上の懐疑心を助長することはなくなるだろう。
さらに、高齢者の方々が多く訪れるアニー薬局
では、足や目の不自由な患者さんに対して薬を届
けたり、薬袋は大きな字で色分けしたりしておく
など、随所で患者の側に立った工夫が見られた。
また、一見医療とは無関係に思われる観葉植物の
配置は、空間を明るくするだけでなく、そこにい
る人たちの気持ちも前向きにしてくれている気が
した。不安を抱える患者さんにとって、こうした

細かな心遣いこそが必要なのではなかろうか、そ
う思うようになった。
もちろん、私たちは薬に対して万全の知識は必
要である。その上で、アニー薬局には常に、患者
側の立場に立った視点、つまり本来あるべき患者
本位医療があったのだ。
それこそが、今後わたしが目指す薬剤師のあり
方の原点であり、究極の目標である。これに気づ
けた今回の実習は、学んだ知識を生きた知識とし
て活用していける自信につなげられるものにな
り、「薬剤師」という仕事の持つ意味が今までは
国家資格でしかなかったものが、私の中でより明
確になった。
私は今回の実習を終えて、医療に携わる者が患
者に対しての奉仕の心を持つことで、いかに患者
の不安を和らげられるかということを感じた。そ
して薬剤師しかできない「薬の通訳」としての大
きな可能性を感じ、これからそこに携われる喜び
と、義務感を強く感じる大変意義深い実習を終え
る事ができた。
最後になりましたが、アニー薬局の先生・薬剤
師の方々・事務員の方々、ご指導・お気遣い本当
にありがとうございました。また、こういった機
会を与えてくださった小澤先生をはじめとする先
生方に感謝いたします。

私は、愛媛県松山市のこうのみ
薬局で１週間実習をさせていただ
きました。内科とのマンツーマン
の薬局で、規模は小さいながら、
かかりつけ薬局として多くの患者

様から信頼を得ている薬局でした。
薬局の業務の中で、調剤もさせていただきまし

報告Ⅰ

広島大学総合薬学科　４年　田川　茉希

報告Ⅱ

広島大学総合薬学科　４年　大西　史恵

トするのは、平成22年からであり、まだ５年と随
分先のように思われるかも知れませんが、それま
でに越えなくてはならないハードルは星の数ほど
あり、アッという間に実行する日がやって来ます。
この度の薬剤師教育改革はゴールではなく、ス
タートです。これまで広島県薬剤師会では薬局実

習の実施体制と内容の充実を他県に先んじて図っ
て参りましたが、これからは更なる努力を必要と
されています。そのためには、薬剤師会の会員の
皆さまと大学との強い連携と協力が不可欠となり
ますので、今後とも宜しくお願いいたします。

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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たが、やはり最も主たるものは服薬指導でした。
その内容は病院での服薬指導とは異なり、薬の説
明は勿論、何よりも生活全般にわたった指導を重
視されていました。高齢の患者様が多く、慢性的
な病気を患った方が多かったので、薬にのみ頼る
のではなく、食事や運動、睡眠などの改善を促し
病気をうまくコントロールすることこそが重要な
のだと教えていただきました。またそういった患
者様はかかりつけの患者様であり、来られた際に
は前回あった症状はどうなったか、他に変わった
ことはないか等その変化を薬歴に記載して管理さ
れていました。このような丁寧で包括的な指導が
患者様からの信頼に繋がるのだと思いました。さ
らに患者様が自ら気になる点を話しておられると
ころからも、先生との間に構築された信頼関係を
感じることができました。
実習では架空の症例を用いて服薬指導をするポ

イントを教えていただきました。先生の指導を参
考にして考えましたが、考えが至らなかった点も
多く、いかに様々なところをチェックしなくては
ならないかを学ぶことができました。
また、このようなわかりやすい指導を行うこと

は、深いところまで知識をもっていなければでき
ないということが分かりました。深い知識があれ
ばこそ、噛み砕いて説明ができるのであり、勉強
を怠らないことは薬剤師にとって不可欠なもので
あると改めて思いました。
医薬分業が進み、かかりつけ薬局が推奨されて

いる状況において、実際にかかりつけ薬局として
信頼を得ている薬局でその指導の様子をこの目で
見て学べたことは非常に勉強になりました。そし
てたった１週間という短い実習を有意義なものに
することができました。この経験を今後薬剤師と
して働くときにも忘れずに、生かしていきたいと
思います。
最後になりましたが、ご指導くださった鴻海俊

彦先生、本当にありがとうございました。

私は広島南薬局にて２週間の薬
局実習をさせていただきました。
私は４年次に１週間、薬局実習を
させていただきましたが、今回お
世話になった広島南薬局は会営で

あり、医薬品の備蓄など他の薬局とは異なる役割
を担っておられ、異なった観点から薬局の役割を
学ぶことができました。
今回の実習は６年制教育“実務実習モデル・コ
アカリキュラム方略”を２週間に短縮させたもの
を基に作成されたタイムスケジュールに沿った、
方略トライアルとして行なわれました。
実習においては様々なことを教えていただきま
したが、一番印象に残っているのは実際に患者さ
んに与薬をさせていただいたことです。先に何度
か与薬の様子を後ろから見させていただいたので
すが、患者さんを目の前にすると「何を説明する
んだったっけ」と頭が真っ白になり、ほとんど説
明することができず、先輩の薬剤師に助けていた
だきなんとか与薬を終えることができました。私
は与薬の際には薬の深い知識はもちろんのこと、
さらには患者さんの訴えを正確に聞きとり、それ
に応じた説明のできるコミュニケーション能力が
必要であると感じました。同時に今の自分にはそ
のいずれも不足しており、力不足を痛感しました。
今回の実習を通じて医療現場における薬局薬剤
師の役割について理解することができました。
チーム医療における薬剤師といえばやはり病院
薬剤師のイメージが先行しがちですが、薬局の薬
剤師がそこに参加し、患者さんの情報を知ること
が可能になればより良い医療が提供できると感じ
ました。
最後になりましたが今回の実習で熱心に説明、

ご指導いただいた広島南薬局の皆様、漢方製剤実
習の際にお世話になったヤマキ薬局の先生、本当
にありがとうございました。

報告Ⅲ

広島大学大学院博士課程前期１年　新山　哲央



平成17年11月７日（月）～11日
（金）までの一週間、当薬局で広島
大学総合薬学科の４年生を受け入
れたのでご報告いたします。

■調剤を実践する

調剤については、病院で調剤実習を実施済みで
あることから、薬局では処方内容の解析、監査を
主に体験、実習していただきました。症例として
は、肝硬変、高血圧、慢性心不全を挙げて薬効、
処方意図を考察しました。調剤録の管理、保管を
するため、調剤報酬の計算を実際にしてもらいま
した。保険別に処方せんをみてもらい、保険種別
を確認しました。
■薬局アイテムとその管理について

特別管理品目（５品目）の資料を見て医薬品の
知識と指導内容について確認。糖尿病ツールとし
て、インスリン製剤（見本で使用方法を確認）、
自己血糖測定器の説明を行い、特定保険医療材料、
それに付随し改正薬事法と特定管理医療機器の説
明を行い、ＯＴＣについては見学のみになってし
まいました。
■情報のアクセスと活用

実際に患者さんから健康食品について問い合わ
せを受け、会話に参加してもらいながら、後で文
献を検索し、情報処理した結果をまとめ、患者さ
んへの情報提供内容について薬歴に記載してもら
いました。最終日に製薬企業の学術担当者からＢ
型肝炎の治療薬についての講演を聞く機会があり
ました。抗ウイルス治療、免疫学的治療について
は難しい点が多く、メーカーや専門に勉強してい
る人からの情報も必要であることを理解いただけ
ればと思います。職場によって書籍、文献の購入
は限られるので、どのように資料を集めるかが心
配なようでした。
■薬局カウンターで学ぶ

実際の服薬指導については時間を取れず、見学
のみとなりました。初回アンケートの実施につい
ては、接客態度が一度で合格点でした。問診表を

利用して患者情報を電子薬歴に反映させるシステ
ムについて実習していただきました。服薬指導を
見学した感想として、処方薬を渡すだけでなく、
会話して様子を見るだけでも患者さんの服薬コン
プライアンスなどに良い影響があると感じられた
ようです。
■地域で活躍する薬剤師

別の店舗にて、在宅介護支援事業所を開設し、
介護認定や在宅服薬管理指導を行っているので、
そちらでケアマネージャーの薬剤師に同行し患者
さん宅を訪問しました。学校薬剤師の業務につい
て説明を受けました。
■薬局業務を総合的に学ぶ

これらの項目を日常業務の中に組み込み、必要
なことは書籍、資料にて示説、講義を行いました。
講義、説明は、薬事法、他関連法規が主で、現場
の許可証、申請書、書類、管理記録簿等の帳簿を
みていただきました。実習は短期間でしたのでメ
インの服薬指導をする時間がなかったという大き
な反省点があります。処方せん受付から薬歴記載、
保険請求までの流れの中で、リスクマネージメン
ト、コミュニケーション術、ＤＩなども付随し実
習内容が多岐に亘りましたが非常によい実習態度
で臨んでいただけ、実習中に指導しながら大変勉
強になりました。
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受け入れ薬局の指導薬剤師
－報告Ⅰ－

広島支部　井上　映子
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日　時：平成17年12月3日（土）15：00～

場　所：広島大学医学部総合薬学科第7講義室

去る、平成17年12月３日（土）午後３時より、
広島大学医学部総合薬学科講義棟第７講義室（例
年どおりの場所）において臨床実習発表会が開催
されました。
実習担当である小澤教授の司会進行のもと、発

表に選ばれた学生５名（病院実習３名・薬局実習
２名）により15分の持ち時間（発表10分・質疑応
答５分）で行われました。発表者は、各自が作成
したＰ.Ｐを駆使して実習先である病院や薬局の
紹介から始まり、調剤・製剤・服薬指導・ＮＳＴ
回診・ＴＤＭ・麻薬管理・リスクマネジメント・
電子カルテ・個人情報の取扱い・持参薬の活用・

糖尿病教育入院の見学・かかりつけ薬局など、そ
れぞれが特徴のある実習を終えたことがうかがえ
る、堂々とした発表でした。
広島県内で実習した学生の発表は、病院・薬局
各１例でありましたが、県内県外を問わず受け入
れ先の指導薬剤師の学生実務実習に真剣に取り組
んでいる姿が、学生の発表からうかがえましたし、
発表会に指導薬剤師の参加もありました。
最後に木平教授より、まとめと挨拶があり終了
しました。
今回の薬局実務実習報告の中であった、意見・
要望等の一部をご紹介します。

広島大学臨床実習（4年生）発表会に参加して

常務理事 谷川　正之

平成17年薬局実務実習報告書（意見・要望等）
１　薬局で見学してもらえるもの、説明出来るこ

とについては、一通り見てもらえたと思う。

実習中のマナー・態度は問題ないのだが、も

う少し積極性があっても良かったかと思う。

毎度のことではあるが、広大の学生は理解力

もあり、のみこみが早いので感心する。

２　３週間の病院実習でかなりの部分習得されて

おり、逆に、病院薬剤部の動向やら大学の６

年制に伴う問題点、今後の対応等、こちらが

情報を得る形も多かった。地域医療における

薬局の役割等、開局薬剤師の多様な働きの一

面を見てもらい参考にしてもらったと思う。

３　学校により実習レポートの提出方法が異な

る。どのように学生さんに伝わったか、理解

出来たか、毎日のレポート提出が必要と思っ

た。今後は薬局独自の理解度等のチェックの

レポート様式を考えたいと思う。

４　以前はあったのですが、大学より実習生研修

中のポスターのようなものを薬局に貼りたい

のでそれを用意してほしいです。

５　一般薬局での実習ということで、町の薬局活

動（特に面で処方箋をうけている実情をみて

もらいました）と学校薬剤師の活動を、実際

学校へ出向き、水筧、照度、騒音、ＣＯ2測

定の体験をしていただきました。地域におけ

る薬局・薬剤師の大切さを説明させて頂きま

した。一日だけの実務実習受入で充分な説明

ができませんでしたが、薬剤師の一面を見て

もらえたと思っております。

６　薬局開設して２年余りの調剤薬局で、十分指

導は行えなかったかと思います。薬局機能評

価に対応すべく準備中であり、ＯＴＣの販売

及び医療用具等については取り扱いなく、誠

に申し訳ありません。口頭ではございました

が指導させていただきました。今後、これを

機に一層の努力をと考えています。ありがと

うございました。

７　大変素直でよく頑張られる学生さんで、大変

充実した５日間でした。指導内容はきちんと

把握され、翌日には生かされており、指導す

る方も大変楽で、又指導することは教えられ

ることだと実感致しました。今後も是非積極

的に受け入れて行きたく思っております。
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講演資料��ライブラリー

【ＣＤ】

薬事情報事業の一環として、講演などの資料を掲載することとなりました。会員の皆様の講演資料作成
等に役立てていただければと思います。無料でお貸し出しできる物を掲載していますので、各資料で興
味のある方は県薬事務局にご連絡ください。又、新しく入手した資料につきましては、順次掲載します。

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式
1 スモーキングベイビー（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
2 肺癌（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
3 みみず（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
4 Every cigarette is doing you damage♂（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
5 Every cigarette is doing you damage♀（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
6 小学生向けスライド１（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
7 小学生向けスライド２（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
8 小学生向けスライド３（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
9 キラキラ10／４（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
10 青少年に（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
11 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
12 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
13 オーストラリアの禁煙CM（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
14 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
15 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
16 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
17 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
18 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
19 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
20 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
21 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
22 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
23 smoker's face（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
24 コロンビア・ライト（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
25 デビ・オースチン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
26 ユル・ブリンナー（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
27 悪魔のacademy（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
28 眼底出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
29 喫煙サル（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
30 喫煙で能率低下（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
31 低体重ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
32 副流煙とウェイトレス（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
33 好奇心（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
34 禁煙指導用スライド 増田和彦 （パワーポイント）
35 分煙 増田和彦 （パワーポイント）
36 ニコチン依存症 増田和彦 （パワーポイント）
37 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）
38 薬物乱用はダメ、ゼッタイ　スターディショップⅡ（指導者用） 呉
39 薬局薬剤師の接遇マニュアル 研修用 平成16年９月（（社）日本薬剤師会） 呉 （パワーポイント）
40 健康くれ21「健康くれ体操」 呉
41 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉

42
GSK e 情報（高尿酸血症用情報・うつ病情報・単純ヘルペスと上手につきあ
う・よりよいぜんそくのコントロール）（グラクソスミスクライン） 府中
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題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式

1
くすりを正しく使って健康ファミリー
“お年寄りとその家族のみなさんへ” 呉 24分

2
あなたの街の保険薬局“処方せんをもらったら”
（（社）日本薬剤師会） 呉

3 「薬の飲み合せ」 呉
4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ　きょうの健康） 呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ　きょうの健康） 呉
8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉
9 健康くれ21 「健康くれ体操」 呉
10 保険薬局スキルアップシリーズ　スキルアップ　ザ・接遇 府中 20分
11 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　ベーシック編 府中 20分
12 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　アドバンス編 府中 23分
13 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　マスター編 府中 26分
14 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　応用編 府中 21分

15
信頼される薬剤師へ　薬学生の挑戦①　あなたはもっ
ていますか？医療人としてのこころがまえ 府中 20分

16 Ｏ-157腸管感染症　その病態と抗菌薬療法の効果 府中 19分
17 パニック障害の障害と治療 府中 20分
18 小児のための服薬指導 コンプライアンスを高めるために 府中 15分

19
インフルエンザの新しい治療法　インフルエンザにか
かったら 府中 8分

【ビデオ】

★これは！！と思われる資料がありましたら県薬事務局までご連絡ください。
無料で貸し出します。

★また、提供したい資料や、“これ、もっといて”という資料がありましたら
ご連絡ください。お預かりします。
★会員の皆様からの、こんな資料を作って…というご意見にもお答えします。

まずはご連絡を！！！
広島県薬剤師会事務局　電話（０８２）２４６－４３１７

資料を提供していただいた支部担当役員の方、個人の方、感謝の意を込めて掲載させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。（個人名以外は支部名を表示しています。）

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式
1 薬から高齢者の健康を考える 安佐 テキスト 15ページ
2 薬から高齢者の健康を考えるⅡ 安佐 テキスト 19ページ
3 漢方入門 安佐 テキスト 20ページ
4 薬草と親しむ 安佐 テキスト 31ページ
5 薬剤師のためのいざというとき頼りになるこの一冊 府中 書籍 133ページ
6 動き出した医学教育改革　良き臨床医を育てるために 府中 書籍 211ページ
7 心血管系疾患とレニン・アンジオテンシン系 府中 書籍 255ページ
8 臨床医のための処方せんの書きかた（東大医学部薬剤部） 府中 書籍 97ページ
9 アトピー性皮フ炎 府中 冊子 10ページ
10 皮脂欠乏症（乾皮症） 府中 冊子 10ページ

【書籍・冊子・資料】



広電観光　千田町旅行センター ※2
福助タクシー 本社営業所 1
福助タクシー 古市営業所 1
※パセオカード・定期券・回数券の購入
に際しWポイント金券を使用すること
ができます。Wポイントカードは使用
できません。

飲食店・レストラン
一竜　広島店 1
一心太助　アルパーク店 2
一心太助　胡町店 2
一心太助　福山店 2
一心太助　袋町店 2
一心太助　横川店 2
囲炉り茶屋　やまぼうし 1
魚舞亭 2
お好み焼・鉄板焼　DenDen 5
カフェ　ダヴィンチ 2
釜飯酔心　本店 2
釜飯酔心　アルパーク店 2
釜飯酔心　五日市店 2
釜飯酔心　新幹線店 2
釜飯酔心　流川店 2
釜飯酔心　毘沙門店 2
寿司道場酔心　支店　 2
惣菜酔心　アッセ店 2
惣菜酔心　立町店 2
京もみじ 2
くれない 1
芸州　本店 2
芸州　胡店 2
ごはんや 2
ごはんや　広島空港店 2
さざん亭　三次店 2
瀬戸田すいぐん丸 2
ちから　本店 2
ちから　旭町店 2
ちから　五日市店 2
ちから　井口店 2
ちから　牛田店 2
ちから　宇品店 2
ちから　尾長店 2
ちから　海田店 2
ちから　上八丁堀店 2
ちから　観音店 2
ちから　祇園店 2
ちから　京口通店 2

宮内串戸商店街
ジョイ薬局 1
第一ドライ　串戸店 1
廿日市交通 1

横川商店街
ゴッドバーガー 1
茶房　パーヴェニュー 1
トイズ＆ホビー　むらかみ 1
はきもの　武本 1
横川　ちから 1

衣　料　品
OUT-DOOR'S 船越店 2
S1904 2
キャン・ドゥ　可部店 3
キャン・ドゥ　廿日市店 3
キャン・ドゥ　ロフト 3
COOL INN. 大町店 2
COOL INN. 呉ポポロ店 2
COOL INN. サンモール店 2
COOL INN. フジグラン広島店 2
住吉屋　観音店 2
住吉屋　呉店 2
住吉屋　高陽店 2
住吉屋　西条店 2
住吉屋　船越店 2
住吉屋　的場店 2
住吉屋　三篠店 2
住吉屋　三次店 2

スーパーマーケット
マダムジョイ　アルパーク店　直営食品売場 1
マダムジョイ　江波店　直営食品売場 1
マダムジョイ　己斐店　直営食品売場 1
マダムジョイ　千田店　直営食品売場 1
マダムジョイ　矢野店　直営食品売場 1
マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場 1

和・洋菓子
にしき堂　本店 1
にしき堂　中筋店 1
広島ポエム 1
パパ・ドゥ 1

美容・理容・健康
英国式足健康法　リフレックス 2
髪処　ふくろう 2
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■Wポイントカードに 
   関するお問い合わせは 

1082-832-2606 
E-mail wpoint-e@fine.ocn.ne.jp（株）和多利広島営業所 

1082-242-1474 
E-mail csk@mb.kcom.ne.jp（株）中国総合研究所 

広島リビング新聞社グループ 

Wポイントカードホームページ　http://www.wpoint.co.jp

 会員カードでWポイントがつきます 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）の有効期限は７年◎ 
会員カードはクレジット機能を持ち、有効期限が７年です。（保険料・年会費等は無料） 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F
F

F
F

F

F
F

F
F

F

星ビルB1F メディカルフィットネス 2

化　粧　品
アリモト　本店 3
リビング事業社　ゲル＆ゲル 1

生活日用品
カギのひゃくとう番 5
サカイ引越センター ※13
※車両代・人件費に対して100円につき
2ポイント付与されます。金券のご利用
は出来ません。

レンタル
RCC文化センター　貸会議室 ※11
リースキン　家庭用事業部　広島支店 2
リースキン　家庭用事業部　広島北営業所 2
リースキン　家庭用事業部　広島西営業所 2
リースキン　家庭用事業部　広島東営業所 2
※500円につき1ポイントです。

くすり・ドラッグ
くるみ薬局　矢野店 1
康仁薬局　八幡東店 1

フラワーショップ
桜井花店　本店 1

家具・寝具
井口家具百貨店 1

交　　　通
八本松タクシー 1
広島第一交通㈱（第一） 1
広島第一交通㈱（平和） 1
広島電鉄　金券取扱窓口
広島電鉄　安佐出張所 ※2
広島電鉄　アルパーク案内所 ※2
広島電鉄　五日市駅 ※2
広島電鉄　熊野出張所 ※2
広島電鉄　西広島定期券売場 ※2
広島電鉄　沼田営業課 ※2
広島電鉄　廿日市駅 ※2
広島電鉄　広島北営業課 ※2
広島電鉄　広島南営業課 ※2
広島電鉄　吉田出張所 ※2
広島電鉄　楽々園駅 ※2
広島電鉄　楽々園営業課 ※2

広島県Wポイントカード加盟店 平成17年11月11日現在
店舗名 ポイント 店舗名 ポイント 店舗名 ポイント



娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ） 2
チチヤスハイパーク　ダイヤモンドプール 1
平田観光農園 1
ヒロデンボウル 1
ボウル国際 1

Ｗ　Ｅ　Ｂ
Heart Leap Up HIROSHIMA ※17
※HPにて会員登録で100ポイント、メー
ルマガジンの受信ごとに１ポイント、メ
ールマガジンのアンケートに回答すると
30ポイント以上（各号によって異なり
ます）。

カルチャー・教育
星ビル3F ベビーワールド 2
リビング事業社　リビングコミュニティカレッジ 1
RCC文化センター 1

趣味・雑貨
インテリア　ミズグチ 2
えひめでぃあ 2
売店　さざなみ 1
ピカソ画房　本店 1
星ビル4Ｆ　アンティークドール 2
星ビル2Ｆ　知育玩具とオルゴール 2
HOBBY TOWN 広島店 2
HOBBY TOWN 福山店 2

旅行・観光
ジャパンツゥリスト ※14
広島三次ワイナリー　ワイン物産館 1
広電宮島ガーデン 1
※現金払いは100円につき1ポイント。
ジャパンツゥリストカード払いは100
円につき1.5ポイントがつきます。

ホ　テ　ル
温井スプリングス 2
ホテルニューヒロデン ※12
※クレジットの支払いにはポイントは付
与されません。現金支払い時のみ100
円につき2ポイントがつきます。

ゴルフ用品
ゴルフバリュー　船越店 2
ゴルフバリュー　本通店 2
ダイナマイト　吉島店 2

スポーツ用品店
体育社　本店 1
体育社　呉店 1
体育社　東広島店 1

ゴルフ場・ゴルフ練習場
グリーンバーズヒロデン 1

カメラ・ＤＰＥ・写真スタジオ
カメラのアート写夢　本店 1
カメラのアート写夢　スタジオハッピーゆめタウン大竹店 1
カメラのアート写夢　高取店 1
カメラのアート写夢　油見店 1
カメラのアート写夢　ゆめタウン大竹店 1

ビデオ・ＣＤ・文具
総商さとう　本店 ※4

ちから　呉駅店 2
ちから　己斐店 2
ちから　高陽店 2
ちから　そごう店 2
ちから　タカノ橋店 2
ちから　出汐店 2
ちから　十日市店 2
ちから　中の棚店 2
ちから　西原店 2
ちから　八丁堀店 2
ちから　光町店 2
ちから　広島駅店 2
ちから　福屋駅前店 準備中
ちから　府中店 2
ちから　舟入店 2
ちから　船越店 2
ちから　戸坂店 2
ちから　堀川店 2
ちから　本浦店 2
ちから　本通4丁目店 2
ちから　的場店 2
ちから　皆実町店 2
ちから　向洋店 2
ちから　八木店 2
ちから　矢野店 2
ちから　矢野西店 2
ちから　楽々園店 2
豆匠　広島本店 2
豆匠　福山店 2
とく　福山イトーヨーカドー店 2
とく　堀川店 2
徳川　総本店 2
徳川　五日市店 2
徳川　海田店 2
徳川　呉中通り店 2
徳川　高陽店 2
徳川　西条プラザ店 2
徳川　サンリブ可部店 2
徳川　廿日市店 2
徳川　毘沙門台店 2
徳川　広店 2
徳川　福山東深津店 2
徳川　戸坂店 2
徳川　ベスト電器広島本店 2
徳川　南観音店 準備中
徳川　南区民センター店 2
徳川　三原店 2
徳川　安古市店 2
トラバドール 2
東風 2
のん太鮨　パセーラ店　 2
バー・エトワール 2
ビーフの館　ジュジュ苑 2
広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン 1
広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン 1
フィレンツェ 2
フルーツレストラン　まるめろ 1
プルコギ亭 2
プロント 2
プロント　広島胡町店 2
平和工房 2
星ビル5F オルゴールティーサロン 2
三井カーデンホテル広島25F コフレール 2
ル・トランブルー 2
レストラン・アザレア 2
レストラン・フラワー 2
レストラン　味蔵 1
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総商さとう　ウィー東城店 ※4
TSUTAYA 安芸府中店 2
※各売場によりポイント数が異なります。

印鑑・名刺・ハガキ
横田印房 10

自　転　車
サイクルショップカナガキ　横川本店 1
サイクルショップカナガキ　五日市店 1
サイクルショップカナガキ　上安店 1
サイクルショップカナガキ　己斐店 1
サイクルショップカナガキ　東雲店 1
サイクルショップカナガキ　戸坂店 1

ガソリンスタンド
大野石油店　旭橋SS 1
大野石油店　五日市インターSS 1
大野石油店　井口SS 1
大野石油店　牛田大橋SS 1
大野石油店　観音SS 1
大野石油店　熊野団地SS 1
大野石油店　呉SS 1
大野石油店　高陽町SS 1
大野石油店　西条インターSS 1
大野石油店　東雲SS 1
大野石油店　商工センターSS 1
大野石油店　造幣局前SS 1
大野石油店　高取SS 1
大野石油店　高屋ニュータウンSS 1
大野石油店　出島SS 1
大野石油店　西白島SS 1
大野石油店　廿日市インターSS 1
大野石油店　八丁堀SS 1
大野石油店　東広島SS 1
大野石油店　広島東インターSS 1
大野石油店　緑井SS 1
大野石油店　皆実町SS 1
大野石油店　横川SS 1
山陽礦油　相生橋SS 1
山陽礦油　大州SS 1
山陽礦油　かめ山SS 1
山陽石油　蔵王インターSS 1
山陽石油　住吉町SS 1
山陽石油　多治米町SS 1
山陽石油　深津SS 1
山陽石油　南本庄SS 1
山陽石油　水呑町SS 1

バイクショップ
AUTO GARAGE うえるかむ ※9
※車体の購入・保険料にはポイントは付
与されません。

自動車整備・販売
車検の速太郎 ※10
車検の速太郎　カーケアプラザ ※10
ベストカーヤマナカ ※10
※100円につき1ポイント。ただし、法
定費用・保険料にはポイントは付与さ
れません。
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指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

事務機器

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

自動車部
品

車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

㈱広島全日空ホテル

広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工　西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ふるがいち

㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
ＤＵＯ南広島
㈱モンテカルロ
（店舗名）
吉島店・安古市店
五日市店・可部店
高陽店
府中店・三次店
呉店・西条店
蔵王店・駅家店
尾道東店・三原店
㈲オートショップ
ヤスダ
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

宿泊20％引、宴会５％引、婚礼
５％引、料飲10％引外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
宿泊17％引、レストラン５％引、
宴会料理５％引、婚礼、料飲
５％引
オートローン3.6％、リフォーム
ローン3.9％外

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き　赤札より10～
15％

見積額の10％割引

機械警備10,000円／月～、ホー
ムセキュリティ4,000円／月～、
保証金免除

月額警備料金10,000～15,000円
（別途相談）、機器取付工事代
20,000～30,000円、保証金免除　
特別価格

割引率は商品で異なる。
文具事務用品30％引
15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

専用カード（GOLDカード申込
者のみ）
モンテカルロ各店にて、通常価
格より10％引き、エンジンオイ
ル等交換工賃無料、８項目点検
無料、車検・鈑金・アウトレッ
ト割引有、ポイント有100円で１
ポイント、※従来のコーポレート
カードは廃止になります。
車検・板金・塗装20％引

現金のみ定価５％引（直営店のみ）
現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00～19:00

平日
８:30～18:00

年中無休

平日
９:00～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45～17:30

９:00～19:00

10:00～
19:00･20:00
閉店時間は曜
日により変更
となります。

10:00～20:00

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

年末年始、夏期
休暇等当社指定
定休日を除く
毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13～15、
12/29～1/4

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日

毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

年中無休

定休日不定

日お盆・年末年
始休業

所 在 地
広島市中区新天地1_1

呉市中央1_1_1

広島市中区中町7_20

広島市中区三川町10_1

福山市三之丸町8_16

広島市中区国泰寺町1_8_13

あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4_10_17

広島市安佐南区中須2_18_9

安芸郡府中町柳ケ丘77_37

呉市中央2_5_15

広島市中区幟町3_1

第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2_13_21

広島市南区松川町1_18

広島市中区堀川町5_10

広島市中区本通9_33

広島市中区吉島西2_2_35

本社
広島市西区商工センター
4_8_1

呉市中央5_8_25

広島市西区観音本町2_8_22

広島市中区基町6_27

広島バスセンター6Ｆ
広島市中区新天地5_23

広島市西区商工センター
7_1_19

電 話 番 号
(082)244_1623

(0823)20_1111

(082)241_1111

(082)244_0109

(084)922_2121

(082)249_8011

(0823)22_2250

(082)879_0131

(082)281_4331

(0823)32_7171

(082)222_7780

(082)283_5133

(082)262_0191

(082)246_7788

(082)248_1331

(082)541_3911

本社
(082)501_3447

(0823)24_1345

(082)294_0187

(082)225_3232

(082)246_2131

(082)277_8181
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(082)293_4125

(082)245_0106

(082)231_9495

(082)239_0948

(082)261_4949

(082)248_0516

(082)279_5511

(082)248_4361

(082)243_5321

(082)542_5020

(082)512_1020

(082)222_7002

(082)278_2323

(084)920_3950

(0829)34_2508

部 門
レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
紳士服・
洋品他
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

指 定 店
國富㈱広島営業所

㈱進物の大進

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈲玉屋

ひつじやサロン

㈱エクセル本社

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

㈱ J T B広島支店
（JTB紙屋町シャ
レオ店・JTB広島
駅前支店）
ひろでん中国新聞
旅行㈱本社・呉営
業所・三次営業
所・福山営業所
㈱日本旅行
広島支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱デオデオ商事

会 員 価 格
Ｃカード取得コース45,000円、商品
購入：店頭価格より５％off、器材オ
ーバーホール：通常価格より５％off
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

５～25％（但し一部ブランド品
食品を除く）
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
店頭表示価格より10％引（一部
除外品有）
店頭表示価格（売出品含む）から
３％引
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
ルックJTB３％引（ルックJTBス
リムを除く）、エースJTB３％引
本人とその家族対象

本人のみ
現金のみメープル・トピック
自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール
製60％）、歩行補助ステッキ40％
引き
デオデオ店頭価格より家電製品
10％引、パソコン関連５％引

営業日時
８:30～20:00

６～９月
10:00～18:30

10～５月
９:30～18:00

年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00～17:30

年中無休

平日
10:00～19:00

土・日・祝
10:00～17:00

８:30～17:30

９:30～18:00

９:30～18:30

定 休 日
なし

毎週火曜

不定休

毎週土・日曜日、
祝祭日

日祭休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

所 在 地
広島市西区観音町13-9

広島市中区堀川町4_14

広島市中区猫屋町8_17

広島市安佐南区長束2_4_9

広島市南区段原南1_20_11

広島市中区本通9_26

広島市西区商工センター
2_3_1

広島市中区小町3_25

（ショールーム）
広島市中区堀川町2_16

広島市中区紙屋町2_2_2

広島市中区八丁堀16_14

第二広電ビル１Ｆ

広島市中区基町13_7

朝日ビル2Ｆ

広島市西区商工センター
5_11_1

福山市卸町11_1

廿日市市木材港南8_22

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示下さい。

◎入会申込書は県薬事務局にあります

◎カードの作成は無料です
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10月24日 次回の診療報酬・調剤報酬改定にむけ
て（各支部長、各保険薬局部会担当役員）

10月24日 厚生労働省「医療制度構造改革試案」
に対する見解について（各支部長、各
保険薬局部会担当役員）

10月26日 感染症講習会の開催について（11/２、
11/９、11/18）（各支部長）

10月26日 平成17年度社会保険指導者研修会資料
の送付について（各支部長、各保険薬
局部会担当役員）

10月27日 平成17年度「くすりと健康に関する啓
発」事業実施結果報告について（各支
部長）

10月27日 第38回日本薬剤師会学術大会「東京大
学名誉教授 養老猛司 特別記念講演薬
剤師大改革～壁を乗り越えるには～」
ＤＶＤの送付について（各支部長）

10月29日 支部長・理事合同会議の開催について
（11/12）（各支部長）

10月31日 会員数並びに保険薬局部会員の調査に
ついて（各支部長）

11月１日 保険薬局特別委員会の開催について
（11/24）（各支部長、各支部担当者、
各県薬担当役員）

11月４日 平成18年度保険薬局部会の賦課額決定
方法について（各支部長）

11月10日 平成17年度薬祖神大祭について（各支
部長、各役員）

11月８日 第22回広島県薬事衛生大会への参加に
ついて（各支部長）

11月11日 支部長・理事合同会議の提出議題につ
いて（各支部長、各役員）

11月11日 毒物及び劇物の適正な販売の徹底につ
いて（各支部長）

11月12日 県薬会誌への寄稿について（各支部
長外）

11月15日 国民皆保険制度を守る国民運動の実施
について（各支部長）

11月15日 毎日新聞全国版への「薬と健康の週間」
ＰＲ記事の掲載について（各支部長）

11月18日 国民皆保険制度を守る国民運動の実施
について（各支部長）

11月18日 支部長・理事合同会議資料の送付につ
いて（各支部長、各役員）

11月21日 広島県との共同による保険薬局の集団
的個別指導（集団部分）の実施につい
て（各支部長）

11月21日 国民皆保険制度を守る国民運動用関連
資材の送付について（各支部長）

11月21日 毒物及び劇物の適正な販売等の徹底に
ついて（各支部長）

11月29日 医療事故情報収集等事業　第３回報告
書の送付について（正副会長、各支部
長、調剤事故防止対策委員）

11月30日 院外処方せんの応需について（各支
部長）

11月30日 市町村合併に伴う国民健康保険の保険
者番号及び市町村番号の変更について
（各支部長）

12月５日 平成18年度保険薬局部会会費の賦課額
について（各支部長）

12月５日 抗インフルエンザウイルス薬の安定供
給等について（各支部長）

12月５日 医療制度改革に関する審議会等の意見
について（各支部長、各保険薬局部会
担当理事）

12月５日 医療制度改革に関する審議会等の意見
について（各支部長、各保険薬局部会
担当理事）

12月８日 管理記録簿の送付について（各支部長）
12月12日 国民皆保険制度を守る国民集会の決議

文等について（各支部長）
12月14日 抗インフルエンザウイルス薬の安定供

給等について（各支部長）
12月14日 平成17年度薬局機能評価制度導入整備

事業の実施について（各支部長）
12月14日 市町村合併に伴う国民健康保険の保険

者番号及び市町村番号の変更について
（各支部長）

12月16日 広島大学病院・新規採用薬品及び取扱
中止医薬品について（各支部長）

県薬より支部長への発簡
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平成17年10月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成17年10月20日（木）午後６時～７時45分
場　所：広島県薬事衛生会館
出席者：前田会長、木平、豊見、平井、森井各副会長、

大塚、重森、澁谷、宗、田口、谷川、野間、野村、
増田各常務理事

欠席者：松下副会長、有村常務理事
議事要旨作製責任者：野村常務理事

１．報告事項
（１）９月定例常務理事会議事要旨
訂正等があれば、事務局へ連絡することとされた。

（２）諸通知
諸通知等について以下のとおり、報告された。
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告

（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会に関する打合会（日
薬・福井県薬来会）
９月16日（金）に広島県薬事衛生会館において開
催され、日薬、福井県薬関係者と今回の大会につ
いて最後の詰めをしたことが報告された。

イ．平成17年度広島県四師会役員連絡協議会
９月22日（木）に、広島県医師会の担当でリーガ
ロイヤルホテル広島で開催されたことが報告さ
れた。

ウ．平成17年度第３回日本薬剤師会地方連絡協議会
（都道府県会長会）
10月８日（土）にホテルサンルート広島で開催さ
れ、日薬の最近の動きの他、保険の受取率に相当
の伸びが見られ、厳しい数字になるのではないか
との報告がされた。

エ．平成17年度圏域地対協研修会
10月16日（日）に三次市内のハートピア平安閣で
開催され、中山間地域の医師不足などメインテー
マが医師であったこと、圏域地対協の取り組みに
関しては医師以外にも拡げる必要を感じたことな
どが報告された。

（豊見副会長）
ア．広島社会保険事務局・広島県国保医療室による社
会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の
共同集団指導
９月29日（木）に、サンピア福山で開催され、社
会保険事務局から、何れの医療機関の処方箋でも
受け付ける観点から、店頭の看板に固有の医療機
関名を表示しないよう指導があったこと等が報告
された。

（平井副会長）
ア．広報委員会

９月26日（月）、10月14日（金）の両日開催し、
11月号を第38回日本薬剤師会学術大会の特集号と
することとし、編集作業をしたことが報告された。

（宗常務理事）
ア．認定基準薬局制度運営協議会
９月29日（木）に開催し、10月23日（日）に福山

市内で開催することとしている認定基準薬局新規
申請及び更新薬局、保険薬局指定申請薬局共同研
修会について協議したことが報告された。

（森井副会長）
イ．第22回広島県薬事衛生大会実行委員会
９月30日（金）の実行委員会において、第22回広
島県薬事衛生大会を12月１日（木）にエソールで
開催し、藤井基之参議院議員に特別講演を依頼し
ていることが報告された。

（森井副会長）
ア．平成17年度薬草に親しむ会

９月23日（金）に三原市の仏通寺周辺で開催し、
150名の参加者があったこと、中国放送（ラジオ）
の取材があったことが報告された。

（有村常務理事）
ア．全国介護保険担当者会議

10月１日（土）於　共立薬科大学
イ．市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議

10月13日（木）於　広島県健康福祉センター
（谷川常務理事）
ア．広島大学医学部総合薬学科４年生臨床薬学実習事
前講義
10月13日（木）に広島県薬事衛生会館において例
年どおり中嶋理事により実施したこと、従来、こ
の講義の後で受け入れ薬局の指導薬剤師や支部の
担当者と実施していたオリエンテーションについ
ては、県外での実習者が増加したため、中止した
ことが報告された。

（増田常務理事）
ア．広島県歯科衛生連絡協議会第１回禁煙支援推進協
議会
10月18日（火）に広島県歯科医師会館で開催され
たこと、平成15年～16年に東広島市で実施された
歯科診療所禁煙支援指導モデル事業の集計とその
後１年間の追跡調査結果がその主な内容であった
こと、また、全体として禁煙への取り組みは沈滞
気味の感があるが、各団体とも禁煙指導を充実し
ていく必要があると考えているとの報告がされた。

（第38回日本薬剤師会学術大会関連）
大会運営等に関する意見、感想等を取り纏めたの
で、参考に資するため、次回開催地の福井県薬へ
も提供することとしたことが報告された。

ア．第38回日本薬剤師会学術大会の運営に関する説明
会（前田会長）
９月17日（土）於　広島県薬事衛生会館

イ．正・副会長会議（第38回日本薬剤師会学術大会）
（前田会長）
９月22日（木）

ウ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（会場・
運営・演題処理・プログラム担当）
９月27日（火）（木平副会長）

エ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（式典・
懇親会担当）
９月28日（水）於　広島国際会議場

オ．第38回日本薬剤師会学術大会コンベンションリン
ケージとの打合会（森井副会長）
10月３日（月）

カ．第38回日本薬剤師会学術大会記者会見（前田会長）
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10月５日（水）於　県庁記者クラブ
キ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）（前田会長）
10月６日（木）

ク．第38回日本薬剤師会学術大会ウェルカムパーティ
（前田会長）
10月８日（土）於　ホテルサンルート広島

ケ．第38回日本薬剤師会学術大会運営準備
10月８日（土）於　広島国際会議場・広島県立総
合体育館

コ．第38回日本薬剤師会学術大会
10月９日（日）・10日（月）於　広島国際会議
場・広島県立総合体育館

・パキスタン地震義捐金の募金について
広島国際会議場と県立体育館両会場にに設置した
パキスタン地震義捐金の募金箱に合計29,118円の
募金があり、ＮＨＫを通じて日本赤十字社へ送っ
たことが報告された。

・県民公開講座の開催について
452名の参加があったこと、アンケート調査を実
施したことが報告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）第49回三師会展

９月20日（火）～25日（日）に広島県立美術館で
開催されたこと、同好会活動に対する支出につい
ては今後の課題との報告がされた。

（２）平成17年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議
10月９日（日）にホテルサンルート広島で開催さ
れたことが報告された。

（３）薬事情報センター実務担当者会議
10月10日（月）に広島県立総合体育館で開催され、
広島県から３名の出席と合わせて63名の出席者が
あったことが報告された。

３．審議事項
（１）社団法人広島県薬事衛生会館の解散に伴う受入れ

について
社団法人広島県薬事衛生会館の解散（平成17年11

月30日）
社団法人広島県薬剤師会の業務の受入（平成17年
12月１日）
理事会を11月10日（木）に開催することとされた。
なお、支部長・理事合同会議を開催することとし、
臨時代議員会は開催しないこととされた。
支部長･理事合同会議は、11月12日（土）午後２
時（会場の確保ができない場合は11月24日（木）
午後６時）に開催することとされた。
配付資料：寄付に関する協定書（案）従業員の転

籍に関する協定書（案）
（２）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第５回広島ケアマネジメント学会の後援名義使用
について（森井副会長）
と　き：11月20日（日）
ところ：広島国際会議場
講演名義の使用を承諾することとされた。

イ．広島国際センターへの支援について（森井副会長）
賛助会費：１口　10,000円／年～

広島県医師会：10口　100,000円（以前より賛助
会員）
広島県歯科医師会：３口　30,000円（ 〃　　）
例年どおり、支援することとされた。

４.その他
次のとおり、報告等があった。

（１）次回常務理事会の開催について
11月17日（木）午後６時
議事要旨作製責任者　増田和彦常務理事

（２）平成17年度薬事功労者厚生労働大臣表彰
受賞者　副会長平井紀美恵氏（三原支部）

（３）第44回中四薬学会シンポジウム・ワークショップ
11月13日（日）於　松山市総合コミュニティセン
ター
参加者　宗文彦、江木ひとみ

（４）（社）日本薬剤師会の新事務所について
業務開始：平成17年11月７日（月）
所 在 地：〒160-8389

東京都新宿区四谷三丁目3-1
富士・国保連ビル７階

電話番号：03-3353-1170（代表）
03-3353-1190（会計・厚生課直通）
03-3353-1193（中央薬事情報センター
直通）

Ｆ Ａ Ｘ：03-3353-6270
（５）職員旅行について

11月26日（土）、27日（日）、土曜日を休業
（６）その他行事報告
ア．広報委員会

10月21日（金）
イ．平成17年度社会保険指導者研修会

10月22日（土）於　東京タイム24ビル
ウ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
10月23日（日）於　広島県民文化センターふく
やま

エ．広島県毒物劇物安全協会設立10周年記念パー
ティー
10月26日（水）於　ホテルニューヒロデン

オ．第13回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
10月28日（金）於　岡山県薬業会館

カ．平成17年度広島県高校生のがん予防講演会
11月２日（水）於　広島市立基町高等学校

キ．個人情報保護法講演会・説明会（事業者向け）
（内閣府・広島県共催）
11月４日（金）於　八丁堀シャンテ

ク．日本薬剤師連盟中国ブロック会議
11月５日（土）午後１時～３時　於　岡山アーク
ホテル

ケ．「あなた（薬剤師）はどう変わる」シンポジウム
11月５日（土）午後３時30分～５時30分　於　岡
山アークホテル

コ．薬局実務実習に関するブロック会議
11月５日（土）午後３時30分～６時　於　岡山
アークホテル

サ．日本薬剤師連盟中国ブロック会議懇親会

〔
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11月５日（土）午後６時～８時　於　岡山アーク
ホテル

シ．広島県知事選挙投票日
11月６日（日）

ス．平成17年度コンベンション地元誘致懇談会
11月６日（日）於　広島全日空ホテル

セ．第55回全国学校薬剤師大会
11月10日（木）於　滋賀県琵琶湖ホテル

ソ．第44回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国四国支
部学術大会
11月12日（土）・13（日）於　松山市総合コミュ
ニティセンター

タ．第58回広島医学会総会
11月12日（土）・13日（日）於　広島医師会館

チ．第44回中四薬学会シンポジウム・ワークショップ
11月13日（日）於　松山市総合コミュニティセン
ター

ツ．広島大学医学部創立60周年記念講演会
11月18日（金）於　広島大学医学部広仁会館

テ．広島大学医学部創立60周年記念式典並びに祝賀会
11月19日（土）於　広島全日空ホテル

ト．第38回日本漢方交流会全国学術学術総会・広島
大会
11月19日（土）・20日（日）於　広島大学医学部
広仁会館外

ナ．第５回ケアマネジメント学会
11月20日（日）於　広島国際会議場

ニ．平成17年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
11月25日（金）東京・長井記念ホール

ヌ．第25回福山大学薬学部卒後教育研修会
12月10日（土）於　福山大学

ネ．常務理事会
12月15日（木）

ノ．日本薬剤師会平成17年度試験検査センター技術講
習会
12月15日（木）・16日（金）於　東京・長井記念
ホール

平成17年11月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成17年11月17日（木）午後６時～９時15分
場　所：広島県薬事衛生会館
出席者：前田会長、豊見、平井、松下、森井各副会長、

大塚、重森、澁谷、宗、田口、谷川、野間、
野村各常務理事

欠席者：木平副会長、有村常務理事
議事要旨作製責任者：増田常務理事

１．報告事項
（１）10月定例常務理事会議事要旨

内容確認のうえ、訂正等があれば申し出ることと
された。

（２）諸通知
次の通知等について報告された。

ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告

（3）委員会等報告
（前田会長）
ア．安田女子大学学長来会

10月26日（水）に来会され、150名定員の薬学部
を新設したい旨の協力要請があったこと、同大学
は既に病院関係との間では新設に向けた話が固め
ている様子であり、県薬が協力を断った場合には
同大学出身薬剤師の名簿の提供が期待できないこ
とや会員外薬局での実務実習の実施などが予想さ
れることから、質の高い薬剤師の養成を条件とし
てこの要請を受け入れる選択肢もあるが、県薬と
しての態度はまだ明らかにしていないことが報告
された。なお、この対応については、会長に一任
された。

イ．「あなた（薬剤師）はどう変わる」シンポジウム
11月５日（土）午後３時30分から５時30分まで岡
山アークホテルにおいて、医療制度改革と薬学教
育６年制によって薬剤師はどの様に変わるかとい
う内容で岡山県薬の主催で開催され、150人を超
える参加者があったこと、藤井基之参議院議員等
５名がシンポジストを務められたこと等が報告さ
れた。

ウ．薬局実務実習に関するブロック会議
11月５日（土）午後３時30分から６時まで岡山
アークホテルで開催され、長期実務実習のタス
クフォースの養成に当たっては、２日間の実務実
習等を含めて現在の研修は日程的に非常に厳しい
との意見が各県から出されたこと、11月16日（水）
にはブロック理事11名が日薬理事会でもこの実態
を勘案してもらうよう申し入れをしたことが報告
された。

エ．正・副会長、代議員会正・副議長会議
薬事衛生会館の解散と統合に関して、行政から臨
時代議員会の開催について助言があったが、正・
副議長出席の会議において状況説明の上了解を
得、議事録を保存することによって臨時代議員会
の開催に代えることとして行政の理解を得たた
め、11月10日（木）にこの会議を開催したことが
報告された。

オ．全体理事会
11月10日（木）
（常務理事会の構成員は出席しているため、報告
を省略。）

カ．支部長･理事合同会議
11月12日（土）於　広島東急イン
（常務理事会の構成員は出席しているため、報告
を省略。）

キ．21世紀、県民の健康とくらしを考える会役員会
11月17日（木）に広島医師会館で国民皆保険制度
を守るため15、16の医療関係の団体が参加して開
催され、医師会は一医院つき300名（勤務医は50

名）目標に署名を集めることとしていること、日
薬ではこの署名については、１枚に10名記載の用
紙となっているので10名を目標とすることとなっ
たことが報告された。
また、12月１日（木）午後６時30分から、広島県
民文化センターにおいて、広島県医師会の主催で
「21世紀、県民の健康とくらしを考える会」によ
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る国民皆保険制度を守り、患者負担増を阻止する
広島県民集会が開催される旨の報告があった。

ク．第21回アジア薬剤師会連合学術大会（ＦＡＰＡ横
浜大会）の分担金について
10月８日（土）に開催された地方連絡協議会で了
承されたもので、各県の分担額を同等とすること
については難色を示した県薬があったものの分割
払いすることが決まり、額には変更がなかったこ
とが報告された。

（豊見副会長・田口常務理事）
ア．平成17年度社会保険指導者研修会

10月22日（土）に東京都内のタイム24ビルで厚生
労働省によって開催されたが、内容については未
定の段階であり、特別の話はなかった旨報告さ
れた。

（豊見副会長・宗常務理事）
ア．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
10月23日（日）に広島県民文化センターふくやま
で開催して、県薬務室の担当者によって薬局業務
運営ガイドラインについて、担当役員によって基
準薬局認定基準や保険請求事務等について研修を
実施したことが報告された。

（平井副会長）
ア．広報委員会

10月21日（金）に11月号、11月４日（金）に新年
号の会誌について編集作業を行ったことが報告さ
れた。

（宗常務理事）
ア．第44回中四薬学会シンポジウム・ワークショップ

11月13日（日）に松山市総合コミュニティセン
ターにおいて福山大学中村明弘先生ほか５名の講
演に対してシンポジウムがあり、薬学部学生の長
期実務実習開始に向けた取り組みについて、実務
実習モデル・コアカリキュラム実現に向けた取り
組みや実習トライアル、事前実習トライアルの発
表があったこと、シンポジウムに続いて愛媛県薬
剤師会の会場においてワークショップが開催され
たことが報告された

（田口常務理事）
ア．第13回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
10月28日（金）に岡山県薬業会館で開催され、来
年度の病院実習について現在の薬局実習と同様に
調整機関的なものを設けて調整していくこと、ま
た、来年の２月11、12日に薬剤師のためのワーク
ショップを岡山県薬の主催で開催し、機構として
は来年度３回、再来年度５回のワークショップを
計画していくこととし、来年度は７月に徳島文理
大学、８月に福山大学、それ以降に就実大学か広
島国際大学でワークショップを開き、各県で指導
的な立場のタスクになれる人をメインに組んでい
くこととされていることが報告された。

イ．感染症講習会
11月２日（水）に福山市医師会館、11月９日（水）
に市立三次中央病院で開催され、行政から鳥イン
フルエンザや新型インフルエンザに対応した行動
規範及びタミフルの備蓄に関する説明が行われた

ことが報告された。
（第38回日本薬剤師会学術大会関連）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会決算について打合会
（森井副会長）
11月２日（水）に開催し、（株）コンベンション
リンケージから提出された決算見込みについて、
運営委員会（総務・財務担当）を開催して協議す
ることとしたことが報告された。

イ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）（松下副会長）
11月15日（火）に開催し、（株）コンベンション
リンケージが持参した大会経費決算見込みについ
て検討したこと、今後、最終的な数字が固まった
段階での請求内容を精査し、適正な金額を総務・
財部担当で決定のうえで支払うこととしている旨
報告された。

２．その他の委員会等報告事項
次の事項について、報告があった。

（１）第58回広島医学会総会
11月12日（土）・13日（日）於　広島医師会館

（２）第44回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国四国支
部学術大会
11月2日（土）・13（日）於　松山市総合コミュニ
ティセンター

（３）日本薬剤師会薬剤師業務に関する特別委員会（前
田会長）
11月15日（火）於　東京・日薬
リスク分けに関して、11月18日（金）に厚生労働
省との詰めが実施されることになっており、薬剤
師のみの取り扱いとなる第１類、薬剤師とその他
の専門家（薬種商）の取扱いとなる第２類、誰で
も扱える第３類となる見通しであるが、第１分類
とされるのは僅か11成分であるなど、専門家であ
る薬剤師としては区分に問題があるとの報告が
あった。

（４）日本薬剤師会平成17年度第６回理事会
11月16日（水）於　東京・日薬

（５）平成17年度青少年育成県民運動推進大会
11月16日（水）於　広島市西区民文化センター

３．審議事項
（１）（社）広島県薬事衛生会館の解散とこれに伴う財産

及び業務の引継ぎについて
ア．引継ぎに伴う平成17年度（平成17.12.１～平成18.

３.31）事業計画及び収支予算について
理事会での説明と同様とされた。

イ．上記に伴う会館受け入れ特別委員会の設置につ
いて
薬事情報センターの事業及び検査センターの事業
を担当する役員は、委員に就任することとされた。

ウ．その他
建物の現在の名称である「広島県薬事衛生会館」
は、「広島県薬剤師會館」とされた。

（２）平成18年度事業計画（案）及び収支予算（案）に
ついて（森井副会長）
次回常務理事会までに、薬事情報センター、検査
センターを含め各分担毎に作成することとされた。
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（３）広島県医療安全推進協議会委員の委嘱について
（松下副会長）
委嘱依頼：松下憲明副会長
任期：平成17年11月21日～平成19年11月20日
依頼どおり委嘱を承諾することとされた。

（４）「（新型インフルエンザに関わる）抗インフルエン
ザウイルス薬等医療資材の整備検討協議会」委員の
委嘱について（豊見副会長）
委嘱依頼：豊見雅文副会長
依頼どおり委嘱を承諾することとされた。

（５）備蓄検索システムの整備について（豊見副会長）
整備することが承認された。

（６）会員数の調査について
（平成17年10月31日現在）
全体として22名の増加となっている。

（７）平成17年度（平成17年11月から平成18年３月）行
事予定について（案）
資料のとおり。（森井副会長）

（８）後援、助成及び協力依頼等について
ア．がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のため
の講習会の後援名義使用について
と　き：平成18年１月21日（土）（森井副会長）
ところ：広島健康福祉センター
主　催：（財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター
後援名義の使用を承諾することとされた。

イ．薬剤師の漢方セミナー（仮称）の主催依頼につい
て（森井副会長）
と　き：平成18年３月４日（土）
ところ：旧広島県薬事衛生会館
依頼者：（株）ツムラ
当日は理事会の開催が予定されており、調整する
こととされた。

４.その他
（１）次回常務理事会の開催について

12月15日（木）午後６時
議事要旨作製責任者は、有村健二常務理事とさ
れた。

（２）平成17年度広島県知事表彰（薬事功労）
受賞者児玉信子氏（広島支部）

檜井義彦氏（安佐支部）
上記受賞者の決定が紹介された。

（３）その他行事報告
ア．薬局実務実習に関する合同打合会

11月18日（金）於　東京・日薬
イ．感染症講習会

11月18日（金）於　安芸地区医師会館
ウ．広島大学医学部創立60周年記念講演会、記念式
典、祝賀会
11月18日（金）・19日（土）於　広島大学医学部
広仁会館外

エ．ＮＰＯ法人広島県介護支援専門員協会設立披露会
11月19日（土）於　ホテルサンルート広島

オ．第38回日本漢方交流会全国学術学術総会・広島
大会
11月19日（土）・20日（日）於　広島大学医学部
広仁会館外

カ．平成17年度大阪府薬薬剤師会「未来を担う薬剤師

フォーラム」
11月19日（土）・20日（日）於　大阪市

キ．第５回ケアマネジメント学会
11月20日（日）於　広島国際会議場

ク．平成17年度厚生労働省薬剤師実務研修口頭試問
11月22日（火）

ケ．認定基準薬局制度運営協議会
11月22日（火）

コ．保険薬局部会特別委員会
11月24日（木）

サ．平成17年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
11月25日（金）東京・長井記念ホール

シ．職員旅行
11月26日（土）・27日（日）於　城崎方面

ス．第22回広島県薬事衛生大会
12月１日（木）於　エソール広島

セ．平成17年度薬祖神大祭
12月１日（木）於　旧広島県薬事衛生会館

ソ．平成17年度臨床薬学実習（４年生）発表会
12月３日（土）於　広島大学医学部総合薬学科講
義棟

タ．広報委員会
12月６日（火）、20日（火）

チ．第25回福山大学薬学部卒後教育研修会
12月10日（土）於　福山大学薬学部

ツ．常務理事会
12月15日（木）

テ．日本薬剤師会平成17年度試験検査センター技術講
習会
12月15日（木）・16日（金）於　東京・長井記念
ホール

ト．平成17年度第２回JPPNW（IPPNW日本支部）理
事会
12月17日（土）於　広島医師会館

ナ．広島大学歯学部創設40周年記念国際シンポジウム
１月８日（日）於　広島大学医学部広仁会館

ニ．平成18年薬事関係者新年互礼会
１月12日（木）於　旧広島県薬事衛生会館

ヌ．日本薬剤師会平成17年度第６回理事会
１月18日（水）於　東京

ネ．日本薬剤師会新年賀詞交歓会
１月18日（水）於　東京

ノ．常務理事会
１月19日（木）

ハ．日本薬剤師会代議員会議事運営委員会
１月19日（木）於　東京

ヒ．日本薬剤師会代議員会中国ブロック会議
１月28日（土）・29日（日）於　島根県出雲市

（連盟関係）
ア．全国藤井もとゆき薬剤師後援会総会

11月29日（火）於　東京・赤坂プリンスホテル
イ．藤井もとゆきと語る会

11月29日（火）於　東京・赤坂プリンスホテル
ウ．広島県薬剤師連盟正・副会長、正・副幹事長会議

12月10日（土）
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行　　事　　内　　容日　　付
11月18日 金 ・感染症講習会（安芸地区医師

会館）
19日 土 ・広島大学医学部創立60周年記

念式典並びに祝賀会（広島全
日空ホテル）
・ＮＰＯ法人広島県介護支援専
門員協会設立披露会（ホテル
サンルート広島）

19～20日 第38回日本漢方交流会全国学術
学術総会・広島大会（広島大学
広仁会館及び薬用植物園、広島
県薬事衛生会館）

20日 日 第５回ケアマネジメント学会
（広島国際会議場）

21日 月 健康食品の正しい知識の普及に
関する特別委員会（３回）（地
対協）（広島医師会館）

22日 火 ・平成17年度厚生労働省薬剤師
実務研修口頭試問
・認定基準薬局制度運営協議会

24日 木 保険薬局部会特別委員会
26～27日 職員旅行（城崎方面）

29日 水 業務分担３担当理事打合会
30日 火 薬局実習受け入れ実行委員会

12月１日 木 ・平成17年度世界エイズデー
・第22回広島県薬事衛生大会
（エソール広島）
・平成17年度薬祖神大祭
・国民皆保険制度を守り、患者負
担増を阻止する広島県民集会
（県民文化センター）

３日 土 平成17年度臨床薬学実習（４年
生）発表会（広島大学医学部総
合薬学科）

６日 火 広報委員会
７日 水 日本薬剤師会学術大会に関する

打合会（東京）
８日 木 保険薬局部会担当理事打合会
９日 金 業務分担①（県民の福祉・医

療・保健衛生向上のための活
動）担当理事打合会

10日 土 第25回福山大学薬学部卒後教育
研修会（福山大学薬学部）

13日 火 業務分担④（薬局等の薬剤師業
務）担当理事打合会

14日 水 業務分担⑦（その他の事業）担
当役員打合会

15日 木 ・社会保険医療担当者（保険薬
局及び保険薬剤師）の集団的
個別指導（集団部分）
・常務理事会

15～16日 日本薬剤師会平成17年度試験検
査センター技術講習会（東京）

17日 土 平成17年度第２回JPPNW（IPPNW
日本支部）理事会（広島医師会館）

20日 火 広報委員会

行　　事　　内　　容日　　付
10月21日 金 広報委員会

22日 土 平成17年度社会保険指導者研修
会（東京）

23日 日 ・認定基準薬局新規申請及び更
新薬局、保険薬局指定申請薬
局との共同研修会（広島県民
文化センターふくやま）
・平成17年度広島県介護保険専
門員実務研修受講試験日（広
島大学）

28日 金 第13回病院・薬局実務実習中国・
四国地区調整機構会議（岡山）

11月２日 水 ・平成17年度「広島県高校生の
がん予防講演会」（広島市立
基町高等学校）
・感染症講習会（福山市医師会館）

４日 金 広報委員会
５日 土 ・「あなた（薬剤師）はどう変

わる」シンポジウム（岡山）
・薬局実務実習に関するブロッ
ク会議（岡山）

６日 日 広島県知事選挙投票日
９日 水 感染症講習会（市立三次中央病院）
10日 木 ・第55回全国学校薬剤師大会

（滋賀）
・正・副会長会議、代議員会
正・副議長会議

10日 木 全体理事会
12日 土 支部長･理事合同会議（広島東

急イン）
12～13日 第44回日本薬学会・日本病院薬

剤師会中国四国支部学術大会
（松山市）

13日 日 第44回中四薬学会シンポジウ
ム・ワークショップ（松山市）

15日 火 ・市町等高齢者保健福祉・介護
保険主管課長会議（広島県健
康福祉センター）
・日本薬剤師会薬剤師業務に関
する特別委員会（東京）
・第38回日本薬剤師会学術大会
運営委員会（総務・財務担当）

16日 水 日本薬剤師会平成17年度第６回
理事会（東京）

17日 木 ・21世紀、県民の健康とくらし
を考える会役員会（広島医師
会館）
・常務理事会

18日 金 ・薬局実務実習に関する合同打
合会（日本薬剤師会）
・広島大学医学部創立60周年
記念講演会（広大医学部広
仁会館）

県 薬 日 誌 
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行事予定（平成18年1月～平成18年3月） 
 

 1月 4 日（水）仕事始め 

 1月 8 日（日）
広島大学歯学部創設40周年記念国際シンポジウム（広島国際会議場） 

 1月 9 日（月） 

 1月12日（木）平成18年薬事関係者新年互礼会 

 1月14日（土）全国家庭教育フォーラム（広島国際会議場） 

 1月18日（水）日本薬剤師会平成17年度第7回理事会（東京） 

　　　〃　　　　日本薬剤師会新年賀詞交歓会（東京） 

 1月19日（木）常務理事会 

　　　〃　　　　日本薬剤師会代議員会議事運営委員会（東京） 

 1月28日（土）
日本薬剤師会代議員会中国ブロック会議（島根） 

 1月29日（日） 

 2月 3 日（金）平成17年度日本薬剤師会農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会（東京） 

 2月 4 日（土）
中・四国会長会（鳥取）

 

 2月 5 日（日） 

 2月10日（金）平成17年度日本薬剤師会農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会（大阪） 

 2月11日（土）
日本薬剤師研修センター第2回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ（東京） 

 2月12日（日） 

 2月16日（木）常務理事会（定例） 

 2月18日（土）支部長･理事合同会議 

 2月19日（日）認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指定申請薬局との共同研修会 

 2月23日（木）常務理事会 

 2月24日（金）日本薬剤師会平成17年度第8回理事会（東京） 

 2月25日（土）
日本薬剤師会第100回通常代議員会（東京） 

 2月26日（日） 

 3月 2 日（木）全体理事会 

 3月 4 日（土）全体理事会 

　　　〃　　　　第6回日本褥瘡学会中国四国地方会（広島国際会議場） 

 3月 8 日（水）日薬連定時評議員会 

　　　〃　　　　日薬連定時総会 

 3月16日（木）常務理事会 

 3月21日（火）第35回広島県薬剤師会通常代議員会 

｝ 

｝ 

｝ 

｝ 

｝ 
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広島支部 

堀 　 加奈子 

　私が認知症の祖母との壮絶な介護生活から
教わった事、それは相手を思う心の大切さ。
それは綺麗事ではなく、人の根本なのだと。
まだまだ未熟な私ですが、患者様に心沿わせ
ていける薬剤師目指して日々頑張ります。 

ほり か な こ 

大竹支部 

有 川 正 恵 

　大竹に引越して２年になります。家と職場
と息子の小学校が半径50ｍ以内でとても便利
な所です。息子の小学校では、地域の方がボ
ランティアでビオトープを作って下さり、自
然観察が身近で出来て勉強になります。 

あり かわ まさ え 

三原支部 

吉 浦 史 明 

　30才が近づくにつれ、ズボンのウエストが
きつくなってきました。これはやばいと思い
野球チームを作って運動を始めましたが、試
合や練習の次の日、必ずすごい筋肉痛が！！ 
やっぱり年には勝てんなー（>_<） 

よし うら ふみ あき 

安芸支部 

酒 井 須美子 

　こんにちは。私は育児などで何年か調剤か
らはなれておりましたが、再び薬剤師として
勤務できることをとても幸せに感じておりま
す。周囲の方々に助けてもらって頑張ってい
こうと思います。よろしくお願い致します。 

さか い す み こ 

会 員 紹 介  会 員 紹 介  会 員 紹 介  ○ 34○ 34○ 34

安芸支部 

吉 岡 克 子 

　４月に山口から引っ越してきました。育児
などでお休みしていた期間が長かったので、
今、周囲の方々に助けていただきながら頑
張っています。転勤族ですので、あと広島に
何年いられるか…？ですが、よろしくお願い 
致します。 

よし おか よし こ 

福山支部 

小 林 啓 二 

　教えてもらいながら、趣味で絵を画いてい
ます。最初は、デッサンから、形がとれるよ
うになったら、色鉛筆で色の重ね方を習い、
今は水彩画にチャレンジしています。画用紙
の、裏も表も分からなかったのが、少しづつ、
上達して来て楽しんでいます。 

こ ばやし けい じ 
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平成17年度 医薬品のより良い使用推
進講習会開催案内

１　目的

医薬品の有効性・安全性を確保するために

は、患者自身が医薬品を正しく使うことを理解

して服用することが必要である。広島県では、

医薬品のより良い使用の知識を広く県民に普及

するため、平成11年度に「医薬品のより良い使

用推進員」（以下「推進員」という。）を育成し、

平成12年度から「広島県医薬品のより良い使用

啓発事業」として各地域のボランティア活動等

を通じて地域に根差した啓発活動を実施してい

るところである。

今年度の事業実施に当たって、推進員等に医

薬品のより良い使用について啓発するととも

に、推進員の行う啓発活動の質的向上を図るた

め、医薬品のより良い使用推進講習会を開催

する。

２　講習対象者

（１）医薬品のより良い使用推進員

（２）その他関係者

３　開催日時及び場所

４　講習内容

（１）医薬品のより良い使用啓発事業について

（講師：広島県福祉保健部薬務室）

（２）薬の基礎知識

（講師：広島県薬事衛生指導員）

（３）高齢者の医薬品適正使用について（仮題）

（講師：広島大学大学院

医歯薬学総合研究科　教授

小澤孝一郎（予定））

５　その他

（１）広島県薬剤師会から、推進員に講習会の

開催について通知する。

なお、推進員は、呉・東広島・福山地区

のいずれかの講習会に参加するものとする。

（２）推進員へ講習会の参加旅費等は支給し

ない。

（３）各地域の実情に応じ、推進員以外にも広

く広報するものとする。

年　　月　　日 時　　　間 場　　　　　所

平成18年２月７日（火） 13：30～15：30
福山地域事務所第三庁舎８階381会議室

（福山市三吉町１－１－１）

平成18年２月８日（水） 13：30～15：30
東広島地域事務所会議棟２階会議室
（東広島市西条昭和町13－10）

平成18年２月15日（水） 13：30～15：30
呉地域事務所第二庁舎11階大会議室
（呉市西中央１－３－25）



2006 Vol.31  No.1　広島県薬剤師会誌64

去る11月26日に「地域包括支援
センターのあり方」と題して、備
北地区医師会主催による、医師、
医療・福祉・保健関係者対象の会
に参加しましたので報告します。

来春からの診療報酬改定で、医療の方に意識が
向きがちですが、介護保険制度の方も実施後５年
が経過し、大きな転換期を迎えています。今まで
の「要支援」「要介護１」の区分が「要支援１」
「要支援２」「要介護１」に変更になることと、地
域包括支援センターの設置です。このセンターは
社会福祉士、保健師、主任ケアマネ（スーパーバ
イザー）で構成され、中立的な立場において、
サービス提供のためのアセスメントを行うという
ものです。現行では利用者の「できない」ことを
「補う」ようなサービスの提供が軽度要介護者の
半数を超えています。（足が悪く、転倒の経験と
そのこわさで外出もままならず、買い物ができな
くなっている方への買い物代行、すなわち「訪問
介護」）。その結果、ADLに変化なし、もしくは
要介護度の悪化がみられたということの反省とし
て、今度の「新予防給付」では「できない」こと
を「できる」よう支援し、そのためのケアプラン
（リハビリなど）をたて、一定期間後再評価を行
う。また、地域支援事業（介護予防）として、介
護保険非申請者・非該当者のADLの低下を早期
発見するために、基本チェックリストを用いてス
クリーニングを行い、適切なフォローを行ってい
く。そして地域でのインフォーマル含め、支えあ
いのネットワークをつくっていく、というもの
です。
おわりに、「専門職のものさしだけで利用者を

はかり、専門サービスの枠に、はめ込んでしまっ

ていないか。本人がどうしたいのか、どう生きた
いのかを理解しているのか」と、話されていまし
た。果たして私はどうなのか。薬剤師としてのも
のさしのみで患者様を計っていなかったか否か。
「ケアプランの再評価」という点においても自ら
の服薬指導結果のアセスメントを行っていたか否
か。とても考えさせられました。また、地域包括
支援センターを取り巻く多職種との連携、という
相関図があるのですが、悲しいかなその中に「薬
剤師」という文字はありません。今後私たち薬剤
師はどう関わっていくのか、また関われるのか
もっと積極的に取り組んでいかなくては介護の分
野で私たちは蚊帳の外になってしまいそうな危機
感を抱きつつ帰路につきました。

平成17年10月30日（日）午前
９：30～午後３：30で、南区地域
福祉センターにて開催された南区
のボランティアフェスティバルに
参加してきました。

このボランティアフェスティバルは南区内でボ
ランティア活動をしているグループや個人、元気
じゃけんみなみ、障害者共同作業所や団体、区内
在住介護支援センターなど様々な福祉活動をして
いる施設や団体等が一緒になって手作りでつくり
あげる手作りのお祭りということらしいです。
会場の南区地域福祉センターでは、駐車場にス
テージや軽食コーナー、募金コーナー、販売コー
ナーがありました。
地域福祉センターの２Ｆで南区医師会、看護協
会南支部とともに広島市薬剤師会コーナーが設置
してあり、お薬に関するアンケート、お薬相談
コーナー、体脂肪測定を行いました。

第９回備北地区在宅医療・ケア講習会に参加して

大島　真弓

＜三次支部＞

三次支部／広島支部／廿日市佐伯支部／三原支部／尾道支部

南区ボランティアフェスティバルへの参加

広島県青年薬剤師会　竹山　知志

＜広島支部＞
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ちなみに医師会は健康相談、看護協会は血圧測定
を行っていました。

【お薬コーナーでの相談実例】

相談例その１：50代の女性
Ｓ）現在薬剤を11種類飲んでいますが、これだけ
飲んで胃腸に害がないかどうか不安である。
ＣＦ＋ＧＩＦで「大丈夫」と言われたようで
ある。

Ｏ）表情が不安そうである。
Ａ）ＣＦ＋ＧＩＦで大丈夫と言われたならば、安
心してよいのではない？

Ｐ）大丈夫だと思いますが、もしどこかおかしい
と感じたら相談を！

相談例その２：80代の男性
Ｓ）果物をたくさん食べると血糖が上がるという
が、本当かね？
今年はたくさん食べた！いちじく、パイン、
ブドウetc…。

Ｏ）
Ａ）たくさん食べていたようですな…（^^;）
Ｐ）…本当です。

相談例その３：40代の女性
Ｓ）体脂肪を減らし、便秘も解消するという市販
薬を飲んでいますが、この薬とサプリメント
は一緒に服用してもよいか？？

Ｏ）市販薬の名称不明。
Ａ）その市販薬の脂肪を吸着する作用があるのだ
ろうか？

Ｐ）はっきりとは断言できませんが、Ｖ.Ａ、Ｖ.
Ｋ、Ｖ.Ｄ、Ｖ.Ｅといった脂溶性のビタミン
は一緒に服用しないほうがよいかもしれませ
んね。

【体脂肪計測定】

例年の事だと思いますが、体脂肪測定コーナー
は大人気で、行列ができるほどでした。
区民の方の健康に対する関心度の高さがうかが
えます。
ちなみにここ２～３年で、少しウエストが気に
なり始めた私（30歳♂）のデータは…、
体脂肪率 21.4％

体脂肪量 15.8％
Ｂ.Ｍ.Ｉ. 22.8％（標準）
肥満度 ＋3.8（標準）

ですが事前の心配どおり、総合評価のところに
は、「過脂肪体質」と書かれていました。
「体脂肪率では標準の域であっても、安心はで
きませんよ！」といういい例でしょうかね。
体脂肪測定は、日常生活に注意を促す上で、大
事な役割を担ってますねー。
カロリーの過剰摂取・運動不足が影響している
のでしょうね。
『カロリー』摂取には気をつけねば…。
本日は貴重な体験をさせていただきました。
広島市薬剤師会の先生方、そして事務局の女性
スタッフの方には大変お世話になりました、あり
がとうございました。
またよろしくお願いします。

11月13日に開催された＜西区民
まつり＞、広島市薬剤師会ブース
での体脂肪測定・血圧測定・薬の
相談コーナーにおいて、青年薬剤
師会としてお手伝い参加してきま

した。
屋外で、またその日寒い一日になったためか、

測定した血圧が普段より高めだという方がわりと
多くいらっしゃいました。『普段から毎日測って
いる』方、『高血圧で治療中』の方の他（…『あ
あ、このキューッとなるのが好き！』だという、
ただただ好奇心旺盛なお子さんもいましたが）、
『血圧が高いのだと気づいていて何もしてはいな
い、けれど気にはなっているので測定してもらい
に来た』という感じの方が何人かいて、ささやか
なアドバイスができました。
体脂肪率測定器は常に稼働状態、大人気でした。
プリンター用紙の交換がなかなかスムーズにいか
ず、そのために別の人の測定結果を誤って渡して
しまい、それに気づいた方がまた戻ってこられ、
もう一度測定しなおしてもらう。…という、イン
シデントまたはアクシデントに属する出来事が少

第21回西区民まつりに参加して

広島県青年薬剤師会　兵頭　祐子
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し起こってしまったのが反省すべき点でしたが。
「簡単に測定できるのですね、どんなしくみ？」
「どんなことに気をつければいい？」などと質問
される方が多数あり、関心の高さがうかがえま
した。
多くの出店や有名スポーツ選手のサイン会な

ど、企画満載で気軽に楽しみに行けるお祭りの場
で、自分の健康状態をチェックできる事が便利で
した。普段の勤務先の薬局ではそんな気軽な感じ
が自分は出せているかな？とふっと思いました。
間違えないように、待たせないように、という気
持ちばかりが強かったなあ。
今後、普段の業務でもわかりやすく正確な情報

を提供しつつ、薬局薬剤師と話すことに興味を
持ってもらいやすいような雰囲気を作っていこう
と思います。

廿日市市は、11月３日廿日市市
と佐伯郡大野町・宮島町の１市２
町が合併し、新生廿日市市として
スタートしました。
あいプラザ祭は、11月６日（日）

あいプラザ（廿日市市総合健康福祉センター）で
小雨のなか、市民約3,000名が詰めかけ、合併後
のイベントとして市内各地から産物の出展もあり
盛大な開催でした。
前日は（副支部長の藏田先生が丹精込めて育て

た）薬草の鉢の搬入、机・イス・パネル板・身長
計などを設置しました。
当日８時30分から体脂肪測定器２台、血圧血流

測定器１台を運び込み、準備していましたが、10

時の開会前から行列が出来スタートしました。
薬剤師会コーナーでは、薬用植物の展示、お薬

手帳のＰＲ、麻薬覚せい剤など薬物乱用防止キャ
ンペーン、体脂肪測定、血圧血流測定、お薬相談、
パンフレットの配布など盛り沢山の事業を実施し
ました。

15時の終了まで、体脂肪測定に251名、血圧血
流測定に235名の市民を測定しました。

その後、雨中のなか搬出しましたが、毎年のこ
ととはいえ、支部会員の手伝いが少なく、大変忙
しい一日でした。来年は、多数の支部会員の参加
協力をお願いします。

三原市民健康まつりが10月29日
（土）・30日（日）の二日間にわた
り、三原駅前のサンシープラザに
おいて例年通り催されました。我
が三原薬剤師会も当然の事ながら

参加し、私達のコーナーに1000人程の来客数を数
え、ひとまずは満足のいく結果となりました。
９名による健康まつり委員会も７月19日の第１

回から直前の９月24日の第６回と、内容を練り上
げました。
薬の相談、面分業促進、健康茶試飲、禁煙、体
脂肪測定の五つのコーナーをどのように展開して
いくか、レイアウトも含め色々と意見を出し合っ
て進めました。
展示用パネルは以前薬剤師会で作成した物の完
成度が高く、そのまま利用することにし、持ち帰
り用のチラシ、パンフレットやアンケート用紙等
は少しの手直しを加えてのリニューアルとしま
した。
健康まつり自体マンネリ化しているのでは？お
客も減少しているのでは？といった根本的な問題
点も上がってきました。
市民に向けて何をどう訴えていくかといった事
も大切ですが、会員各自がもっと内容を理解して
参加していただくための事前講習の充実が大事で
は？という意見には、久々に委員として参加した
私自身にとって反省の感が強くありました。
結局、各コーナーの従来の型をあまり崩すこと
なく、しかし一部手を加えながらいこうという路
線となり、今年は市民参加型として、体脂肪測定
のコーナーを、昨年の測るだけのものではなく、
測った数字を一つの点としてシールでボードに
貼ってグラフ化し、年令と体脂肪率の相関が見え
るようにしました。

あいプラザ祭

支部長　森井　紀夫

＜廿日市佐伯支部＞

健康まつりに参加して

横田　　進

＜三原支部＞
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また、パネルの映像化にチャレンジしてみよう
と、面分業促進のコーナーをパワーポイントで作
成したスライドショーをスクリーンに映し出すと
いう手法に切り替えました。初めてにしてはまず
まず成功と言えるかなと思えるものとなりました。
若い会員さん達に刺激を受け、また支えられな
がら動かせて頂いた今回の健康まつりでありまし
たが、少しでも上を見ようという思いを強くし、
皆様に感謝致したいと思います。

去る11月13日（日）、尾道市総合福祉センター
にて、第23回尾道市民健康まつりが開催されまし
た。好天に恵まれ、多くの市民の方々が参加され
ました。
薬剤師会としては、「薬と健康に関する啓発」

事業の一環として、お薬相談コーナー、薬用植物
展示コーナー、禁煙コーナー、メタボリックシン
ドローム・体脂肪・内臓脂肪コーナーを設け、参
加しました。各コーナーにおいて、病気の症状に
ついてとか、民間薬との併用、タバコの弊害、漢
方薬の効能効果、薬用植物について等、数々の質
問が出ていました。また、メタボリックシンド
ローム・体脂肪・内臓脂肪コーナーは盛況で、
皆々ご自身の数値を標準値と比較して一喜一憂、
どうやって自分の健康を守っていくべきか、食事
内容は？運動は？と、質問が出ていました。外食
産業が乱立し飽食の時代をやり過ごし、“It 's
mottainai!”と詠われる昨今、多くの市民の方が、
徐々に定着している予防医学のあり方を身近な
“食”に求められていると改めて実感させられた
一日でした。

去る10月９日、10日の第38回日
本薬剤師会学術大会は前田広島県
薬会長以下実行委員会の先生方の
ご尽力で大盛況のうちに閉会した
のはまだ記憶に新しいところです。

広島県青年薬剤師会としても、学術大会に向け
て佐々木会長を中心として、出来るだけ盛り上が
るように協力していきたいと考えていました。
広島県青年薬剤師会は、現在西日本各地の若手
薬剤師との交流も展開中で、学術大会懇親会後の
若手の交流会「JPA Congress After Party～広島か
ら薬剤師はもっとつながるのだ！Tonight, the
night～」を開催しました。（11月号諸団体だよ
り・写真は青薬ホームページ＠青薬アットセイヤ
クhttp://www.hiroseiyaku.gr.jp/index.htmlに紹介し
ています）
また一大イベントとして学術大会を盛り上がる
だけでなく、我々青年薬剤師会としても、現在の
活動報告や、学術的な活動のアピールも一緒に行
いたいと思い、時間的な制約がある中、ポスター
発表を青薬単独で２題、そして西日本各地の若手
薬剤師会と共同で２題、計４題ほど発表させてい
ただきました。西日本各地の薬剤師会との交流は、
現在も青薬web上にて継続中で夜な夜ないろいろ
な発現が…。

今回は、ポスター発表の一つ、『若手薬剤師の
会による自己研鑽を支援するシステムの構築～ス
カラーシップ事業～』について簡単に紹介したい
と思います。
広島県青年薬剤師会では青薬会員の学会参加を

尾道市民健康まつり

三浦　吉恵

＜尾道支部＞

広島県青年薬剤師会

諸団体だより 

副会長　竹山　知志

第38回日本薬剤師会学術大会にて
青薬スカラーシップを発表！
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支援する制度として「青薬スカラーシップ」とい
う制度を設けています。学会参加の費用補助を希
望する会員に費用の一部を補助し、学会に参加し
た成果を会員で共有しようという事業です。
スカラーシップとは“奨学金”、あるいは“奨

学金制度”と訳すそうです。奨学金というほどで
はないですが、「意欲のある青薬会員をなんとか
支援・援助していきたい！」というスタンスで事
業を展開しています。
会員の皆さんがこの制度を利用すれば薬剤師会

の学術大会や、医療薬学会年会をはじめとした年
間いくつもある学会や研修会への参加する金銭的
な負担がある程度軽くなるということです。

このスカラーシップ事業の流れは下図に示すよ
うに、①学会へ行きたい、②スカラーシップの申
請、③審査、④受理・許可報告、⑤学会・研修会
への参加、⑥報告会・会報での参加報告、⑦参加
費・交通費の支給、という流れになります。

【スカラーシップの流れ】

スカラーシップ、これまでの実績を以下に示し
ます。

といったところです。

【参加実績】

・中四国薬学会（H13.11、徳島県）
・第７回日本緩和医療学会総会（H14.６、愛媛県）
・医療薬学フォーラム2002（H14.７、千葉県）
・東京都老人医療センター研修（H14.８、東京都）
・第35回日本漢方交流会全国学術大会

（H14.11、東京都）
・がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進の
ための講習会（H15.２、東京都）
・第8回日本緩和医療学会総会（H15.６、千葉県）
・日本社会薬学会第22年会（H15.11、兵庫県）
第14回日本医療薬学会年会（H16.10、千葉県）
・第23回福山大学薬学部卒後教育研修会～輸液
に関する初心者向け実習～（H16.10、福山市）
・第20回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会

（H16.12、京都府）
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参加実績から、おわかりいただけると思います
が、スカラーシップを利用して参加したのは、
「中四薬学会」や「医療薬学会」といったメジャー
な学会ばかりでなく、糖尿病や緩和医療といった
専門的な分野の学会・研修会まで幅広く参加され
ているのが特徴かと思います。これはスカラー
シップ制度を利用された青薬会員の活動の幅の広
さをあらわしていると思います。我々スカラー
シップ委員会としても、メジャーな学会への参加
支援は勿論ですが、それ以外にも・会員の方の業
務に直接活かせる学会や、意欲ある自己研鑽を目
的とした研修会への参加を支援できたらいいかな
と考えています
このスカラーシップの特徴的な制度として、学
会・研修会への参加したことの報告制度がありま
す。学会参加の目的はいろいろ（？）あるでしょ
うが、新しく得た知見の理解をより深めて、確実
に身に着けていただく事も重要だと思います。こ
の報告制度がある事で、申請者は学会で得たこと
を復習することになると考えています。また、報
告記を青薬会報へ掲載していただいています。
現行の制度では、まだまだ不十分な点や改善し
たほうがよいと思われる点があります。今後より
利用しやすい制度にしていきたいと考えています
ので、今後も広島県青年薬剤師会をよろしくお願
いします。

【出雲ip-netの山田淳子さんと】

http://www.hiroseiyaku.gr.jp/
よりスカラーシップのページへ

h

青薬スカラーシップホームページ

新年明けまして、おめでとうご
ざいます
去る11月１日（火）・２日（水）

松山市に於いて「平成17年度学校環境衛生・薬事
衛生研究協議会」が、下記の要領で開催されま
した。

記
第一日目　全体会

（１）特別講演「化学物質を安全に使うには」
講師：愛媛県環境創造センター所長

立川　　涼
（２）講義１「学校における喫煙、飲酒、薬物乱

用防止に関する指導」
講師：文部科学省スポーツ・青少年局学校

健康教育課
健康教育企画室健康教育調査官

鬼頭　英明
（３）講義２「学校環境における衛生動物」

―アレルゲンとなるダニの話　ほか―
講師：松山東雲女子大学教授 石川　和男

○スカラーシップ委員会○

竹山　知志、小田　正範、阿登大次郎、
兵頭　祐子、須藤　正義

広島県学校薬剤師会

副会長　作田　利一

平成17年度学校環境衛生･薬事衛生研究協議会
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第二日目　部会別分科会

第一日目は午前中に「講義１」があり、午後に
「講義２」及び「特別講演」が行われました。講
義１では初めに喫煙、飲酒、薬物乱用の現状報告
があり、それぞれ学年別に意識調査の集計結果が
グラフで示されました。
飲酒、喫煙に対する関心と薬物に対する印象の

クロス集計では、肯定的な考え方を持つグループ
は、薬物に対する印象も肯定的であり、薬物使用
に対しても個人の自由と回答した割合が高い集計
結果が示されました。やはり小学校でのしっかり
とした喫煙、飲酒の指導が重要である事を改めて
痛感した次第です。
講義２ではダニの研究者として興味深い講演を

していただきました。ダニは土壌、水域、植物、
動物、食品、建築物等、衣食住のあらゆる所に生
息しています。日本では1,800種以上記載、実際に
は3,000種以上が生息しているものと思われます。
ダニと聞くと眉をひそめる人が多いと思いますが、
ある種のダニはチーズの表面で繁殖しそのチーズ
のコクや旨みを醸し出しているのです。ダニは節
足動物に属し海老やカニの仲間ですから、食べれ
ばきっと美味しいはずです？？？　興味のある方
はぜひ一度ご賞味あれ！！ただしアレルゲンとな
らない種類のダニをチョイスして下さい。
学校環境衛生の基準値を超えている場所とし

て、意外にもコンピュータ教室が多いとの指摘が
ありました。これには換気や掃除があまり行われ
ていないことが関係していると思われます。
特別講演で特に印象に残ったのは、「毒性とは

endless、終点がない。」ということでした。有機
塩素化合物、ＰＣＢ、ダイオキシン、フロン、ア
スベスト…まさにendless、そもそもダイオキシン
類は商品ではなく、それを作る人も買う人もいま
せん。しかしごみ焼却場からのダイオキシン類の
大量発生が判明しました。これはまったく予期し
ていないことであり、今後もいつどのような形で
毒性のある物質が現れるか、まったく予測がつか
ない事を意味しています。
いわゆる“環境ホルモン”と呼ばれている物質

が存在する以上、私たちは一種類の物を多量に食
べることをやめて、リスク分散を図るのが賢明で
しょう。

秋晴れの穏やかな瀬戸内海に、
白い波を立てて走る私たちの船は、
正午過ぎ、直島に到着した。「子ど

もたちのために夢のある島を創りたい」という思
いが、着々と実現に移されている島、直島である。

バスは山道を少し走った所で止まった。2004年
11月に開館した地中美術館前である。美術館とは
いえ何処にも建物らしきものはない。あるのはコ
ンクリートの広い坂道のみである｡地中美術館は
その名が示すとおり建物の大部分が地中にある。
世界的な建築家である安藤忠雄は風景を損なうこ
とのないよう、あえて外観のない建物を設計した
という。パリ郊外ジベルニーにあるモネの「水の
庭園」を模した睡蓮の池を左に見ながら、坂道を
登っていく。登りつめたころに、左に曲がる屋根
のないコンクリートの廊下が現われ、私たちは山
肌をくりぬいた地中美術館入口へと吸い込まれて
行った｡
地中美術館には４人の芸術家の作品が展示され
ている。

安藤　忠雄（1941～）
この美術館は、自然と人間との関係を考える場
所として、安藤忠雄によって設計された｡私たち

広島県女性薬剤師会

理事　西谷　静子

「直島文化村」を訪ねて

地中美術館の入口
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は薄暗い廊下を進んでいく。採光といえばコンク
リートの廊下の壁に開けられた30cmほどのスリッ
トから漏れる自然光だけである。目が慣れてくる
と、左前方が明るくなって、四角形の小さな中庭
が現れてきた。それはコンクリートで囲まれてお
り、トクサが植えられている｡トクサは棒状の常
緑のシダ植物で、円筒形で分枝しない原始的な植
物である。この美術館を設計した安藤忠雄は、こ
の「四角形の中庭」に自然の一部を取り込んでい
るという。このトクサの中庭を見ながら、階段を
ぐるりと回り奥へ進んでいく。眼下に三角形のや
や大き目の明るい中庭が現われた。この「三角形
の中庭」の床面には瓦礫が敷かれている。この石
ころは岡山県新見市の石灰岩産地から運ばれてき
た石灰岩とのことで、ここにも自然が取り入れら
れているようだ。

クロード・モネ（1840～1926）
入口を抜けると、地下一

階のロビーがあり、分厚い
木製のベンチ「家具」が真
ん中に置かれていた｡ここ
で靴を脱ぐことを要求され
る｡靴を脱いで入る美術館
も初めてである。スリッパに履き替えて歩く床は、
２cm四方の滑らかな大理石が敷き詰められてお
り、クロード・モネの部屋へと続いている｡この
大理石はミケランジェロが使った大理石と同じ産
地のものであるという。
モネの部屋に入った。壁も床も天井も白い大き
な部屋で、サイズやデザイン、素材までもモネの
絵画と空間を一体化するために設計されている。
ここは、地中に作られた空間でありながら、自然
光のみでモネの絵５点を鑑賞できるしくみになっ
ている。夕方の光を描いた正面の絵が最も大きく、
巾６ｍの大作であり、柳の葉擦れの音が聞こえる
ようで美しい。初夏のよく晴れた青空のように爽
やかな絵、オレンジ色の夢のようにやさしい絵、
深く沈んだ青色と赤い睡蓮の絵など、どの絵も私
が今まで見たこともない抽象的な絵である。白内
障を患って視力の乏しくなっていたモネの最晩年
の作品である。

ウォルター・デ・マリア
1970年代欧米の芸術家達は、こぞって屋外に出
て自然の中で作品を制作するというランドアート

が盛んになった。その先駆者となったのがウォル
ター・デ・マリアである。

巾10ｍ、奥行き24ｍという階段式の大きな部屋
の真中に、直径2.2ｍの真っ黒い花崗岩の球体と、
27対の金箔を施した木製の彫刻柱、三角、四角、
五角柱の３本がランダムに組み合わされて空間を
構成している。天井には３ｍほどのスリットが東
西に細長く明けられており太陽の動きによって部
屋の中の光が微妙に変化していく仕組みになって
いる。そして時折ドラムの音が聞こえる。これは
デ・マリアの音であり、静寂を引き裂くようにこ
だまする。このような展示方法はインスタレー
ションと呼ばれる。
この部屋はとても居心地がよく、いつまでもこ
うして座っていたい。しかし、私はここで何をど
のように鑑賞したらいいのだろうか。いや、この
ようなコンテンポラリアートというものは、見る
だけのものでなく体感するものなのかもしれない。

ジェームス・タレル（1943～）
光そのものを提示するアートである。光を部屋
の隅に照射しているだけなのに、見る者はあたか
も光る物体が空中に浮かんでいるかのように見え
る。また別の部屋では、暗い階段を上っていくと
青いスクリーンが見える。近づいてみるとそれは
平面のスクリーンでなく、青い部屋であった。
入ってみると部屋の奥行きも巾も定かではなく、
私は無限の青い光に包まれているような何とも不
思議な心地良さを感じた。

バスの中で考えた…モネとの関係
アートに抱かれていたかのような満ち足りた気
持ちで地中美術館を出た。この美術館は別名「直
島コンテンポラリアートミュージアム」という。
安藤、マリア、タレルはわかる。しかし、なぜそ
こにモネなのだろう？モネは印象派後期の巨匠で
ある。決して現代ではない。あのモネの部屋がコ
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ンテンポラリアートなのだろうか。なぜピカソや
マチスでなくモネなのかという疑問が湧きあがっ
てくる。先ほど私は、最晩年のモネの絵を見て抽
象画のようだと思った。カンジンスキーはモネの
絵に画風を学んだという。現代アートの幕開けを
提唱した偉大なる芸術家モネの側面を垣間見たよ
うな気がした。

ベネッセハウス
地中美術館から

少し山を下った所
でバスを降りる。
小春日和の坂道を
ひたすら登ると、
灰褐色の大理石と
コンクリートの打ち放しの外壁が見えてきた。自
然の景観を壊さないように控えめに建てられた安
藤忠雄設計のもう一つの美術館「ベネッセハウス」
である。あくまでも主役は自然、「可能な限り見え
ない建物を」というコンセプトのもと、山肌に寄り
添うように建てられ、半ば山の中にもぐっている。
館内に入った。部屋は上下にくねり、左右に広

がり、どこまでがひとつの部屋なのか判明しない。
暗いスペースがあるかと思えば、底ぬけに明るい
場所もある。それぞれの場所には、たくさんの
アーティストによるさまざまな作品が置かれてお
り､不思議に瀬戸内の風になじんでいる。流木を
素材にした芸術作品もあれば、つぶれたヤカンを
素材にしたアートもある。
地下には高いコンクリートの壁で四角に区切ら

れた部屋があり、安田侃
かん

の大理石の作品「天秘」
が置かれている。チャイナマーブルのように白く
滑らかで、そら豆のような形をした大きな大きな
作品である。この「天秘」の上に寝転んで、四角

に区切られた吹き抜け
の空を眺めた。広々と
した海原で見る空と、
この四角に区切られた
空とどちらが高いか？
答えは明確である。

海岸道路
ベネッセハウスを出て、海沿いにバスは走る。

ふと見ると、桟橋の先に巨大な「南瓜
かぼちゃ

」が鎮座し
て四国の方を眺めている。ここにもランドアート
のメルヘンがある。

家プロジェクト
直島の城下町として栄えた地区には、瀬戸内の
伝統的な家屋が今にその面影を残している。日本
建築の持つ素材の美しさや技法の合理性を残し、
修復して、ただのノスタルジーではなく、家その
ものを作品化するのがこのプロジェクトのコンセ
プトである。

「南寺
みなみてら

」
バスを降りると、外壁は黒い焼杉張りで窓の無
い細長い建物が目に入った。安藤忠雄の作品とい
う。土塀の方へぐるりと回って中へ入る。中は全
くの暗闇。隣に人が居るのか居ないのか、孤独と
恐怖の暗闇である。じっと耐える。固まったまま
の自分以外は何も無い。長い時間が過ぎてようや
く前方にぼんやり明るみが見えた。手をかざすと
確かに自分の５本の指が見える。この安堵と喜び。
これはジェームス・タレルの「アパチャー」とい
う作品である。タレルは「暗闇から、見えるまで
の全過程を大切にしてほしい」という。建物の外
では、明るい日差しの中で、何事もなかったよう
に普通の時間が流れていた。

「角屋
かどや

」
庄屋ででもあったのだろうか、土塀を従えた門
構えの立派な家である。屋根は切り妻・本瓦葺。
中へ入ってみると、そこは幽玄の世界である。水
を張った床がさざなみを打ち、水の中には１から
９までの数字の光がゆらめいては消え去り､また
向こうに灯る。時間はゆっくりと流れ見ていて飽
きない。この家に住んでいた人々のいとなみが
アーティストにより有機的にイキイキと現代に
つながって見えた。

終わりに
駆け足で巡った直島文化村に造られた自然と

アートとの融合プロジェクトであったが、この旅
は、アートと自然、地域社会、そして人間とのか
かわりあいを考え、そしてアートは私たちに何を
してくれるのかをも考えるいい機会となった。コ
ンテンポラリアートの懐に抱かれたような心地良
い、満ち足りた想いを胸に、帰路についた。なめ
らかな瀬戸内海に沈む夕陽のおだやかで美しい光
を眺めながら…

おわり
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日　時：平成17年12月10日（土）14：00～

場　所：福山大学キャンパス

平成17年12月10日（土）午後２時から第25回福
山大学薬学部卒後教育研修会を福山大学キャンパ
スにおいて開催しました。今回は「コミュニケー
ション」をテーマとして取り上げ、参加型研修と
して演習・ワークショップ形式で実施しました。
模擬患者とのロールプレイを参加者全員が体験で
きるようにするため、人数制限を設け、事前予約
制としました。
講師は菅奈奈美先生（松田薬品工業株式会社）、

模擬患者としては岡山ＳＰ研究会の６名の方々に
ご協力頂きました。
日比野俐薬学部長代行（卒後教育委員会委員長）
の挨拶に引き続き、参加者22名が６グループに分
かれて、「野球拳」と「頭文字自己紹介」でアイ
スブレーキングを行いました。
第一部：「怒りを受け止める」

第一部では、患者の怒りをどのようにして受け
止めるかをテーマにロールプレイを行いました。
参加者は薬剤師役で、「怒鳴る」、「反抗する、に
らむ」、「説教する」、「嫌みを言う」、「薬をひった
くる」患者への対応を、ロールプレイで体験しま
した。そして、グループごとにテーマ（例えば
「怒鳴る」など）を決めてアプローチ案を話し合
い、全員の前で発表しました。グループ討論の際
には、模擬患者が各グループに１名ずつ加わりま
した。そして、対応策を頭で考えるだけでなく、
模擬患者相手にアプローチ案を実行しながら案を
まとめました。患者の気持ちを確認しながらアプ
ローチ案を討論することは、模擬患者演習ならで
はの試みであり、参加者にとって非常に有用な機
会となりました。
第二部：「不安に寄り添う」

第二部では「患者の不安を薬剤師としてどのよ
うに受け止め、寄り添うか」をテーマとしました。

参加者は、模擬患者が演じる「泣き崩れる患者」、
「将来について質問攻めする患者」、「不自然に明
るい患者」への対応をロールプレイで体験しまし
た。そして第一部と同様に、グループごとに模擬
患者とロールプレイを重ねながらアプローチ案を
検討し、発表しました。
日常業務の中で、自分自身の患者対応に関して、
患者から感想や意見を聞ける機会はなかなかあり
ません。また薬剤師同士が互いの患者対応を見学
したり、話し合ったりする機会も乏しいようです。
本研修会での岡山ＳＰ研究会の皆さんの迫真の演
技、ロールプレイ後の患者としての気持ちの振り
返り、そして模擬患者を活用したグループ討論は、
参加者の方々に非常に好評でした。参加者から頂
いた意見や感想を参考に、今後も模擬患者とのコ
ミュニケーション演習を企画して参りますので、
会員の皆様のご参加をお待ちしております。
最後になりましたが、本研修会は、広島県薬剤
師会、広島県薬剤師研修協議会の共催であり、関
係各位に深く感謝いたします。

第25回福山大学薬学部卒後教育研修会
「コミュニケーション　模擬患者演習」

―患者の「怒り」を受け止める、「不安」に寄り添う―

薬学部卒後教育委員会　委員　中村　明弘

ロールプレイのオリエンテーション風景
（右端が菅先生、中央が岡山SP研究会の皆様）
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研 修 だ よ り
薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をま

とめました。大学、同窓会が主催する研修会等で
公開で開催されるものについても掲載いたします
ので、事務局までご連絡下さい。
なお、他支部や他団体、薬事情報センターの研

修会については、準備の都合もありますので事前
にお問い合わせください。

広島県の研修認定薬剤師申請状況

平成17年11月30日現在　389名（内更新243名）

開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

1月8日（日）13:00～9日（月・祝）12:30
広島市国際青年会館（アステールプラザ）
「今年も合宿！知っピンノート第３版基礎編完成！全疾患を一気に
カバー」

東京大学病院臨床試験部　青木　敦　先生

青年薬剤師会
青年薬剤師会学術

1日目
3

2日目
2

会　員　7,000円
非会員　9,000円
宿泊しない場合
会　員　5,000円
非会員　7,000円

1月8日（日）
新年シンポジウム『咳について』

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

3
会　員　無料
非会員　3,000円

1月11日（水）19:00～21:00 尾道ポートプラザホテル
病位と症状別処方の運用法『風湿痛用』麻黄加述湯、麻黄杏仁意苡甘
草湯、防巳黄耆湯、当帰粘痛湯、桂枝附子湯　甘草附子湯、鳥頭湯

小太郎漢方㈱　学術専任講師　山内　一晃　先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

1月14日（土）15:00～17:00 広島県薬剤師会館4F講堂
第373回
・薬事情報センターだより
・製品情報「APL治療剤アムノレイクについて」

日本新薬株式会社　学術部　松h 卓士　先生
・特別講演「白血病の病態と治療」
広島大学原爆放射線医科学研究所血液内科　兵頭　英出夫　先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

1月18日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
小児喘息について

日赤病院　村上　隆子　先生

三原支部
三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

1月18日（水）18:45から21:00 尾道国際ホテル2F「慶安の間」
『脳梗塞の病型診断にもとづいた急性期治療』

秋田県立脳血管研究センター副病院長　鈴木　明文　先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

1月20日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
当帰と柴胡を含む処方の適応（補血剤Ⅱ）

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏　先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円（テ
キスト代2 ,000円）
※全て当日申込

1月21日（土）19:00～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会　健康食品（サプリメント）について
薬剤師生涯教育用ビデオライブラリーより

児玉　信子　先生

広島県女性薬剤師会
辰本　082-274-0889

資料代：実費
茶菓代：100円
18:00より親睦の集い

1月26日（木）19:00～21:00 サンピア・アキ
第75回生涯教育「脳卒中について」（仮題）

未定

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 1,000円

2月5日（日）13:00～16:00 広島県薬剤師会館4階
第91回生涯教育研修会「高血圧」
学術映画「「高血圧の成因とレニンアンジオテンシンシステム持続性

サルタン」の有効性と安全性」
講演「高齢者高血圧について「ARBを中心に」」

アステラス製薬広島支店学術室　岩田　清志　先生
特別講演「高血圧症について」（仮題）

広島市立広島市民病院循環器科主任部　長井　上一郎　先生

広島支部
広島市薬剤師会
事務局　082-244-4899

2

1,000円
開催の３日前まで
に事務局まで参加
連絡

2月9日（木）19:30～21:00 広島県薬剤師会館
第二火曜日勉強会「リウマチ」

山陽堂薬局　須藤　正義　先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤支部
小田　082-292-3171

1
会　員　500円
非会員　1,000円
学　生　無料

（※は会員のみ）
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開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

2月11日（土）15:00～17:00 広島県薬剤師会館4階講堂
第374回
・薬事情報センターだより
・特別講演「医薬品情報の活用」
ー（財）日本医薬情報センター（JAPIC）のインターネット情報を中心にー
（財）日本医薬情報センター調査研究部門調査役　佐々木宏子 先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

2月12日（日）9:30～16:00
漢方診療30年解説・方函口訣解説・漢方医学十講解説・漢方病理解説

吉本悟先生・山崎正寿先生・菊一瓔子先生・佐々木良忠先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

3
会　員　無料
非会員　3,000円

2月15日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
法令改正について

武田薬品

三原支部
三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

2月16日（木）19:30～21:30 尾道国際ホテル2F「慶安の間」
「小児科領域の処方せん解析」

尾道総合病院小児科部長　佐々木啓幸　先生
1

2月17日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
月経困難症などの婦人科疾患（駆 血剤）

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏　先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円（テ
キスト代2 ,000円）
※全て当日申込

2月18日（土）19:00～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会　健康食品（サプリメント）について
薬剤師生涯教育用ビデオライブラリーより

児玉　信子　先生

広島県女性薬剤師会
辰本　082-274-0889

資料代：実費
茶菓代：100円
18:00より親睦の集い

2月23日（木）19:00～21:00 サンピア・アキ
第14回OTC研修会「漢方薬について」（仮題）

ツムラ学術情報部

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 無料

2月26日（日）13:30～16:00 広島市南区民文化センター3F大会議室AB
1.「製剤化の工夫について」タケプロンOD･ベイスリンOD･リュー
プリン　～患者さんへのグッドコンプライアンスを目指して～

武田薬品工業㈱中国支店第二営業所　山本　武志　先生
2.「より良質の製剤を求めて」
～プレフォミュレーション研究の意義と重要性及び新しい製剤～

神戸薬科大学教授　松田　芳久　先生

神戸薬科大学同窓会
広島支部　津田
082-845-5130

2
会　員　1,000円
会員外　1,500円

3月11日（土）15:00～17:00 広島県薬剤師会館4階講堂
第375回
・薬事情報センターだより
・「 」

先生
・特別講演「 」

先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

3月12日（日）9:30～16:00
漢方診療医典解説・漢方診療30年解説・漢方医学十講解説・漢方病理解説

勝谷英夫先生・吉本悟先生・菊一瓔子先生・佐々木良忠先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

3
会　員　無料
非会員　3,000円

3月15日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
「ジェネリックと法令改正」

浄泉薬品　宗政　透　先生

三原支部
三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

3月15日（水）19:30～21:00 広島県薬剤師会館
第二火曜日勉強会「アトピー性皮膚炎」

福島生協病院　小田　正範　先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田　082-292-3171

1
会　員　500円
非会員　1,000円
学　生　無料

3月17日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
症例検討

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏　先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円（テ
キスト代2 ,000円）
※全て当日申込

3月18日（土）19:00～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会　健康食品（サプリメント）について
薬剤師生涯教育用ビデオライブラリーより

児玉　信子　先生

広島県女性薬剤師会
辰本　082-274-0889

資料代：実費
茶菓代：100円
18:00より親睦の集い

平成17年12月１日より、広島県薬事衛生会館は、広島県薬剤師会と統合し、会館名称が「広島県薬剤師
会館」となりました。
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「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会」

開 催 の ご 案 内

財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター

がん患者の痛みを緩和するためには、モルヒネ等医療用麻薬の適正使用が大きな役割を有す

ることが、世界保健機関（ＷＨＯ）のレポート等で指摘されていますが、我が国におけるモル

ヒネ等オピオイドの１日１人当たり使用量は欧米諸国の数分の一程度であり、がん疼痛の緩和

のため、医療用麻薬の適正な使用の普及が望まれています。

このため、財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、厚生労働省の指導の下に、平成

７年度から「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会」を、全国各地におい

て毎年実施してきていますが、このたび、特定非営利活動法人医薬品・食品品質保証支援セン

ターのご協力の下に、次のとおり、質疑応答にも重点を置いた実践的な講習会を開催すること

といたしました。

この講習会の趣旨をご理解の上、多数の方々が参加されますようご案内申し上げます。

１　日　　時 平成18年１月21日（土）13：30～16：30

２　場　　所 広島県健康福祉センター大研修室

広島市南区皆実町1-6-29 TEL（082）254-7111

３　内　　容

（１）講演「がんの痛みのマネジメントにおけるオピオイド鎮痛薬の適正使用の基本方針」

＜講師＞埼玉医科大学客員教授　　武田　文和　先生

（２）講演「在宅療法につながる疼痛ケアとオピオイド使用の実際」

＜講師＞前ＪＡ広島総合病院薬剤部　　松浦麻里子　先生

（３）講演「医療用麻薬の適正管理について」

＜講師＞広島県福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室麻薬グループ主任

森木　智男　先生

（４）質疑応答

＜コーディネーター＞広島県緩和ケア支援センター長　　本家　好文　先生

４　後　　援 厚生労働省、広島県、広島県医師会、広島県薬剤師会

５　問合せ先 特定非営利活動法人医薬品・食品品質保証支援センター（尾崎）

TEL（06）4395-1414 FAX（06）4395-1415

財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター（糸井、田中）

TEL（03）3581-7436 FAX（03）3581-7438

６　申込み先 特定非営利活動法人医薬品・食品品質保証支援センター

FAX（06）4395-1415
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＜申込みのご案内＞
「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会」に参加をご希望の方は、次の申込書に
ご記入の上、ＦＡＸでお送りください。申込みが定員に達した等の理由により受付が困難な場合のみ、
主催者よりご連絡いたします。連絡がない限り、申込みが受付けられたものとご理解ください。

申込先ＦＡＸ：（06）4395-1415

会　　場
広島県健康福祉センター大研修室
広島市南区皆実町1-6-29 TEL（082）254-7111

日　　時 平成18年１月21日（土）13：30～16：30

職　　種
医師　　　　歯科医師　　　　薬剤師　　　　看護師

その他（ ）

ふりがな
氏　　名

勤 務 先

連 絡 先
ＴＥＬ（ ） －　　　　　　　　　　　
ＦＡＸ（ ） －　　　　　　　　　　　
E-mail：

備　　考

「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会」申込書
年　　　　月　　　　日

＜質問について＞
今回の「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会」は、質疑応答に重点を置くこと
としているため、参加者の方々からの活発なご質問をお待ちしています。現時点においてご質問があれ
ば、次の質問票にご記入の上、ＦＡＸでお送りください。事前に検討の上、会場でできる限りお答えい
たします。なお、当日、これ以外の質問をしていただくことは、もとより差支えありません。

申込先ＦＡＸ：（06）4395-1415
「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会（広島）」質問票

年　　　　月　　　　日

ふりがな
氏　　名

（注１）回答時匿名希望

職　　種
医師　　　　歯科医師　　　　薬剤師　　　　看護師

その他（ ）

勤 務 先

質問要旨
（注２）

（注１）回答時に質問者名を匿名とすることを希望される方は、○をお付けください。
（注２）処方に困難を感じた場合を含め、興味深い症例があれば積極的にご提示ください。
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原田　修江

薬物性肝障害の診断基準
薬物性肝障害は発生機序により中毒性と特異体質性とに大別され、特異体質によるものはさらにアレ

ルギー性と代謝性とに分類されます。診断には、1978年より“薬物と肝研究会の判定基準”が用いられ
てきました。この判定基準は薬物リンパ球刺激試験（DLST）あるいはテャレンジテストを用いて確定
診断を行う方法であり、皮膚 痒や黄疸の他に、発熱、発疹、好酸球増多というアレルギーと関連した
現象が判定項目となっています。そのため、アレルギー以外の機序による薬物性肝障害には当てはめる
ことができませんでした。また、再投与によるチャレンジテストは危険性の高い試験方法であり原則禁
忌、DLSTは擬陽性の問題あるいは薬物の中間代謝物が抗原となる場合、免疫抑制薬やステロイド使用
者、肝炎極期には偽陰性となるなどの問題がありました。
近年、医薬品以外に健康食品ややせ薬などによる重篤な肝障害の報告も聞かれるようになり、薬物性

肝障害の症例数は増加傾向にあります。本邦では急性肝炎例の10％、黄疸例の５％が薬物によるといわ
れています。大部分がアレルギー性機序によると考えられてきましたが、アレルギー症状を伴わない
“薬物代謝の個体差”に起因すると思われる薬物性肝障害が注目されるようになり、薬物性肝障害をよ
り普遍的に診断できる新しい判定基準が必要になってまいりました。そこで、DDW-J 2002シンポジウ
ムにおいて欧州の診断基準を基に我が国の実情に合わせて作成した“DDW-J 2002案”が提示されまし
た。その後いくつかの問題点につき検討を行い、DDW-J 2004の第８回日本肝臓学会大会におけるワー
クショップ“薬物性肝障害の現状の問題点と診断基準”において、発症前後の臨床経過に重点を置いた
“DDW-J 2004案”が提示されました。
“DDW-J 2004案”では、病型を肝細胞障害型、胆汁うっ滞型、混合型の３型に分類して８項目でス

コアリングを行い、「可能性が低い」「可能性あり」「可能性が高い」の３段階で判定を行います。なお、
この診断基準で扱う３種類の肝障害は、ALTが正常上限の２倍、もしくはALPが正常上限を超える場合
と定義されています。また、本案の運用にあたっては、概ね次のような事項が定められています。

・肝障害をみた場合には薬物性肝障害の可能性を念頭において、民間薬・健康食品を含めたあらゆる薬
物服用歴を問診するべきである。
・この診断基準は、あくまで肝臓専門医以外の利用を目的としており、個々の症例の判断には肝臓専門
医の判断が優先する。
・重症例では早急に専門医に相談すること。
・自己免疫性肝炎との鑑別が困難な場合（抗核抗体陽性など）は、肝臓専門医による鑑別が必要となる。
・併用薬がある場合には、発症までの期間、経過、過去の肝障害の報告、DLSTなどから推測して可能性
の高い薬についてスコアリングを行う。
・薬物以外の原因の有無については、B型肝炎あるいはC型肝炎が疑わしい場合は、鑑別診断のために
IgM HBc抗体やHCV RNA定性の測定が必須。
・DLSTは本案で定めた施行要領に基づいて行うことが望ましい（アレルギー症状として皮疹の存在も参
考になる）とされており、漢方薬など擬陽性を示す可能性のある薬物があるため注意が必要。
・再投与時の反応については、あくまで偶然の再投与であり診断を目的に行うことは原則禁止されてい
る。また、代謝性の薬物性肝障害の場合には、すぐに反応しないことがあるため注意が必要。
・急性期（発症より７日目まで）における診断については、薬剤中止後の経過が不明のため経過を除い
たスコアリングを行い、１点以下を「可能性が低い」、２点以上を「可能性あり」と判断し、その後
のデータ集積により通常のスコアリングを行う。

肝細胞障害型 ALT＞2N＋ALP≦N または　ALT比／ALP比≧5

胆汁うっ滞型 ALT≦N＋ALP＞2N または　ALT比／ALP比≦2

混合型 ALT＞2N＋ALP＞N かつ　　2＜ALT比／ALP比＜5

病型分類

N：正常上限、ALT比＝ALT値／N、ALP比＝ALP値／N
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肝細胞障害型 胆汁うっ滞または混合型 スコア
１．発症までの期間*
ａ．投与中の発症の場合
投与開始からの日数

初回投与

５～90日
＜５日、＞90日

再投与

１～15日
＞15日

初回投与

５～90日
＜５日、＞90日

再投与

１～90日
＞90日

＋２
＋１

ｂ．投与中止後の発症の場合
投与中止後の日数 15日以内

＞15日
15日以内
＞15日

30日以内
＞30日

30日以内
＞30日

＋１
０

２．経過
投与中止後のデータ

ALTのピーク値と正常上限との差
８日以内に50％以上の減少
30日以内に50％以上の減少
（該当なし）
不明または30日以内に50％未満の減少
30日後も50％未満の減少か再上昇

ALPのピーク値と正常上限との差
（該当なし）
180日以内に50％以上の減少
180日以内に50％未満の減少
不変、上昇、不明
（該当なし）

＋３
＋２
＋１
０
－２

投与続行および不明 ０
３．危険因子 肝細胞障害型

飲酒あり
飲酒なし

胆汁うっ滞または混合型
飲酒または妊娠あり
飲酒、妊娠なし

＋１
０

４．薬物以外の原因の有無** カテゴリー１、２がすべて除外
カテゴリー１で６項目すべて除外
カテゴリー１で４つか５つが除外
カテゴリー１の除外が３つ以下
薬物以外の原因が濃厚

＋２
＋１
０
－２
－３

５．過去の肝障害の報告
過去の報告あり、もしくは添付文書に記載あり
なし

＋１
０

６．好酸球増多（６％以上）
あり
なし

＋１
０

７．DLST
陽性
擬陽性
陰性および未施行

＋２
＋１
０

８．偶然の再投与が行われた時の反応
単独再投与
初回肝障害時の併用薬と共に再投与
初回肝障害時と同じ条件で再投与
偶然の再投与なし、または判断不能

肝細胞障害型
ALT倍増
ALT倍増
ALT増加するも正常域

胆汁うっ滞または混合型
ALP（T.Bil）倍増
ALP（T.Bil）倍増
ALP（T.Bil）増加するも正常域

＋３
＋１
－２
０

総スコア

*：薬物投与前に発症した場合は「関係なし」。発症までの経過が不明の場合は「記載不十分」と判断して、スコアリング
の対象としない。
投与中の発症か、投与中止後の発症化により、aまたはbどちらかのスコアを使用する。

**：カテゴリー１：HAV、HBV、HCV、胆道疾患（US）、アルコール、ショック肝。 カテゴリー２：CMV、EBV。
ウイルスはIgM HA抗体、HBs抗原、HCV抗体、lgM CMV抗体、lgM EB VCA抗体で判断する。

判定基準：総スコア２点以下：可能性が低い。３、４点：可能性あり。５点以上：可能性が高い。

DDW-J 2004薬物性肝障害ワークショップのスコアリング

＜参考資料＞・医学のあゆみ，214（10），773，2005 ・医学のあゆみ，214（10），779，2005

・日本医事新報，No.3922，20，1999 ・日本医事新報，No.4207，4，2004

・日本医事新報，No.4230，1，2005

★医薬品の識別、薬事情報、多剤併用等について 

★『わからない！』『判断に…』　等々 
　　　　　　　こんな時にはご連絡ください！！ 

★パワーポイントでのスライド作成、資料作成 他 

★毎月の定例研修会 

広島県薬剤師会館１Ｆ 

　薬事情報センター 
Ｔ Ｅ Ｌ  082-243-6660 
Ｆ Ａ Ｘ  082-248-1904 
ホームページ http://www.hiroshima-di.or.jp 
　　　　　ID： 　 ：
おくすり相談電話 082-545-1193 
中毒119番 082-248-8268 
（フリーダイヤル　0120-279-119） 
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お薬相談電話　事例集 No.38お薬相談電話　事例集 No.38
イヌやネコからどんな病気がうつりますか

核家族化や少子化が進んだ現在、日本人の7人に1人、2.6世帯に1世帯がイヌやネコを飼っている
といわれています。動物とのふれあいは、ヒトの精神や身体機能に深く関わっていますが、濃厚な接触
は人畜（獣）共通感染症（ズーノシス）の危険性を高めます。共通感染症の病原体は、ウイルス、リ
ケッチア、クラミジア、細菌、原虫、寄生虫など世界的には数百種類にも達していますので、これらの
病気に関する知識を持ち正しい接し方をすることが大切です。

主な病原体 感染経路・症状など 治　　療
トキソ
プラズ
マ症

Toxoplasma gondii
（原虫）

・ネコの糞の汚染物、ブタなどの生肉の摂取により感染する。
・先天性トキソプラズマ症と後天性トキソプラズマ症に分類
される。（先天性では一般に難治性。）
・正常なヒトが感染した場合、10～20%程度が発熱、リン
パ節腫大、脈絡網膜炎などの臨床症状を示す。妊娠初期の
感染では胎児の早流産･死産、重症トキソプラズマ症を合併
しやすい。免疫不全者は脳炎を発症することがある。

アセチルスピラマイシン
（保険適用外）、ピリメタ
ミン（本邦未認可）、スル
ファジアジン（本邦未認
可）、葉酸などを使用する。

ねこひ
っかき
病

Bartonella
Henselae
（グラム陰性小桿菌）

・Bartonella henselaeに感染したネコやイヌにひっかかれ
たり、噛まれたりしてうつることが多い。
・平均2週間程度で発熱し、有痛性のリンパ節腫大を来たす。
・リンパ節病変は、平均3ヶ月程度持続するが、予後は一般に
良好。

テトラサイクリン系やマ
クロライド系抗生物質が
第一選択薬。

Q熱 Coxiella burnetii
（リケッチア類似）

・感染動物体内で増殖したC.burnetiiが糞、尿、乳、組織
（特に胎盤）などでまき散らされ、この感染性の噴霧状物質
の吸入や生乳の飲用により感染。
・潜伏期は2～3週間程度で、上気道炎、気管支炎、肺炎など
を引き起こす。
・発症は突然で、発熱、激しい頭痛、悪寒、激しい倦怠、筋
肉痛、胸痛などが起こる。
・Q熱肺炎の典型例は①40歳以下の男性に多い、②発熱と乾
性咳嗽を訴える、③ネコや家畜との接触歴がある、④ネコ
や家畜の繁殖期（2～6月）に好発する、⑤胸部X線では多
発性の肺野斑状影を呈することが多い、⑥白血球数は正常、
⑦肝機能障害を20～50%に認める。
・慢性Q熱になることがあり、心内膜炎、動脈炎、髄膜炎の症
状や持続する疲労などを伴う。

テトラサイクリン薬、マ
クロライド薬、リファン
ピシン、ニューキノロン
薬が有効で予後はよい。

パスツ
レラ症

主にはPasteurella
multocida，
他にP.canis，
P.dagmatis，
P.stomatis
（グラム陰性通性嫌気性
桿菌）

・P.multocidaの保菌はイヌやネコの口腔内では、それぞれ
12～55%、60～90%。またネコの爪では約20%。
・感染経路は動物の咬症、掻傷による感染が大部分を占める。
・症例の約70%は1日以内に症状発現。
・症状は37～38℃の発熱、傷口局所の発赤・腫脹など。深
部への傷で腱鞘炎や骨髄炎を起こすことがある。

ペニシリン系、テトラサ
イクリン系、クロラムフ
ェニコール、セファロス
ポリン系薬剤を使用する。

皮膚糸
状菌症

Microsporum canis
など（真菌）

・汚染土壌から動物さらにヒトへ感染する。
・潜伏期間は10～14日で、特に皮膚の柔らかい部分に病変
が多くみられる。病像からしらくも、ぜにたむし、たむし、
みずむしなどに分類される。

外用薬（ナフチルメート、
サリチル酸など）、内服薬
（グリセオフルビン、イト
ラコナゾール）など。

狂犬病 Rabies virus
（リッサウイルス属）

・狂犬病ウイルスを保有するイヌ、ネコ、コウモリなどの野
生動物に咬まれたり、引っかかれてできた傷口から感染す
る。

傷口を石鹸と水でよく洗
浄、消毒後、狂犬病ワク
チンと抗狂犬病ガンマグ
ロブリンを投与。一旦発
症すれば特異的治療法は
ない。

【参考資料】Pharma Medica22(11)2004，日本医事新報No.4096，No.4201，No.4261，クラ

ヤ三星堂薬報，year note2003（MEDIC MEDIA），http://merckmanual.banyu.co.jp/，

国立感染症情報センターHP

表．イヌやネコからヒトへ感染する主な疾患
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医薬品・医療機器等 
安全性情報 

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

 No.218・219219
厚生労働省医薬食品局 

この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療
機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。
また、NTTのファクシミリ通信網サービス「Ｆネット」を通じ、最近１年間の「医薬品・医療機器等安全性情

報」がお手元のファクシミリから随時入手できます（利用者負担）。
「Ｆネット」への加入等についての問い合わせ先：10120-161-011

平成17年（2005年）10月・11月
厚生労働省医薬食品局

◎連絡先

0100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

1
03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2756、2753、2751

（Fax）03-3508-4364
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

「広島県のさかな」を皆さんはご存じでしょうか？なんと「牡蠣」なんですよ。私はお恥ずかしいこ
とについ先日知りました。では今回は広島の特産物でもある、牡蠣について少しお話しましょう。
牡蠣は先史時代から世界中でさかんに養殖が行われており、広島の牡蠣は約450年前から養殖されて

いたといわれています。現在生産量では全国シェアの約７割近くを占めています。そのため県が独自に
条例等を定め、安全対策、品質の維持向上に努めています。
牡蠣は、特に亜鉛、タウリンを多く含みさらにリジン、ヒスチジン等のアミノ酸、カルシウム、鉄、

マンガン、ビタミン類、グリコーゲンにヨードと我々の食生活に不足しがちな栄養価を多く含んだ食品
として「海のミルク」とも言われ、高タンパク低脂肪な食品として最近は生活習慣病の予防にも注目さ
れています。
ほとんど動くことのない牡蠣はホタテ等と違い筋肉が発達しておらず、貝柱も小さく内臓が９割を占

めています。牡蠣を口にしたときの独特な味は内蔵の味で、食べた時の苦みが好きか嫌いかの分かれ目
かもしれませんね。
さて、そろそろ牡蠣を食するとしましょうか？ でもその前に、牡蠣を購入される時、「生食用」と

「加熱用」があるのは広島の皆様はご存じだとは思いますが、ではその違いはなんでしょうか？
これは養殖を行う海域の違いです。海水中の細菌数等が食品衛生試験法の基準を満たしている海域で

養殖されたものが「生食用」です。そしてそれ以外の海域で養殖されたものは「加熱用」となります。
特に広島県は県告示で清浄海域を定めています。牡蠣の身自体には細菌数、大腸菌群最確数、腸炎ビブ
リオ最確数、塩分濃度、ＴＴＣ反応、ノロウイルスなど自主検査項目も含めて多くの項目が設けてあり
ます。細菌関係は言わずもがなですから省略させていただいて、塩分濃度とは、牡蠣をパックに詰めた
製品の状態で、その塩分濃度は２％以上なければいけません。つまりそれ以下だと浸透圧の関係で牡蠣
がふくらんで大きくなるからです。またＴＴＣ反応というのは「牡蠣の酵素化学的簡易迅速鮮度判定法」
で牡蠣の鮮度をみる検査です。牡蠣のえらは牡蠣が殻からはずされて身だけになっていても、水を取り
込む絨毛部分は一週間ぐらいは活発に動いています。そのえらの部分を切り取り染色液の中に入れ培養
します、えらが染まれば鮮度が良いということになります。
また牡蠣は出荷されるまでにきれいに洗浄されます。この洗浄水も検査項目がもうけてあり、牡蠣の

衛生管理はいろいろな方面から厳しく定められています。
では牡蠣は生と加熱調理されたもの、どちらがお好みですか？牡蠣が大好きな方々はやっぱり生と

おっしゃるでしょう。実際に栄養分のタウリンと旨味成分のグルタミン酸の差を生と水煮と牡蠣フライ
で比べてみると、やはり生に一番多く含まれるという結果が出ています。と言われても、でもでも私は
やっぱり牡蠣フライが一番好きなんですよね。これだと20個くらい平気で食べてしまいます。「えっ！？
食べ過ぎ！」そう言われれば身も蓋もございません。そうなんです、食べ過ぎは確かによくありません。
今までに牡蠣を食べてあたった方もいらっしゃると思います。原因は食べ過ぎか、アレルギーなども考
えられますが、そう牡蠣といえばノロウイルス、発熱や吐き下しで苦しい経験をされたのは、おそらく
このウイルスが原因でしょう。冬場の食中毒の代表格ですね。
ですが今が旬の牡蠣です。食さない手はございません。生で食したい場合は消費期限を必ず守り、体

調が悪い時や過労時には生牡蠣の摂食、または過食は避けるとよいでしょう。ノロウイルスに感染しな
いためには加熱を十分にすることで防ぐことができます。そしてノロウイルス以外の原因による食中毒
（腸炎ビブリオや増殖する腐敗菌等）防止のためには、イキのいいものを食べるにこしたことはありま
せん。
【参考文献】
*「広島かき」重点指導方針
*広島県かき衛生関係法例集
*ＮＨＫためしてガッテンＨＰ

後藤　佳恵
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職員旅行に行ってきました

明けましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いいたします。

平成17年11月26日（土）から一泊二日の予定で

兵庫県・城崎
きのさき

温泉～天橋立方面へ親和会職員旅行

に行って参りましたので記憶をたどりつつご報告

します。旅行には、全親和会員21名中16名の参加

があり、まずまずのにぎやかな旅行となりました。

***一日目*11月26日（土）***

午前８時50分に

広島駅に集合し、

新幹線で姫路まで

行きました。姫路

駅の近くに「灘菊」

という酒蔵があり

そこで酒蔵見学と

昼食をとりまし

た。昼食には、「大返しめ

し」といういわゆる「麦

とろろご飯」が名物とし

て出され、そのほかにも

自家製のとうふや、地穴

子などをいただきました。もちろん日本酒も付

いて出発の頃には皆さんほろ酔い気分でありま

した。

昼食後、バスで移動すること約２時間半、次の

目的地「城崎マリンパーク」（水族館）へ到着し

ました。日本海をバックに全員で写真を撮り、い

よいよ館内へ入りました。いろいろな海の生物を

観察した後、一度屋

外へ進むようになっ

ており日本海の荒々

しい波を間近で感じ

ることが出来ました。

海岸をさらに進むと

イルカやアシカのプー

ルがあり、そこでショー

を楽しむことが出来

ます。今回は時間の

都合が合わず、ショー

を全部見る時間がな

かったのが少々心残

りではありました。

そして「城崎マリ

ンパーク」を少々早めに切り上げ、この旅の目的

の一つ温泉めぐりをすることとしました。城崎温

泉は旅館のお風呂以外に外湯として、お風呂専用

の施設が７ヶ所あります。「一の湯」「さとの湯」

「まんだら湯」「地蔵湯」「御所の湯」「柳湯」「鴻

の湯」の外湯があり、それぞれに特色のあるお風

呂を楽しむことが出来ます。宿泊する旅館が外湯

の施設から少し離れた場所にあったため、夕食ま

でに１ヶ所もしくは２ヶ所のお風呂に皆様入って

いたようです。

きのさき

親和会旅行親和会旅行親和会旅行 城崎温泉・天橋立城崎温泉・天橋立城崎温泉・天橋立i ni ni n
きのさききのさき

検査センター 城hh
じょうさき

利裕

灘菊・酒蔵

城崎マリンパーク

さあ出発
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温泉でぬくも

り、お腹もほどよ

くすいてきた頃、

宴会の始まりで

す。この時期に山

陰の名物と言えば

「カニ」ですよね。

お刺身、ゆでガニ、

天ぷら、鍋、カニ

味噌など蟹づくしの料理に大満足でありました。

おまけにお酒までカニ酒というとても嬉しい体験

をいたしました。

もちろん食べてい

る間は誰も口を開

く者はおりませ

ん。もくもくとカ

ニをほじくり、あ

りったけの集中力

をカニに注いでおりました。私の経験した中では

一番静かな宴会であったような気がいたします。

そして宴会も終盤にさしかかった頃、静寂を切り

裂くように一人の女性が立ち上がり、小生の誕生

日を会員に呼びかけて、皆様でお祝いいただきま

した。私自身、誕生日と言うことを忘れており、

思いもよらないことでしたので、非常に感激し言

葉にならないほどうれしく思いました。涙のうち

に宴会も終わり、立ち上がると、心なしかみんな

横歩きで、指の形が“チョキ”になっていたよう

な気がいたしました。

その後再び外湯へと向かう方が多く、私も外へ

繰り出しました。この日は、他の観光客も多く、

人気のある施設では大変混み合っておりました。

ところで私自身、温泉街を歩いていて不思議に感

じたのは、街のあちこちに自分と同じ名前の看板

があることでした。読み方の違いはありますが何

とも奇妙な、そして少し恥ずかしいような気分に

なる温泉街でした。

***二日目*11月27日（日）***

城崎温泉を後に

し、バスで出石
いずし

へ

と向かいました。

歴史的なことはよ

くわかりません

が、出石城跡と時

計台のある懐かし

い町並みを散策いたしました。

申し遅れましたが、私を含む

検査センターの職員と医薬品卸

協同組合の事務局長が、この度

の旅行の幹事を務めており、こ

の出石は蕎麦
そ ば

が大変有名である

ことから、参加できなかった会

ときわ別館

出石城跡
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員のお土産として買って帰ることにしました。

また、沢庵
たくあん

（漬け物）を広めた沢庵和尚が、元

和二年（1616年）に再興した宗鏡寺
すきょうじ

もあり、時間

が許されるならばゆっくりと巡ってみたい場所で

ありました。

少し時間に追われるように次の目的地「天橋立」

へと向かいました。観光としては最後の行程です。

私は日本三景でただ一ヶ所訪れていない場所が

「天橋立」であり、やっと希望が叶うこととなり

ました。展望台までの往路は全員揃ってケーブル

カーで登りました。

展望台は広い場所でしたが、この日は訪れる人

も多く、大変にぎわっておりました。

さらに徒歩で５分程登るともう一つ展望台があ

り、そこは比較的空いていて“股のぞき”で十分

に見ることが出来ました。その景色は、写真で見

るよりも絶景で自然の不思議さを感じさせるもの

でした。復路は一人乗り

用のリフトで降りました。

眼下に見える景色がリフ

トによりゆっくりと変化

していくのもまた楽しい

思い出となりました。

この旅行には企画係として準備してきました

が、まだまだ行き届かないところも多く迷惑をお

かけしました。しかし、参加者の御協力で事故も

なく無事に終えることが出来ましたし、良い思い

出ができました。また、帰ってからも「カニがお

いしかったよ」という言葉をたくさんいただきと

てもうれしく思いました。

来年度は全員参加できることを期待して報告を

終了いたします。

天橋立

出石皿そば

天橋立“股のぞき”
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「科学的根拠に基づくサプリメントの基礎知識」

監　修：橋詰　直孝（和洋女子大学家政学部保

健栄養学科栄養学研究室

教授）

編　集：堀　美智子（医学情報研究所㈱エス・

アイ・シー）

発　行：株式会社　薬事日報社

判　型：Ｂ５判　374頁

価　格：定　　価　3,990円

会員価格　3,600円

送　料：１部　380円

「オレンジブック保険薬局版'05」

付録CD-ROM：内用薬の成分別・製剤別品質再

評価情報検索・備蓄医薬品一覧

作成支援システム

編　集：日本薬剤師会

発　行：株式会社　薬事日報社

判　型：Ｂ５版　319頁

価　格：定　　価　4,515円

会員価格　3,900円

送　料：１部　380円

「続・作ってみよう薬局製剤」

編　集：日本薬剤師会

発　行：株式会社　薬事日報社

判　型：Ｂ５版　134頁

価　格：定　　価　2,940円

会員価格　2,400円

送　料：１部　310円

「プライマリ・ケア薬剤師―プライマリ・ケア

における薬剤師の役割と実践法―」

編　集：日本プライマリ・ケア学会

発　行：エルゼビア・ジャパン株式会社

判　型：Ｂ５判　157頁

価　格：定　　価　3,150円

会員価格　2,800円

送　料：１部　210円

「疾患別薬剤管理指導ハンドブック２」

監　修：日本病院薬剤師会

編　集：日本病院薬剤師会中小病院委員会

発　行：エルゼビア・ジャパン株式会社

判　型：Ｂ６判　181頁

価　格：定　　価　3,150円

会員価格　2,800円

送　料：１部　160円

書 籍 等 の 紹 介 

※価格はすべて税込みです。

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日
薬刊行物等のご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照く
ださい。
また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注
文の場合は、書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局
TEL（082）246-4317 FAX（082）249-4589

担　当：吉　田　　E-mail：yoshida@ or.jp
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告　　　知　　　板

県薬メールニュースのお知らせ
県薬の情報をＦＡＸだけでなくメールでも受け取ってみませんか。保険薬局ニュースや、
ホームページの更新情報をメールでお知らせします。
申込は県薬ホームページ（http://www. or.jp/）の会員専用ページから。
会員専用ページに入るには　ユーザー名　" 　"
ユーザー名は"jpa"ではなく" です。
事務局のメールアドレスは、
yakujimu@ or.jp
事務局個人宛には　個人名（ローマ字小文字）@ or.jp で。

年始の業務について
平成18年の業務開始は次のとおりです。
よろしくお願いいたします。

仕事始め：１月４日（水）

新年互礼会
薬事関係者の平成18年新年互礼会が次の
とおり開催されますので、お誘い合わせの
上多数ご参加ください。
日　時：平成18年１月12日（木）午後４時
場　所：広島県薬剤師會館
会　費：1,000円

第35回広島県薬剤師会
通常代議員会開催通知（予告）

標記の会議を次のとおり開催いたします。
日　時：平成18年３月21日（火・春分の日）

午前11時
場　所：広島県薬剤師會館
なお、支部長会は２月18日（土）

全体理事会は３月２（木）・４日（土）
第35回通常総会は５月27日（土）開催予定

2006年版（平成18年版）管理記録簿を
薬局・一般卸売業者等へ配布（無料）

正会員Ａ及び賛助会員Ａの方々に支部を通
じて送付しました。また、これと同時に県薬
会員証も送付しました。
次に、管理記録簿及び会員証には所要事項

をご記入の上ご使用ください。
また、「記録記載事項」をご熟読願います。

会館のお知らせ
平成17年12月１日より、広島県薬事衛生会館は、広島県薬剤師会と統合し、

会館名称が「広島県薬剤師会館」となりました。
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平井紀美恵　　谷川　正之　　増田　和彦　　宗　　文彦
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一年が過ぎるのは早い。感じ方なんだろうけど年を重ねると
特にそう思う。途方もないこともよくある。
我が家の庭でも異変はあった。11月末だというのに木瓜が咲
き、12月に入ってもバラは咲き続けた。うす皮饅頭程度の積
雪ではあったけれど、初雪の下に楓の真紅が如何にも寒そう
に色極だったのは例年にない光景だった。
そして、雨の少ない晩秋だった為か、夜なべ仕事の干し柿は
絶妙な甘さで仕上がった。
“再々校　終え　木枯らしの　のれん酒” ＜K.H＞

2005年は色々と変化の多い年でした。災害
や事件事故も想像を超えたことが起きてま
いりました。新しい年がどうぞ皆様お一人
おひとりにとりまして平和で穏かな年であ
りますようにとお祈り申し上げます。

＜水無月＞

味の新世界発見！！　鍋、アスパラとエビの
炒めもの、餃子のたれ、etc
・・「柚コショウ」・・

実は、コショウではなく青唐辛子のこと。つ
まり・・・辛い・・・
「柚コショウ」をタレに食す鍋物は、うま
い！　そして体中、汗・汗・汗！！　全身う
まさと味覚性発汗のカーニバル。これはもう、
サウナどころの騒ぎじゃない！！　備蓄不足
のタミ○ルより、柚コショウダレの鍋の推奨
で、特別指導？　新年は新味「柚コショウ」
で決まり。 ＜マイバッハ＞

留学生への日本語問題です。
下記の語句を使って例文をつくれ。
問１「どんより」
問２「うってかわって」
答え１「僕は、うどんよりそばが好きです。」
答え２「彼は麻薬を打って変わってしまった。」
これも正解ですのよねー

＜タブレッツ18番＞

明けましておめでとうございます。
十二支が日本に伝わったのは六世紀半ば頃と
言われているようで、江戸時代までには市民
の間に浸透したそうです。今年は戌年ですが、
戌は社会性があり忠実な動物、人との付き合
いも古く親しみ深い動物であるといった縁起
話があり、戌年の特徴は「勤勉で努力家」だ
そうです。当たってるのかな？

＜By コアラChanズ＞

明けましておめでとうございます。本年も
よろしくお願いいたします。今年は戌年な
わけですが、私がイメージするのは「花さ
かじいさん」の“ぽち”や映画「南極物語」
の“タロとジロ”のような賢くて少しかわ
いそうな感じの犬を思い浮かべてしまいま
す。その賢さと勇敢さを内に秘めて“ワン”
ダフルな一年にしましょうね。
＜犬より賢くなりたいと願う　トッピー＞

昨年末の積雪量は、12月としては過去最
高を記録した地域が多かったようです。
2006年新しい年を迎え、今年の天候を考え
インフルエンザの状況は、また春先の鼻炎
の状況はどうだろう？診療報酬改定に向け
ての対応等、様々な思いが頭の中を回って
います。昨年の自分は？仕事に対しての余
裕というものがなく、すべてにおいてギリ
ギリの状況でした。年の初めにあたって今
年は少し余裕をもって接して行こうと思い
ます。皆様もお体に気をつけて良いお年
を！ ＜Ｆ.Ｓ＞
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保険薬局ニュース
平 成 18 年 １ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.14 No.1（No.71）

市町村合併に伴う国民健康保険の保険者番号及び市町村番号の変更について

平成17年12月20日
保険薬局部会会員各位

広 島 県 薬 剤 師 会
会長　前　田　泰　則
（担当：豊見副会長）

このことにつきまして、11月30日付け、保険薬局部会宛の一斉同報にてお知らせいたしましたが、尾
道市長より下記のとおりに通知がありましたので、ご連絡致します。
従って、平成18年３月31日までは、従来どおりに、旧保険者番号・旧市町村番号で番号別に、旧市町

村宛へ請求し、平成18年５月請求（４月診療分）以降は、新しい保険者番号・市町村番号で、尾道市に

請求して下さい。

また、広島県福祉保健部長より、月途中の生活保護単独分のみの保険請求について、通知がありまし
たので、併せてご連絡致します。

尾道市・因島市・瀬戸田町の合併に伴う被保険者証、受給者証等の使用について

尾道市と因島市、瀬戸田町は2006年１月10日に合併し、新しい市の名称は『尾道市』となります。合
併にあたり、スムーズな事務移行ができるよう２市１町で協議を重ねてまいりましたが、つぎに掲げる
因島市、瀬戸田町の保険証・受給者証等は、合併後の2006年３月31日まで使用していただくことといた
しました。１月10日から３月31日までの間に、両市町で新たに発行する保険証等につきましても、保険
者『尾道市』としておりますが、旧市町の保険者番号を記入しております。
つきましては、３月診療分までの医療費等は旧市町の被保険者番号、保険者番号でご請求いただくこ

ととなりますので、所管の医療機関等への周知方よろしくお願い申しあげます。
両市町にお住まいのみなさまの新しい証は３月中にお送りしますが、現在の証を３月31日までお使い

いただくよう、広報などを通じてお知らせしております。
４月診療分以降の医療費等は、新訂をご確認のうえ新被保険者番号、新保険者番号でご請求いただき

ますが、旧証の番号が記載されている場合には、処理の都合上返戻させていただくことになりますので、
重ねて周知方よろしくお願いいたします。
なお、尾道市の保険証・受給者証等の変更はありません。

国民皆保険制度を守る国民運動の実施について（お礼）

「国民皆保険制度を守る国民運動」の署名運動につきまして、各会員の皆様方におかれましては、運
動の趣旨をご理解いただき、多大なご協力を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げます。
お陰様を持ちまして、17,092名の署名を提出することができました。
広島県薬剤師会は、医療制度改革において、引き続き国民皆保険を守る主張をいたしたいと考えてお

りますので、今後ともご尽力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~



－2－

月中途の市町合併に伴う医療費・調剤費（生活保護単独分のみ）の
請求事務の周知について（通知）

平成17年12月14日

広 島 県 福 祉 保 健 部 長

平素より生活保護業務の運営に御理解と御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
さて、このたび、因島市、及び豊田郡瀬戸田町が平成18年１月10日に尾道市と合併することとなって

おります。
合併に伴って豊田郡瀬戸田町に係る生活保護の医療費等の負担責任が月中途に県から尾道市に移行い
たしますが、合併前後の一か月分の医療費総額を１枚の請求明細書で請求された場合、県分と尾道市分
を区別して、それぞれで費用負担をするためには、請求明細書の内容確認等が必要となります。
しかし、事実上不可能と考えられるため、合併月の医療券・調剤券は合併日を区切りとして、それぞ
れの公費負担者番号で２枚発行させていただくこととしております。
ついては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、制度の規定をご理解いただき、合併月の生活保護費の
医療費等の請求につきましては、合併前後の期間で区別し、それぞれの公費負担者番号ごとに請求明細
書を２枚に分けて請求していただきますよう会員の皆様への周知をお願いいたします。
なお、因島市分につきましては、全て合併後の尾道市の公費負担者番号での請求をお願いします。

１　変更の概要

対象市町名 合併予定日
請求時の公費負担者番号対応一覧

１月１日～１月９日 １月10日～

因島市 平成18年１月10日 １２３４２１１９
（尾道市福祉事務所）

豊田郡瀬戸田町 同上 １２３４００６３
（尾三地域事務所）

１２３４２１１９
（尾道市福祉事務所）

２　注意していただく事項

豊田郡瀬戸田町に係る生活保護受給者の医療券等は、合併期日を境に各々の実施機関が発行いたし
ます（公費負担者番号が変わりますので、医療券等にある公費負担者番号を確認して請求明細書にご
記入くださるようお願いいたします。）
なお、併用分につきましては、従来どおり１枚の医療券等を送付いたしますので、医療券等にある

公費負担者番号を確認して、１枚の請求書にてご請求をお願いいたします。
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平成18年度保険薬局部会会費について
保険薬局部会の会費について、個人情報保護の観点等から検討を重ねた結果、平成18年度の広島県薬

剤師会保険薬局部会会費につきましては、平成17年度と同額とすることと決定いたしました。
つきましては、平成16年11月以降に入会された薬局、また、平成16年11月より平成17年10月の総受付

回数がそれ以前の受付回数と大幅に異なり、ランク（下記参照）に変更がある薬局に関しましては、各
所属支部宛、社保･国保の総受付回数、営業月数を下記様式にて申告していただきますようお願いいた
します。
また、提出方法・提出期限につきましては、各所属支部へお問い合わせ頂きますよう、お願い申し上

げます。

第31回広島県薬剤師会通常代議委員会資料抜粋

広島県薬剤師会保険薬局部会会費賦課
納付規程の一部改正について

第２条 本部会員の納付する会費は、次のとおりとする。

ランク １月あたり枚数 １月あたり会費額 年会費額 年間賦課額
Ａ 0～ 100枚 475円 5,700円 2,850円
Ｂ 101～ 200 665 7,980 3,990
Ｃ 201～ 300 1,520 18,240 9,120
Ｄ 301～ 400 2,565 30,780 15,390
Ｅ 401～ 500 3,800 45,600 22,800
Ｆ 501～ 600 5,225 62,700 31,350
Ｇ 601～ 700 6,840 82,080 41,040
Ｈ 701～ 800 8,645 103,740 51,870
Ｉ 801～ 900 10,640 127,680 63,840
Ｊ 901～1,000 12,825 153,900 76,950
Ｋ 1,001～1,500 14,250 171,000 85,500
Ｌ 1,501～ 19,000 228,000 114,000

附　　　　則（平成14年３月24日議決）
この規程の一部改正は、平成14年４月１日から施行し、施行の日から起算して２年を経過した日にその
効力を失う。

附　　　　則（平成16年３月21日議決）
この規程の一部改正は、「平成14年４月１日から施行し、施行の日から起算して２年を経過した日にそ
の効力を失う。」を「平成14年４月１日から施行し、平成18年３月31日にその効力を失う。」とし、この
一部改正は、平成16年４月１日から施行する。

保

険

薬

局

コード番号 支　部　名

名　　　称

開　設　者

所　在　地

月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

受付回数

月 6月 7月 8月 9月 10月 総　計 月平均受付回数

受付回数

営業月数＊歯科・眼科・耳鼻科の受付回数も１と数えます
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［4成分6品目］
［内用薬］

薬価基準新収載品目（平成17年12月9日付）

商品名
［会社名］
識別コード

一般名
薬効 規格 薬価

セイブル錠25mg
三和化学研究所（プロモーション提
携：大日本住友製薬）
Sc395

ミグリトール
２型糖尿病の食後過血糖の改善（た
だし、食事療法・運動療法を行って
いる患者で十分な効果が得られない
場合、又は食事療法・運動療法に加
えてスルホニルウレア剤を使用して
いる患者で十分な効果が得られない
場合に限る）

25mg1錠 32.60

セイブル錠50mg
三和化学研究所（プロモーション提
携：大日本住友製薬）
Sc396

50mg1錠 57.60

セイブル錠75mg
三和化学研究所（プロモーション提
携：大日本住友製薬）
Sc397

75mg1錠 80.30

クラバモックス小児用ドライシロップ
グラクソ・スミスクライン

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン
〈適応菌種〉
本剤に感性の肺炎球菌（ペニシリ

ンＧに対するMIC≦2μg／mL）、モラ
クセラ（ブランハメラ）・カタラーリ
ス、インフルエンザ菌
〈適応症〉
中耳炎

（636.5mg）1g 225.4

アベロックス錠400mg
バイエル薬品－塩野義製薬
M400

塩酸モキシフロキサシン
〈適応菌種〉
モキシフロキサシンに感性のブドウ
球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モ
ラクセラ（ブランハメラ）・カタラー
リス、大腸菌、クレブシエラ属、エン
テロバクター属、プロテウス属、イン
フルエンザ菌、レジオネラ・ニューモ
フィラ、アクネ菌、肺炎クラミジア
（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マ
イコプラズマ（マイコプラズマ・ニュ
ーモニエ）
〈適応症〉
表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染
症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感
染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支
炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、
副鼻腔炎

400mg1錠 544.4

［外用薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効 規格 薬価

パピロックミニ点眼液0.1％
参天製薬

シクロスポリン
春季カタル（抗アレルギー剤が効果不十
分な場合）

0.1％0.4mL1個 212.6
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［内用薬］

薬価基準収載医薬品（平成17年12月16日付）

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
アジャストＡコーワ錠40mg センナエキス 40mg1錠 興和 6.40
アダラートカプセル5mg ニフェジピン 5mg1カプセル バイエル 16.20
アダラートカプセル10mg ニフェジピン 10mg1カプセル バイエル 27.00
アーツェー錠10mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 10mg1錠 マルコ＝日医工 5.70
アーツェー錠30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 30mg1錠 マルコ＝日医工 6.40
アロプリノールコーワ錠100mg アロプリノール 100mg1錠 興和 8.20
エコラン錠80mg Ｌ-システイン 80mg1錠 三和化学研究所 6.40
ＦＡＤ錠「ファルマー」15mg フラビンアデニンジヌクレオチド 15mg1錠 東洋ファルマー 6.40
オノンカプセル112.5mg プランルカスト水和物 112.5mg1カプセル 小野薬品工業 84.40
オノンドライシロップ10％ プランルカスト水和物 10％1g 小野薬品工業 110.60
カリレチンＳ錠25単位 カリジノゲナーゼ 25単位1錠 共和薬品工業 6.40
カルブタン錠250mg カリジノゲナーゼ 250mg1錠 メルク・ホエイ 6.40
キネダック錠50mg エパルレスタット 50mg1錠 小野薬品工業 174.50
グルデアーゼ錠125 グリブゾール 125mg1錠 協和発酵工業 12.20
グルデアーゼ錠250 グリブゾール 250mg1錠 協和発酵工業 22.60

グロンサン原末 グルクロノラクトン末 1g 中外製薬 11.50
コバマイド錠250μg コバマミド 0.25mg1錠 協和発酵工業 10.00
コバマイド錠500μg コバマミド 0.5mg1錠 協和発酵工業 17.70
コリクール錠125mg カルバミン酸クロルフェネシン 125mg1錠 沢井製薬 6.40
コリクール錠250mg カルバミン酸クロルフェネシン 250mg1錠 沢井製薬 6.80
ジアゼパム錠2mg「アメル」 ジアゼパム 2mg1錠 共和薬品工業 6.40
ジアゼパム錠5mg「アメル」 ジアゼパム 5mg1錠 共和薬品工業 6.40
スルガム錠100mg チアプロフェン 100mg1錠 アベンティスファーマ　 12.10
スルガム錠200mg チアプロフェン 200mg1錠 アベンティスファーマ　 20.80
セクロダン細粒小児用100 セファクロル 100mg1g 大洋薬品工業 20.90

セレニカＲ顆粒40％ バルプロ酸ナトリウム 40％1g 日研化学 51.60
セロクラール細粒4％ 酒石酸イフェンプロジル 4％1g アベンティスファーマ 35.70
セロクラール錠10mg 酒石酸イフェンプロジル 10mg1錠 アベンティスファーマ 10.80
ダオニール錠1.25mg グリベンクラミド 1.25mg1錠 アベンティスファーマ 9.60
ダオニール錠2.5mg グリベンクラミド 2.5mg1錠 アベンティスファーマ 16.70
タフマックＥカプセル ジアスターゼ配合剤 1カプセル 小野薬品工業 7.20
トコオールカプセル200mg ソイステロール 200mg1カプセル ニプロファーマ 6.40
トファルコンカプセル100mg ソファルコン 100mg1カプセル 東洋ファルマー 11.90
バクトラミン錠 スルファメトキサゾール･トリメトプリム 1錠 中外製薬 76.30
パシーフカプセル30mg 塩酸モルヒネ 30mg1カプセル 武田薬品工業 821.10
パシーフカプセル60mg 塩酸モルヒネ 60mg1カプセル 武田薬品工業 1,541.30
パシーフカプセル120mg 塩酸モルヒネ 120mg1カプセル 武田薬品工業 2,893.20
ビオスリー散 酪酸菌配合剤 1g 東亜薬品工業 6.40
フオイパン錠100mg メシル酸カモスタット 100mg1錠 小野薬品工業 126.20
フォルセニッド錠12mg センノシド 12mg1錠 メルク・ホエイ 5.70
プロスタルモン・Ｅ錠0.5mg ジノプロストンベータデクス 0.5mg1錠 小野薬品工業 344.00
フロベン錠40 フルルビプロフェン 40mg1錠 科研製薬 17.20
ブロメトン錠0.25mg ブロチゾラム 0.25mg1錠 メルク・ホエイ 13.40
ベクタンカプセル100mg 酢酸トコフェロール 100mg1カプセル メルク・ホエイ 6.40
ベクタン錠50mg 酢酸トコフェロール 50mg1錠 メルク・ホエイ 6.40
ベタナミン錠10mg ペモリン 10mg1錠 三和化学研究所 15.90
ホリゾン散1％ ジアゼパム 1％1g アステラス製薬 19.20
ミケランＬＡカプセル15mg 塩酸カルテオロール 15mg1カプセル 大塚製薬 88.60
メタヒスロン錠6mg メシル酸ベタヒスチン 6mg1錠 大正薬品工業 6.10

※は報告品目です
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
メルカイック錠3mg ブロムペリドール 3mg1錠 シオノケミカル 10.70
ユーエフティカプセル100mg テガフール・ウラシル 100mg1カプセル（テガフール相当量）大鵬薬品工業 326.40
ラシックス細粒4％ フロセミド 4％1g アベンティスファーマ　 20.20
ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌製剤 1％1g 日研化学 6.40
リリバー散1％ ジアゼパム 1％1g メルク・ホエイ 6.40
リリバー錠2mg ジアゼパム 2mg1錠 メルク・ホエイ 6.40

ロノックカプセル2.5μg オルノプロスチル 2.5μg1カプセル 小野薬品工業 12.80

［注射薬］
品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価

アーツェー注25mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 0.5％5mL1管 マルコ製薬 64

アーツェー注50mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 0.5％10mL1管 マルコ製薬 64

アーツェー注100mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 0.5％20mL1管 マルコ製薬 64

アミカマイシン注射液100mg 硫酸アミカシン 100mg1管 明治製菓 318

アミカマイシン注射液200mg 硫酸アミカシン 200mg1管 明治製菓 392

アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」アルガトロバン 10mg20mL1筒 マルコ 2,176
イセパシン注射液200 硫酸イセパマイシン 200mg2mL1管 シェリング・プラウ 670

イノバン注0.1％シリンジ 塩酸ドパミン 0.1％50mL1筒 協和発酵工業 1,146
イノバン注0.3％シリンジ 塩酸ドパミン 0.3％50mL1筒 協和発酵工業 1,858
ＡＴＰ協和注10 アデノシン三リン酸二ナトリウム 10mg1管 協和発酵工業 57

ＡＴＰ協和注20 アデノシン三リン酸二ナトリウム 20mg1管 協和発酵工業 57

エクサシン注射液200 硫酸イセパマイシン 200mg2mL1管 旭化成ファーマ 670

ＦＡＤ注「ファルマー」20mg フラビンアデニンジヌクレオチド 20mg1管 東洋ファルマー 64

エリンダシン注40単位 エルカトニン 40エルカトニン単位1mL1管 東菱薬品工業 349

塩酸メピバカイン注シリンジ0.5％「NP」塩酸メピバカイン 0.5％10mL1筒 ニプロファーマ 242

塩酸メピバカイン注シリンジ1％「NP」 塩酸メピバカイン 1％10mL1筒 ニプロファーマ 247

塩酸メピバカイン注シリンジ2％「NP」 塩酸メピバカイン 2％10mL1筒 ニプロファーマ 318

カコージンＤ注0.1％ 塩酸ドパミン 0.1％200mL1瓶 日本製薬 1,218
カコージンＤ注0.1％ 塩酸ドパミン 0.1％200mL1袋 日本製薬 1,218
カコージンＤ注0.3％ 塩酸ドパミン 0.3％200mL1瓶 日本製薬 2,053
カコージンＤ注0.3％ 塩酸ドパミン 0.3％200mL1袋 日本製薬 2,053
カタボンHi注600mg 塩酸ドパミン 0.3％200mL1袋 日研化学 2,053
カタボンLow注200mg 塩酸ドパミン 0.1％200mL1袋 日研化学 1,218
ゲンタシン注40 硫酸ゲンタマイシン 40mg1管 シェリング・プラウ 384

コージネイトＦＳバイオセット注250 オクトコグアルファ（遺伝子組換え）250国際単位1キット（溶解液付）バイエル 22,087

コージネイトＦＳバイオセット注500 オクトコグアルファ（遺伝子組換え）500国際単位1キット（溶解液付）バイエル 39,894
コージネイトＦＳバイオセット注1000 オクトコグアルファ（遺伝子組換え）1,000国際単位1キット（溶解液付）バイエル 73,449
コンクライト液-K1メック／mL 塩化カリウム 1モル20mL1管 ニプロファーマ 64

コンクライト液－ＰＫ リン酸二カリウム 0.5モル20mL1管 ニプロファーマ 64

コンドロイチン注1％「メルク」 コンドロイチン硫酸ナトリウム 1％20mL1管 メルク・ホエイ 64

コンドロイチン注2％「メルク」 コンドロイチン硫酸ナトリウム 2％10mL1管 メルク・ホエイ 66

シチコリン注「ミタ」100mg シチコリン 5％2mL1管 東洋ファルマー 64

シチコリン注「ミタ」500mg シチコリン 5％10mL1管 東洋ファルマー 112

シチコリン注「ミタ」1000mg シチコリン 5％20mL1管 東洋ファルマー 218

静注用マグネゾール20mL 硫酸マグネシウム・ブドウ糖 20mL1管 東亜薬品工業 306

点滴静注用アンコーマ20％ グルタミン酸ナトリウム 20mL1管 東亜薬品工業 237

ドブトレックス注200mgバッグ 塩酸ドブタミン 0.1％200mL1袋 塩野義製薬 3,541
ドブトレックス注600mgバッグ 塩酸ドブタミン 0.3％200mL1袋 塩野義製薬 7,086
ドブポン注0.1％シリンジ 塩酸ドブタミン 0.1％50mL1筒 テルモ 555

ドブポン注0.3％シリンジ 塩酸ドブタミン 0.3％50mL1筒 テルモ 1,091
ドプミン注100mg 塩酸ドブタミン 100mg1管 メルク・ホエイ 442

※は報告品目です
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
ドルミカム注射液10mg ミダゾラム 10mg2mL1管 アステラス製薬 176

ニチフィリンＭ注300mgｓ ジプロフィリン 15％2mL1管 日新製薬 57

ノイファーゲン注5mL グリチルリチン･グリシン･システイン配合剤 5mL1管 東洋ファルマー 64

ノイファーゲン注20mL グリチルリチン･グリシン･システイン配合剤 20mL1管 東洋ファルマー 64

ビクフェニン注射用1g ピペラシリンナトリウム 1g1瓶 マルコ製薬 193

ビクフェニン注射用2g ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 マルコ製薬 322

ピレタゾール静注用1g セフメタゾールナトリウム 1g1瓶 マルコ製薬 404

ピレタゾール静注用2g セフメタゾールナトリウム 2g1瓶 マルコ製薬 760

フラジレン注10mg フラビンアデニンジヌクレオチド 10mg1管 イセイ 64

フラジレン注20mg フラビンアデニンジヌクレオチド 20mg1管 イセイ 64

フロセミド注「ミタ」20mg フロセミド 20mg1管 東洋ファルマー 57

ヘキサット注15mg ペンタゾシン 15mg1管 メルク・ホエイ 65

ラセナゾリン筋注用0.5g セファゾリンナトリウム 500mg1瓶（溶解液付）マルコ製薬 158

ラセナゾリン注射用0.5g セファゾリンナトリウム 500mg1瓶 マルコ製薬 158

ラセナゾリン注射用1g セファゾリンナトリウム 1g1瓶 マルコ製薬 158

ラセナゾリン注射用2g セファゾリンナトリウム 2g1瓶 マルコ製薬 300

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」硫酸ストレプトマイシン 1g1瓶 明治製菓 393

レペタン注0.2mg 塩酸ブプレノルフィン 0.2mg1管 大塚製薬 183

レペタン注0.3mg 塩酸ブプレノルフィン 0.3mg1管 大塚製薬 263

ロイナーゼ注用5000 Ｌ－アスパラギナーゼ 5,000Ｋ単位1瓶 協和発酵工業 2,869

ロイナーゼ注用10000 Ｌ－アスパラギナーゼ 10,000Ｋ単位1瓶 協和発酵工業 5,507

［外用薬］
品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価

アクリノール液0.2％「ヤクハン」 アクリノール 0.2％10mL ヤクハン製薬 8.20
ケラチナミンコーワ軟膏20％ 尿素 20％1g 興和 9.40
消毒用イソプロパノール液50％「ヤクハン」イソプロパノール 50％10mL ヤクハン製薬 3.70
ドンペネマ注腸軟膏10mg ドンペリドン 10mg1筒 テイコク 146.20
ドンペネマ注腸軟膏30mg ドンペリドン 30mg1筒 テイコク 164.00
ドンペネマ注腸軟膏60mg ドンペリドン 60mg1筒 テイコク 179.60
ネグミン液10％ ポビドンヨード 10％10mL メルク・ホエイ 17.20
プロスタンディン軟膏0.003％ アルプロスタジルアルファデクス 0.003％1g 小野薬品工業 62.50
ポピヨード液10％ ポビドンヨード 10％10mL ヤクハン製薬 17.20
モーラス30 ケトプロフェン 10cm×14cm1枚 久光製薬 30.90
ヤクラックスＤ液1％ 次亜塩素酸ナトリウム 1％10g ヤクハン製薬 5.10

リゾティア点眼液0.5％ 塩化リゾチーム 0.5％1mL 千寿製薬 22.40

※は報告品目です
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薬剤師連盟のページ

国 会 レ ポ ー ト

参議院議員 藤井　基之

師走。北日本に寒波が襲来、各地に大雪を降らせたようです。
一気に寒さが増しました。
今年は、例年にも増して一年が経つのが早かった気がします。通常国会は８月お盆前まで続き、最後
の最後に郵政民営化法案否決。国会解散。９月総選挙。わが党の圧勝。１ヶ月間という異例の特別国会。
郵政民営化法案再審議、成立。内閣改造。医療制度改革大綱発表。その間に厚労大臣政務官として、鳥
インフルエンザ、アスベスト問題担当。さらに、厚生労働大臣政務官を退任した直後の11月20日からは
ＯＤＡ調査のためにアフリカ出張。帰国したその当日、２年ぶりの「藤井もとゆきと語る会」を開いて
いただきました。本当に慌しくも、政治家生活の思い出に残る１年でした。
さて、国会は閉会中ですが、国会では国土交通委員会等が開かれています。国交委では、11月に発覚
したマンションの耐震構造設計の偽装問題の真相解明のため、関係者に対する参考人質疑、証人喚問が
おこなわれています。
その一方、郵政改革を終え、政府、党内では行財政改革の第２弾、第３弾の議論が続いています。ま
た、来年度予算編成、税制改革の審議も大詰めに向かっています。
税制改革では、党での私の担当は、社会報酬診療報酬に係る非課税措置の存続、オーファンドラッグ
やワクチンの試験研究費に係る特別措置等の医療医薬分野。党税調で、これらの事項を重点事項として
取り上げるよう要望しました。
また、財政改革では、私も党の行政改革本部・特別会計改革委員会のチームリーダーに指名され、石
油、電力特会を担当しました。国の会計では、一般会計はおなじみですが、特定の分野の事業について
は、その分野独自の勘定で特別会計として運営されています。現在は、次の31の特別会計があります。

社会保険事業 厚生保険、国民年金、船員保険、労働保険
その他の保険事業 農業共済再保険、漁船再保険及び漁業共済保険、森林保険、地震再保険、

貿易保険
公共事業 道路整備、治水、港湾整備、空港整備、国営土地改良事業
エネルギー関係 電源開発促進対策、石油及びエネルギー需給構造高度化対策
農林水産関係 食料管理、農業経営基盤強化措置、国有林野事業
行政的事業 登記、特許、特定国有財産整備、国立高度専門医療センター、自動車損害

賠償保障事業、自動車検査登録
融資事業・資金運用 財政融資資金、産業投資、都市開発資金融通、外国為替資金
整理区分 交付税及び譲与税配布金、国債整理基金

これら特別会計の事業内容、予算決算、資金運用に無駄はないか等について精査し、特別会計として
存続の是非、再編、統合の必要性等について審議を続けてきたわけです。委員会の議論結果は、政府に
提出される予定です。

（医療制度改革大綱）
さて、医療の分野で年末最大の課題は、政府・与党医療改革協議会がまとめた「医療制度改革大綱」

です。10月19日に、厚生労働省が「医療制度構造改革試案」を出しましたが、12月１日に発表されたこ
の大綱は、厚労省試案をベースとしつつ、来年４月に予定されている診療報酬改定にも言及しています。
大綱の主な項目の概要は以下の通りです。
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①　医療費適正化の総合的推進
まず、今後さらに増加を続けると予想される医療給付費の伸びについて、
（１）中長期的な対策として、生活習慣病・予備軍の減少策、平均在院日数の短縮、公的保険給付

の範囲の見直し等を進める
（２）それらの対策を基に、経済規模、国民負担の観点から、医療費の実績を評価し、将来（５年

程度を含め）の医療給付費の規模の見通しを示し、医療費検証の指標とする。
（３）将来の医療給付費のあるべき規模の見通しに当たっては、医療費の対国民所得比、対ＧＤＰ

比を基に、国民負担の面から許容範囲にあるか、厚生労働省、経済財政諮問会議等で検討する。
（４）国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画的な医療費適正化

に取り組む。
②　新たな高齢者医療制度の創設

現行の老人保健制度を廃止して、新たな高齢者医療制度を創設する。
65歳以上の高齢者を、65歳～74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と分け、後期高齢者を対

象とする独立した「新高齢者医療制度」を創る。新高齢者医療制度の財源は、「国庫負担＋被用者
保険・国保からの支援＋高齢者自身の保険料＋患者の一部負担」。国庫負担５割、支援４割、保険
料１割。
また、医療機関、薬局の窓口で患者が支払う一部負担金は、75歳以上高齢者原則１割、ただし現
役と同程度の所得のある人は現役と同じ３割とする。
一方、前期高齢者は、それまで加入していた医療保険にそのまま74歳まで加入し続けることとす
る。例えば、被用者保険に入っていたサラリーマンは、65才で定年に達した後もそのまま保険料を
払って、同じ被用者保険に入り続けることになる。患者一部負担は２割とし、ただし現役と同じ程
度の所得のある人は３割とする。
③　保険者の統合再編
（１）国保の都道府県単位で保険運営を推進するため、市町村の拠出により医療費を賄う共同事業

を拡充する。
（２）政管健保を国と切り離し、全国単位の公法人を保険者として設立、都道府県単位を基本とす

る財政運営を行なう。
（３）健保組合については、都道府県内で企業・業種を超えた地域型健保組合の設立を認めるな

ど、再編・統合を進める。
④　診療報酬等の見直し
（１）平成18年度の診療報酬改訂については、賃金・物価の動向等の経済動向、医療経済実態調査

の結果、保険財政の状況等を踏まえ引き下げの方向で検討する。
（２）薬価は市場動向を踏まえ、引き下げる。また、後発品の状況を勘案し、先発品引き下げを行

なう。
（３）後発品の使用促進を図るため、処方せん様式を変更する。
（４）中医協の委員構成を、公益６人（これまで４人）支払側７人（同８人）、診療側７人（同８

人）とする。
以上のようなものですが、新しい高齢者医療制度等については、これから法案が作成され、来年の通

常国会に提出されます。また、診療報酬については、まず、間もなく、引き下げ率等が内閣で決定され、
年末から来年にかけて、その具体的な中身について中医協を中心に審議が進められます。引き下げがど
の程度の規模となるのか、まだわかりませんが、それによって医療の質が下がるような改定は絶対に避
けなければなりません。

（医療提供体制の改革）
ところで、医療制度改革の両輪である医療提供体制改革について、社会保障審議会・医療部会の報告

書が発表されました。医療提供体制改革では、医療法第５次改正が行なわれますが、報告書で次のよう
に、今回の医療法改正の趣旨を述べています。

「現行の施設規制法の性格が強い医療法について、患者の視点に立ったものとなるよう、必要な規定
の追加も含めて全体的な構造を見直す。」
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医療法という法律は、昭和23年に、戦争で荒廃し、また近代化が遅れていた日本の医療体制を立て直
すために制定されたもので、確かに「施設規制法」の性格があるのですが、平成４年の第２次医療法で、
医療法に「医療の基本理念」が、また、平成９年の第３次改正ではインフォームドコンセントの規定が
盛り込まれ、医療基本法的な性格が付与されたと言われました。つまり、病院や診療所などの施設整備
の規定から、医療のあり方を規定する法律に性格を変えてきたということです。今回の意見書では、そ
れをさらに一歩を進めるという考え方が打ち出されたという意味で、大変重要な記述だと思います。
その上で、意見書では、次のような提言をしています。
①　患者・国民の医療機関等の選択の支援

・医療に関する情報提供推進の責務規定
・入院時の入院診療計画の策定と患者への交付・説明の義務付け、等

②　医療安全対策の総合的推進
・医療安全対策についての責務を規定、等

③　医療機能の分化・連携の推進
・医療計画に、がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗塞対策、糖尿病対策等の医療連携対策を記
載する、等

④　母子医療、救急医療、災害医療、へき地医療体制の整備
⑤　医療法人改革
⑥　医療を担う人材の育成、医療従事者の資質向上

等
また、今回の意見書では、医薬分業が全国平均50％を越えるに至ったことを背景に、地域薬局の医療
法上の位置付けを規定することとしていることが、特筆されます。意見書では、今後の薬局のあり方に
ついて次のように提案しています。

薬局を医療提供施設として位置付け、次の事項を実施し、医薬品等の供給拠点として地域医療により
貢献していくようにする。
ア　医療計画における医療連携体制への位置付け
イ　薬局機能に関する一定の情報の届出・公表の制度化
ウ　薬局における安全管理体制等の整備
エ　薬局における医薬品に係る情報提供・相談体制の整備

以上のような考え方を踏まえて、現在、法案作成作業が続けられています。
来年は、冒頭から診療報酬審議、そして通常国会では、来年度予算審議に続いて、厚労分野では、新
しい高齢者医療制度の創設、医療法の改正案等を中心に新しい医療制度のあり方、社会保険庁改革等に
ついての議論が行なわれます。課題山積の明年です。

来年は、サッカーのワールドカップの年。予選リーグの組み合わせも決まりました。日本は、ブラジ
ル、クロアチア、オーストラリアと同グループ。決勝リーグへの勝ち上がりを祈りましょう。

笛ふいて　むかしむかしの　日向ぼこ　　（中川宋淵）

せめて、お正月はのんびり過ごしましょう。

藤井もとゆき「国会レポート」が掲載されています。

http://www.mfujii.gr.jp



i平成16・17年の表紙n

平成16年３月号　ハルリンドウ 平成17年１月号　マルバノキ

平成16年５月号　カノコソウ 平成17年３月号　シマカンギク

平成16年７月号　クマガイソウ 平成17年５月号　オオシマザクラ

平成16年９月号　コマクサ 平成17年７月号　ハルウコン

平成16年11月号　オニノヤガラ 平成17年９月号　ウイキョウ




